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東
京
都
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
が
作
成
し
た
も
の
を
も
と
に
兵
庫
県
で
一
部
修
正
・
発
行

 

請
求
す
る
前
に
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！
（介
護
老
人
福
祉
施
設
） 

 
チ
ェ
ッ
ク
１

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
２

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
３

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
４

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
５

 
 

 
機
能
訓
練
指
導
員
が
併
設
通
所

介
護
事
業
所
の
機
能
訓
練
指
導

員
を
兼
務
し
て
い
る
場
合
に
、

個
別
機
能
訓
練
加
算
を
請
求
し

て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
認
知
症
で
あ
る
者
の
数
や
精

神
科
医
に
よ
る
療
養
指
導
の
回

数
が
基
準
に
満
た
な
い
場
合

に
、
精
神
科
療
養
指
導
加
算
を

請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
入
所
者
が
入
院
し
た
日
や
退

院
し
た
日
に
つ
い
て
、
外
泊
時

の
費
用
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
入
所
者
の
入
院
又
は
外
泊
中

に
、
当
該
入
所
者
の
ベ
ッ
ド
を

短
期
入
所
生
活
介
護
に
利
用
し

て
い
る
場
合
に
、
外
泊
時
費
用

を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
入
所
日
か
ら
３
０
日
以
内
の
間

に
外
泊
を
行
っ
た
入
所
者
に
つ

い
て
、
外
泊
日
も
含
め
て
初
期

加
算
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 

 
当
該
加
算
は
、
常
勤
の
機
能
訓

練
指
導
員
で
あ
っ
て
も
、
併
設

の
通
所
介
護
事
業
所
を
兼
務
し

て
い
る
場
合
に
は
算
定
で
き
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
入
所
者
が
10
0

人
を
超
え
、
専
従
の
機
能
訓
練

指
導
員
が
1
人
配
置
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
他
の
指
導
員
は

兼
務
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
当
該
加
算
は
、
認
知
症
で
あ
る

入
所
者
が
全
入
所
者
の
3
分

の
１
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
精

神
科
を
担
当
す
る
医
師
に
よ
る

定
期
的
な
療
養
指
導
が
月
に
2

回
以
上
行
わ
れ
て
い
る
場
合

に
算
定
で
き
ま
す
。
 

 
 

 
入
所
者
が
入
院
し
た
場
合
や

外
泊
を
し
た
場
合
に
つ
い
て

は
、
そ
の
初
日
（入
院
日
）と
最

終
日
（
退
院
日
）
は
所
定
単
位

数
を
算
定
し
、
外
泊
時
費
用
は

算
定
し
ま
せ
ん
。
退
院
後
、
そ

の
ま
ま
退
所
し
た
場
合
に
は
、

退
院
日
に
つ
い
て
は
外
泊
時

費
用
を
算
定
し
ま
す
。

 

 
 

 
入
所
者
が
使
用
し
て
い
る
ベ
ッ

ド
に
つ
い
て
は
原
則
空
け
て
お

く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
当

該
入
所
者
の
同
意
が
あ
れ
ば

短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
に
利
用

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
の
場

合
に
は
当
該
入
所
者
に
つ
い

て
外
泊
時
の
費
用
を
算
定
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
初
期
加
算
は
入
所
日
か
ら
３
０

日
以
内
に
つ
い
て
算
定
で
き
ま

す
が
、
外
泊
期
間
中
は
算
定

で
き
ま
せ
ん
。
初
期
加
算
は
当

該
入
所
者
が
過
去
３
か
月
間

（認
知
症
高
齢
者
の
自
立
度
判

定
基
準
の
ラ
ン
ク
Ⅲ
・
Ⅳ
・
Ｍ

の
該
当
者
は
１
か
月
間
）に
当

該
施
設
に
入
所
し
た
こ
と
が
な

い
場
合
に
算
定
で
き
ま
す
。

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
６

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
７

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
８

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
９

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１
０

 
 

 
入
所
者
の
退
所
に
伴
い
、
相
談

業
務
等
を
行
っ
た
場
合
に
、
退

所
後
介
護
保
険
施
設
に
入
所
す

る
者
に
対
し
て
も
、
退
所
時
に
係

る
加
算
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
施
設
退
所
後
、
ひ
き
つ
づ
き
同

一
敷
地
内
の
短
期
入
所
生
活

介
護
を
利
用
す
る
入
所
者
に
つ

い
て
、
退
所
日
に
つ
い
て
も
介

護
福
祉
施
設
の
報
酬
を
請
求
し

て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
前
月
の
平
均
利
用
者
数
が
運

営
基
準
で
定
め
ら
れ
た
定
員
数

を
超
え
て
い
る
場
合
に
、
定
員

超
過
の
減
算
を
せ
ず
に
報
酬

を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 
 

 
 

 
前
月
に
看
護
・介
護
職
員
に
つ

い
て
運
営
基
準
に
定
め
ら
れ
た

数
を
配
置
し
て
い
な
い
場
合

に
、
人
員
基
準
欠
如
の
減
算
を

せ
ず
に
報
酬
を
請
求
し
て
い
ま

せ
ん
か
。

 

 
 

 
入
所
者
の
通
院
の
付
き
添
い

に
つ
い
て
、
介
護
職
員
の
人
件

費
、
車
両
の
使
用
に
か
か
る

費
用
等
を
、
別
途
入
所
者
か
ら

徴
収
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 

 
退
所
時
に
係
る
各
種
加
算
（
退

所
前
後
訪
問
相
談
援
助
加
算
、

退
所
時
相
談
援
助
加
算
、
退
所

前
連
携
加
算
）
は
、
当
該
入
所

者
が
退
所
後
に
病
院
・
診
療
所

に
入
院
す
る
場
合
、
介
護
保
険

施
設
に
入
所
す
る
場
合
及
び
死

亡
退
所
の
場
合
に
は
算
定
で
き

ま
せ
ん
。

 

 
 

 
退
所
後
、
ひ
き
つ
づ
き
同
一
敷

地
内
に
あ
る
短
期
入
所
生
活

介
護
を
利
用
す
る
入
所
者
や
、

相
互
の
職
員
の
兼
務
や
施
設

の
共
用
が
行
わ
れ
て
い
る
隣

接
・
近
隣
施
設
を
利
用
す
る
入

所
者
に
つ
い
て
は
、
退
所
日
は

介
護
福
祉
施
設
の
報
酬
は
算

定
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
１
か
月
の
平
均
利
用
者
数
が

運
営
基
準
に
定
め
ら
れ
た
定

員
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の

翌
月
か
ら
定
員
超
過
が
解
消
さ

れ
た
月
ま
で
全
利
用
者
に
対
し

て
基
本
報
酬
を
１
０
０
分
の
７
０

に
減
算
し
ま
す
。

 

 
 

 
看
護
・介
護
職
員
数
が
基
準
の

１
割
を
超
え
て
少
な
い
場
合
に

は
そ
の
翌
月
か
ら
、
ま
た
、
基

準
の
１
割
の
範
囲
内
で
少
な
い

場
合
に
は
そ
の
翌
々
月
か
ら

人
員
基
準
欠
如
の
解
消
月
ま

で
全
利
用
者
に
対
し
て
基
本
報

酬
を
１
０
０
分
の
７
０
に
減
算
し

ま
す
。

 

 
 

 
入
所
者
の
通
院
の
付
き
添
い

に
か
か
る
費
用
に
つ
い
て
は

当
該
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
一
環

と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、
利

用
者
か
ら
別
に
徴
収
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
遠
方
の
医
療

機
関
へ
の
入
院
等
の
場
合
に

は
、
交
通
費
に
つ
い
て
実
費
相

当
分
を
徴
収
で
き
ま
す
。
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①
重
度
化
対
応
加
算
 

 
下
記
の
基
準
を
満
た
す
場
合
に
、
入
所
者
全
員
に
つ
い
て
加
算
。
 

イ
 
常
勤
の
看
護
師
を
１
名
以
上
配
置
し
、
看
護
責
任
者
を
定
め
て
い
る
こ
と
。
 

ロ
 
看
護
職
員
に
よ
り
又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
に
よ
り
、

入
所
者
に
対
し
て
24
時
間
連
絡
体
制
を
確
保
し
、
か
つ
、
必
要
に
応
じ
て
健
康
上
の
管
理
等
を
行

う
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 

ハ
 
看
取
り
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
入
所
の
際
に
、
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
当
該
指

針
の
内
容
を
説
明
し
、
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。
 

ニ
 
看
取
り
に
関
す
る
職
員
研
修
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。
 

ホ
 
看
取
り
の
た
め
の
個
室
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 

②
準
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
加
算
 

 
従
来
型
個
室
に
お
い
て
下
記
の
基
準
を
満
た
す
場
合
に
、
入
所
者
全
員
に
つ
い
て
加
算
。（
施
設
の

一
部
の
み
で
要
件
を
満
た
す
場
合
、
そ
こ
に
入
所
す
る
者
に
つ
い
て
の
み
加
算
を
算
定
可
。）
 

イ
 
12
人
を
標
準
と
す
る
単
位
で
、
ケ
ア
を
し
て
い
る
こ
と
。
 

ロ
 
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
た
個
室
的
な
し
つ
ら
え
及
び
グ
ル
ー
プ
単
位
で
利
用
で
き
る
共
同
生

活
室
を
設
け
て
い
る
こ
と
。
 

ハ
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
（
準
個
室
）
と
同
程
度
の
人
員
配
置
を
し
て
い
る
こ
と
。
 

③
個
別
機
能
訓
練
加
算
 

常
勤
専
従
の
機
能
訓
練
指
導
員
（
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
看
護
職
員
、
柔

道
整
復
師
、
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
）
を
配
置
し
、
機
能
訓
練
指
導
員
、
看
護
・
介
護
職
員
、

生
活
指
導
員
そ
の
他
職
種
の
職
員
が
共
同
し
て
入
所
者
ご
と
に
個
別
機
能
訓
練
計
画
を
作
成
し
、
入

所
者
に
説
明
の
う
え
同
意
を
得
た
後
、
こ
の
計
画
に
基
づ
き
計
画
的
に
機
能
訓
練
を
行
っ
て
い
る
場

合
に
、
該
当
者
に
つ
い
て
加
算
。
 

④
常
勤
医
師
配
置
加
算
 

 
常
勤
専
従
の
医
師
を
配
置
し
て
い
る
場
合
に
、
入
所
者
全
員
に
つ
い
て
加
算
。
 

⑤
精
神
科
医
療
指
導
加
算
 

 
全
入
所
者
の
3
分
の
１
以
上
を
認
知
症
の
入
所
者
が
占
め
る
施
設
で
、
精
神
科
担
当
医
に
よ
る
定

期
的
な
療
養
指
導
が
月
に
2
回
以
上
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
、
入
所
者
全
員
に
つ
い
て
加
算
。
た
だ

し
、
精
神
科
担
当
医
に
常
勤
医
師
配
置
加
算
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
算
定
不
可
。
 

⑥
障
害
者
生
活
支
援
体
制
加
算
 

 
重
度
の
視
覚
障
害
者
・
聴
覚
障
害
者
・
言
語
機
能
障
害
者
・
知
的
障
害
者
が
、
合
計
15
人
以
上
入

所
す
る
施
設
で
、
常
勤
専
従
の
障
害
者
生
活
支
援
員
（
知
的
障
害
者
福
祉
司
の
資
格
を
有
す
る
者
等
）

を
配
置
し
、
か
つ
、
障
害
者
生
活
支
援
員
を
常
勤
換
算
方
法
で
視
覚
障
害
者
等
で
あ
る
入
所
者
の
数

を
50
で
除
し
た
数
以
上
配
置
し
て
い
る
場
合
に
、
入
所
者
全
員
に
つ
い
て
加
算
。
 

⑦
入
院
又
は
外
泊
時
の
費
用
 

入
院
・
外
泊
期
間
の
う
ち
、
入
院
又
は
外
泊
の
初
日
と
最
終
日
を
除
い
た
日
に
つ
い
て
、
1

月
に
6
日
を
限
度
と
し
て
算
定
。
 

⑧
初
期
加
算
 

 
入
所
日
か
ら
起
算
し
て
30
日
以
内
の
期
間
に
つ
い
て
、
入
院
・
外
泊
期
間
を
除
き
加
算
。

過
去
3
か
月
間
に
、
同
一
施
設
に
入
所
し
て
い
た
場
合
は
算
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
同
一
施
設

の
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用
者
が
日
を
空
け
ず
に
ひ
き
つ
づ
き
入
所
し
た
場
合
に
は
、
30

日
か
ら
直
前
の
短
期
入
所
利
用
日
数
を
控
除
し
た
日
数
分
を
算
定
。
 

⑨
退
所
時
等
相
談
援
助
加
算
 

(1
)退
所
前
後
訪
問
相
談
援
助
加
算
 

 
入
所
者
の
退
所
に
先
立
っ
て
退
所
後
に
生
活
す
る
居
宅
を
訪
問
し
て
相
談
援
助
を
行
っ
た

場
合
に
加
算
。
入
所
中
1
回
（
入
所
後
早
期
に
相
談
援
助
が
必
要
な
場
合
は
2
回
）、
退
所
後

（
30
日
以
内
）
1
回
を
限
度
と
す
る
。
 

(2
)退
所
時
相
談
援
助
加
算
（
入
所
者
1
人
に
つ
き
1
回
を
限
度
）
 

 
 入
所
者
の
退
所
時
に
相
談
援
助
を
行
い
、
さ
ら
に
退
所
後
2
週
間
以
内
に
市
町
村
や
老
人

介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
入
所
者
が
希
望
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
に
必
要
な
情
報

を
提
供
し
た
場
合
に
加
算
。
 

(3
)退
所
前
連
携
加
算
（
入
所
者
1
人
に
つ
き
1
回
を
限
度
）
 

 
 入
所
者
の
退
所
に
先
立
っ
て
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
と
連
携
し
て
退
所
後
の
居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
上
必
要
な
調
整
を
行
っ
た
場
合
に
加
算
。
 

⑩
栄
養
管
理
体
制
加
算
 

(1
)管
理
栄
養
士
配
置
加
算
 

(2
)栄
養
士
配
置
加
算
（
(1
)を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
算
定
不
可
）
 

⑪
栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
 

⑫
経
口
移
行
加
算
 

⑬
経
口
維
持
加
算
 

⑭
療
養
食
加
算
 

⑮
看
取
り
介
護
加
算
 

 
重
度
化
対
応
加
算
を
算
定
し
て
い
る
施
設
に
お
い
て
、
一
定
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
入
所

者
に
つ
い
て
、
死
亡
日
以
前
30
日
を
上
限
と
し
て
加
算
。
た
だ
し
、
退
所
日
の
翌
日
か
ら
死

亡
日
ま
で
の
間
は
算
定
し
な
い
。
 

⑯
在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
 

⑰
在
宅
・
入
所
相
互
利
用
加
算
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東
京
都
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
が
作
成
し
た
も
の
を
も
と
に
兵
庫
県
で
一
部
修
正
・
発
行

 

請
求
す
る
前
に
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！
（介
護
老
人
保
健
施
設
） 

 
チ
ェ
ッ
ク
１

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
２

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
３

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
４

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
５

 
 

 
老
健
施
設
を
退
所
後
、
ひ
き
つ

づ
き
近
接
す
る
病
院
に
入
院
す

る
入
所
者
に
つ
い
て
、
退
所
日

も
含
め
て
報
酬
請
求
し
て
い
ま

せ
ん
か
。

 

 
 

 
試
行
的
退
所
サ
ー
ビ
ス
費
に

つ
い
て
、
試
行
的
退
所
を
実
施

し
た
日
数
で
請
求
し
て
い
ま
せ

ん
か
。

 

 
 

 
入
所
者
の
外
泊
中
に
、
当
該
入

所
者
の
使
用
す
る
ベ
ッ
ド
を
短

期
入
所
療
養
介
護
に
利
用
し
て

い
る
場
合
に
、
外
泊
時
の
費
用

を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
入
所
日
か
ら
３
０
日
以
内
の
間

に
外
泊
を
行
っ
た
入
所
者
に
つ

い
て
、
外
泊
日
も
含
め
て
初
期

加
算
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
入
所
者
が
当
該
施
設
を
退
所

後
、
病
院
又
は
診
療
所
へ
入

院
す
る
場
合
に
も
、
退
所
時
等

指
導
加
算
を
請
求
し
て
い
ま
せ

ん
か
。

 

 

 
介
護
老
人
保
健
施
設
を
退
所
し

た
日
に
、
同
一
敷
地
内
又
は
当

該
施
設
に
近
接
す
る
病
院
（
同

一
法
人
が
経
営
し
、
職
員
の
兼

務
や
施
設
の
共
用
等
が
行
わ

れ
て
い
る
も
の
）に
入
院
し
た
場

合
、
退
所
日
に
つ
い
て
は
、
介

護
老
人
保
健
施
設
の
報
酬
は
算

定
で
き
ま
せ
ん
。
（病
院
側
は
報

酬
算
定
で
き
ま
す
） 

 
 

 
試
行
的
退
所
サ
ー
ビ
ス
費
は
、

退
所
が
見
込
ま
れ
る
者
を
居
宅

に
試
行
的
に
退
所
さ
せ
介
護
老

人
保
健
施
設
が
居
宅
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
場
合
、
１
月
に
６

日
を
限
度
と
し
て
算
定
し
ま
す

が
、
試
行
的
退
所
の
初
日
と
最

終
日
は
算
定
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
、
外
泊
時
費
用
を
算
定
す
る

場
合
は
算
定
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
入
所
者
の
外
泊
時
に
は
、
原
則

と
し
て
当
該
入
所
者
の
ベ
ッ
ド

は
空
け
て
お
く
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
入
所
者
の
同
意
が
あ

れ
ば
他
の
サ
ー
ビ
ス
に
利
用

す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
そ

の
場
合
、
外
泊
時
の
費
用
は
算

定
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
初
期
加
算
は
入
所
日
か
ら
３
０

日
以
内
に
つ
い
て
算
定
で
き
ま

す
が
、
外
泊
期
間
中
は
算
定
で

き
ま
せ
ん
。
初
期
加
算
は
当
該

入
所
者
が
過
去
３
か
月
間
（
認

知
症
高
齢
者
の
自
立
度
判
定

基
準
の
ラ
ン
ク
Ⅲ
・Ⅳ
・Ｍ
の
該

当
者
は
１
か
月
間
）
に
当
該
施

設
に
入
所
し
た
こ
と
が
な
い
場

合
に
算
定
で
き
ま
す
。
 

 
 

 
入
所
者
が
当
該
施
設
を
退
所

後
、
病
院
・
診
療
所
に
入
院
す

る
場
合
や
他
の
介
護
保
険
施

設
に
入
所
す
る
場
合
、
死
亡
退

所
す
る
場
合
に
は
、
退
所
前
後

訪
問
指
導
加
算
・退
所
時
指
導

加
算
・
退
所
時
情
報
提
供
加

算
・退
所
前
連
携
加
算
は
算
定

で
き
ま
せ
ん
。

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
６

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
７

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
８

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
９

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１
０

 
 

 
訪
問
看
護
指
示
書
の
発
行
が
な

さ
れ
て
い
な
い
入
所
者
に
つ
い

て
、
老
人
訪
問
看
護
指
示
加
算

を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
同
一
の
入
所
者
に
対
し
、
ひ
と

月
に
複
数
回
の
緊
急
時
治
療

管
理
費
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
緊
急
時
治
療
管
理
の
対
象
と
な

ら
な
い
入
所
者
に
つ
い
て
施
設

療
養
を
行
っ
た
場
合
に
も
、
当

該
費
用
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
基
準
に
定
め
ら
れ
た
職
員
数
を

配
置
し
て
い
な
い
場
合
に
、
人

員
基
準
欠
如
の
減
算
を
せ
ず

に
報
酬
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
・介
護

職
員
の
数
が
夜
勤
職
員
基
準

に
満
た
な
い
場
合
で
も
、
所
定

単
位
数
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 

 
当
該
加
算
は
、
入
所
者
の
退
所

時
に
施
設
の
医
師
が
診
療
に
基

づ
い
て
指
定
訪
問
看
護
が
必
要

で
あ
る
と
認
め
、
入
所
者
が
選

定
し
た
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
入
所
者
の
同
意
を
得

て
訪
問
看
護
指
示
書
を
交
付
し

た
場
合
に
算
定
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
緊
急
時
治
療
管
理
費
は
、
入
所

者
の
病
状
が
著
し
く
変
化
し
、

介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
い

て
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
り
施
設
療
養
を
行

っ
た
場
合
に
、
月
１
回
に
限
り
３

日
を
限
度
と
し
て
算
定
で
き
ま

す
。

 

 
 

 
緊
急
時
治
療
管
理
費
の
対
象
と

な
る
入
所
者
は
、
意
識
障
害
又

は
昏
睡
、
急
性
呼
吸
不
全
又
は

慢
性
呼
吸
不
全
の
急
性
増
悪
、

急
性
心
不
全
、
シ
ョ
ッ
ク
、
重
篤

な
代
謝
障
害
（
肝
不
全
、
腎
不

全
、
重
症
糖
尿
病
等
）
、
そ
の

他
薬
物
中
毒
等
で
重
篤
な
も

の
、
の
症
状
の
あ
る
者
で
す
。

 
 

 
 

 
看
護
・介
護
職
員
数
が
基
準
の

１
割
を
超
え
て
少
な
い
場
合
に

は
そ
の
翌
月
か
ら
、
ま
た
、
基

準
の
１
割
の
範
囲
内
で
少
な
い

場
合
に
は
そ
の
翌
々
月
か
ら
、

医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
又
は
介
護
支
援
専
門
員

が
基
準
よ
り
も
少
な
い
場
合
に

は
そ
の
翌
々
月
か
ら
、
人
員
基

準
欠
如
の
解
消
月
ま
で
全
利

用
者
に
対
し
て
基
本
報
酬
を
１

０
０
分
の
７
０
に
減
算
し
ま
す
。

 

 
 

 
１
か
月
の
中
で
、
夜
勤
を
行
う

職
員
数
が
夜
勤
職
員
基
準
に

満
た
な
い
状
態
が
２
日
以
上
連

続
し
て
あ
っ
た
場
合
、
ま
た

は
、
通
算
し
て
４
日
以
上
あ
っ

た
場
合
に
、
そ
の
翌
月
は
、
全

て
の
入
所
者
に
つ
い
て
基
本

報
酬
を
所
定
単
位
数
の
１
０
０

分
の
９
７
に
減
算
し
ま
す
。
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○
 
加
 
算

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                

①
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
 

 
下
記
の
基
準
を
満
た
す
場
合
に
、
加
算
。
 

イ
 
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
そ
の
他
職
種
の
者
が
共
同
し
て
入
所
者
ご

と
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
。
 

ロ
 
上
記
計
画
に
従
い
医
師
又
は
医
師
の
指
示
を
受
け
た
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴

覚
士
が
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
入
所
者
の
状
態
を
定
期
的
に
記
録
し

て
い
る
こ
と
。
 

ハ
 
入
所
者
ご
と
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
の
進
捗
状
況
を
定
期
的
に
評
価
し
、
必
要
に

応
じ
て
当
該
計
画
を
見
直
し
て
い
る
こ
と
。
 

ニ
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
、
看

護
職
員
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
に
対
し
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
、
日
常

生
活
上
の
留
意
点
、
介
護
の
工
夫
等
の
情
報
を
伝
達
し
て
い
る
こ
と
。
 

②
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
 

 
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
を
算
定
し
て
い
る
入
所
者
に
対
し
、
医
師
又
は
医
師

の
指
示
を
受
け
た
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
入
所
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以

内
の
期
間
に
集
中
し
て
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
場
合
に
、
加
算
。
 

③
認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
 

 
軽
度
の
認
知
症
で
あ
る
と
医
師
が
判
断
し
た
者
で
あ
っ
て
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
生

活
機
能
の
改
善
が
見
込
ま
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
者
に
対
し
て
、
一
定
の
職
員
配
置
基
準
を
満
た
す
施

設
で
、
医
師
又
は
医
師
の
指
示
を
受
け
た
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
集
中
的

な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
個
別
に
行
っ
た
場
合
に
、
入
所
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
の
期
間
に

限
り
、
１
週
に
３
回
を
限
度
と
し
て
加
算
。
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
の
算
定
が

要
件
。
 

④
認
知
症
ケ
ア
加
算
 

 
一
定
の
基
準
を
満
た
す
施
設
に
お
い
て
、
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は

行
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
入
所
者
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ

た
場
合
、
加
算
。
 

⑤
外
泊
時
の
費
用
 

外
泊
期
間
の
う
ち
、
外
泊
の
初
日
と
最
終
日
を
除
い
た
日
に
つ
い
て
、
1
月
に
6
日
を
限
度
と
し
て

算
定
。
 

⑥
試
行
的
退
所
サ
ー
ビ
ス
費
 

退
所
が
見
込
ま
れ
る
入
所
者
を
居
宅
に
試
行
的
に
退
所
さ
せ
介
護
老
人
保
健
施
設
が
居
宅
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
、
１
月
に
６
日
を
限
度
と
し
て
算
定
。
試
行
的
退
所
に
係
る
初
日
と
最
終
日

は
算
定
し
な
い
。
ま
た
、
外
泊
時
費
用
を
算
定
す
る
場
合
は
算
定
不
可
。
 

⑦
初
期
加
算
 

 
入
所
日
か
ら
起
算
し
て
30
日
以
内
の
期
間
に
つ
い
て
、
外
泊
期
間
を
除
き
加
算
。
過
去
3

か
月
間
に
、
同
一
施
設
に
入
所
し
て
い
た
場
合
は
算
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
同
一
施
設
の
短
期

入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
が
日
を
空
け
ず
に
ひ
き
つ
づ
き
入
所
し
た
場
合
に
は
、
30
日
か
ら

直
前
の
短
期
入
所
利
用
日
数
を
控
除
し
た
日
数
分
を
算
定
。
 

⑧
退
所
時
等
指
導
加
算
 

(1
)退
所
前
後
訪
問
指
導
加
算
 

 
 入
所
者
の
退
所
に
先
立
っ
て
退
所
後
に
生
活
す
る
居
宅
を
訪
問
し
て
療
養
上
の
指
導
を
行

っ
た
場
合
に
加
算
。
入
所
中
1
回
（
入
所
後
早
期
に
相
談
援
助
が
必
要
な
場
合
は
2
回
）、
退

所
後
（
30
日
以
内
）
1
回
を
限
度
と
す
る
。
 

(2
)退
所
時
指
導
加
算
（
入
所
者
1
人
に
つ
き
1
回
を
限
度
）
 

 
 入
所
者
の
退
所
時
に
、
当
該
入
所
者
及
び
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
退
所
後
の
療
養
上
の
指

導
を
行
っ
た
場
合
に
加
算
。
 

(3
)退
所
時
情
報
提
供
加
算
（
入
所
者
1
人
に
つ
き
1
回
を
限
度
）
 

 
 入
所
者
の
退
所
時
に
、
退
所
後
の
主
治
医
に
対
し
て
入
所
者
の
同
意
を
得
て
診
療
情
報
の

提
供
を
行
っ
た
場
合
に
加
算
。
 

(4
)退
所
前
連
携
加
算
（
入
所
者
1
人
に
つ
き
1
回
を
限
度
）
 

 
 入
所
者
の
退
所
に
先
立
っ
て
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
と
連
携
し
て
退
所
後
の
居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
上
必
要
な
調
整
を
行
っ
た
場
合
に
加
算
。
 

⑨
老
人
訪
問
看
護
指
示
加
算
 

退
所
時
に
施
設
の
医
師
が
指
定
訪
問
看
護
の
必
要
を
認
め
、
入
所
者
が
選
定
し
た
指
定
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
入
所
者
の
同
意
を
得
て
訪
問
看
護
指
示
書
を
交
付
し
た
場
合

に
１
回
を
限
度
と
し
て
算
定
。
 

⑩
栄
養
管
理
体
制
加
算
 

(1
)管
理
栄
養
士
配
置
加
算
 

(2
)栄
養
士
配
置
加
算
（
(1
)を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
算
定
不
可
）
 

⑪
栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
 

⑫
経
口
移
行
加
算
 

⑬
経
口
維
持
加
算
 

⑭
療
養
食
加
算
 

⑮
在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
 

⑯
緊
急
時
施
設
療
養
費
 

(1
)緊
急
時
治
療
管
理
 
(2
)特
定
治
療
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東
京
都
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
が
作
成
し
た
も
の
を
も
と
に
兵
庫
県
で
一
部
修
正
・
発
行

 

請
求
す
る
前
に
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！
（介
護
療
養
型
医
療
施
設
） 

 
チ
ェ
ッ
ク
１

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
２

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
３

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
４

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
５

 
 

 
入
所
者
が
外
泊
期
間
中
に
併
設

医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
た
場

合
で
も
、
外
泊
時
の
費
用
を
請

求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
専
門
的
な
医
療
を
行
う
他
の
医

療
機
関
を
受
診
し
た
日
に
つ
い

て
、
所
定
の
介
護
療
養
サ
ー
ビ

ス
費
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
他
科
受
診
を
行
い
、
所
定
単
位

数
に
代
え
て
４
４
４
単
位
を
算

定
し
た
日
に
つ
い
て
、
施
設
サ

ー
ビ
ス
費
に
か
か
る
加
算
を
請

求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
入
所
日
か
ら
３
０
日
の
間
に
外

泊
を
行
っ
た
場
合
に
、
外
泊
の

日
数
を
含
め
て
初
期
加
算
を
請

求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
常
勤
の
ユ
ニ

ッ
ト
リ
ー
ダ
ー
を
配
置
し
て
い

な
い
の
に
、
減
算
せ
ず
に
ユ
ニ

ッ
ト
型
の
報
酬
請
求
を
し
て
い

ま
せ
ん
か
。

 

 

 
入
所
者
が
外
泊
の
期
間
中
に
併

設
医
療
機
関
に
入
院
し
た
場

合
、
入
院
日
以
降
に
つ
い
て
は

外
泊
時
の
費
用
は
算
定
で
き
ま

せ
ん
。
な
お
、
併
設
以
外
の
医

療
機
関
に
入
院
し
た
場
合
は
、

入
院
日
に
つ
い
て
は
外
泊
時
の

費
用
を
算
定
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
施
設
で
は
提
供
で
き
な
い
他
の

医
療
機
関
の
専
門
的
な
診
療

を
受
け
た
日
は
、
１
月
に
４
回

を
限
度
と
し
て
所
定
単
位
数
に

代
え
て
１
日
に
つ
き
４
４
４
単
位

を
算
定
し
ま
す
。
４
日
を
超
え
て

他
科
受
診
を
行
っ
た
日
は
、
所

定
単
位
数
を
算
定
し
ま
す
。

 

 
 

 
他
科
受
診
時
の
費
用
を
算
定
し

た
日
に
つ
い
て
は
、
施
設
サ
ー

ビ
ス
費
に
か
か
る
加
算
・減
算

項
目
は
算
定
で
き
ま
せ
ん
。
な

お
、
特
定
診
療
費
に
限
っ
て

は
、
別
に
算
定
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
初
期
加
算
は
外
泊
中
の
期
間

に
つ
い
て
は
算
定
で
き
ま
せ

ん
。
な
お
、
当
該
施
設
の
短
期

入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
が

ひ
き
続
き
当
該
施
設
に
入
所
し

た
場
合
は
、
３
０
日
か
ら
短
期

入
所
の
利
用
日
数
を
減
じ
た
日

数
に
つ
い
て
加
算
し
ま
す
。

 

 
 

 
①
日
中
に
お
い
て
ユ
ニ
ッ
ト
ご

と
に
常
時
１
人
以
上
の
介
護
職

員
又
は
看
護
職
員
を
配
置
②

ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
常
勤
の
ユ
ニ

ッ
ト
リ
ー
ダ
ー
を
配
置
し
て
い

な
い
場
合
は
所
定
単
位
数
の

１
０
０
分
の
９
７
に
減
算
し
ま

す
。

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
６

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
７

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
８

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
９

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１
０

 
 

 
施
設
退
所
後
、
病
院
や
診
療
所

へ
入
院
す
る
入
所
者
に
つ
い

て
、
退
院
時
指
導
加
算
等
を
請

求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
訪
問
看
護
指
示
書
の
発
行
が

行
わ
れ
て
い
な
い
入
所
者
に

つ
い
て
、
老
人
訪
問
看
護
指
示

加
算
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
利
用
開
始
又
は
入
院
日
か
ら

起
算
し
て
４
月
を
超
え
た
期
間

に
お
い
て
、
一
月
に
１
１
回
以

上
実
施
し
た
理
学
療
法
等
に
つ

い
て
、
特
定
診
療
費
を
減
算
せ

ず
に
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
身
体
拘
束
等
を
行
う
場
合
の
記

録
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
、

入
所
者
全
員
に
つ
い
て
所
定

単
位
数
か
ら
減
算
し
て
報
酬
請

求
し
て
い
ま
す
か
。

 

 
 

 
お
む
つ
代
に
つ
い
て
、
報
酬
と

は
別
に
、
利
用
者
か
ら
料
金
を

徴
収
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 

 
退
所
時
に
か
か
る
加
算
（
退
院

前
後
訪
問
指
導
加
算
・
退
院
時

指
導
加
算
・
退
院
時
情
報
提
供

加
算
・退
院
前
連
携
加
算
）は
、

入
所
者
が
施
設
退
所
後
、
病
院

や
診
療
所
、
他
の
介
護
保
険
施

設
へ
入
所
す
る
場
合
に
は
算
定

で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
入
所
者
の
退
所
時
に
、
当
該
施

設
の
医
師
が
診
療
に
も
と
づ
き

指
定
訪
問
看
護
が
必
要
と
認

め
、
入
所
者
の
同
意
を
得
て
指

定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

訪
問
看
護
指
示
書
を
交
付
し
た

場
合
に
、
１
人
に
つ
き
１
回
を
限

度
と
し
て
老
人
訪
問
看
護
指
示

加
算
を
算
定
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
理
学
療
法
、
作
業
療
法
、
言
語

聴
覚
療
法
は
、
療
法
ご
と
に
利

用
開
始
日
又
は
入
院
日
か
ら

起
算
し
て
４
月
を
超
え
た
期
間

に
お
い
て
、
一
月
に
合
計
１
１

回
以
上
行
な
っ
た
場
合
、
１
１
回

目
以
降
は
、
所
定
単
位
数
の
１

０
０
分
７
０
に
減
算
さ
れ
ま
す
。

 

 
 

 
基
準
で
規
定
す
る
身
体
拘
束

等
を
行
う
場
合
の
記
録
を
行
っ

て
い
な
い
場
合
は
、
未
記
録
の

事
実
が
生
じ
た
月
の
翌
月
か
ら

改
善
が
認
め
ら
れ
た
月
ま
で

の
間
、
入
所
者
全
員
に
つ
い
て

１
日
に
つ
き
５
単
位
を
減
算
し

ま
す
。

 

 
 

 
お
む
つ
代
は
介
護
報
酬
の
中

に
包
括
さ
れ
て
い
る
た
め
、
別

途
利
用
者
か
ら
料
金
を
徴
収

で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
お
む
つ

カ
バ
ー
や
リ
ハ
ビ
リ
パ
ン
ツ
、

失
禁
パ
ン
ツ
も
お
む
つ
代
と
し

て
、
介
護
報
酬
の
中
に
包
括
さ

れ
て
い
ま
す
。
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○
加
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
介
護
保
険
と
医
療
保
険
と
の
関
係

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ○
特
定
診
療
費
（病
院
・診
療
所
・老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
） 

                        ①
初
期
加
算
(入
院
日
か
ら
３
０
日
以
内
）
 

⑤
栄
養
管
理
体
制
加
算
 

・
管
理
栄
養
士
配
置
加
算
 

・
栄
養
士
配
置
加
算
 

⑥
経
口
移
行
加
算
 

②
退
院
時
指
導
等
加
算
 

・
退
院
前
後
訪
問
指
導
加
算
 

 
（
入
院
中
１
回
、
退
院
後
１
回
が
限
度
）
 

・
退
院
時
指
導
加
算
(１
人
１
回
が
限
度
）
 

・
退
院
時
情
報
提
供
加
算
(１
人
１
回
が
限
度
）
 

・
退
院
前
連
携
加
算
(１
人
１
回
が
限
度
）
 

⑦
経
口
維
持
加
算
 

・
経
口
維
持
加
算
(Ⅰ
) 

・
経
口
維
持
加
算
(Ⅱ
) 

③
老
人
訪
問
看
護
指
示
加
算
(１
人
１
回
が
限
度
）
 
⑧
療
養
食
加
算
 

④
栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
 

⑨
在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
 

＜
介
護
保
険
で
算
定
＞
 

＜
医
療
保
険
で
算
定
＞
 

１
．
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
に
含
ま
れ
る
 

サ
ー
ビ
ス
 

入
院
基
本
料
 

①
寝
具
の
準
備
・
清
潔
管
理
・
人
件
費
 

 
施
設
管
理
経
費
 
等
 

②
検
査
・
一
部
の
画
像
診
断
・
投
薬
・
注

射
（
エ
リ
ス
ロ
ポ
エ
チ
ン
以
外
）
 

③
一
部
の
処
置
 

創
傷
処
置
、
喀
痰
吸
引
、
摘
便
、
酸

素
吸
入
、
酸
素
テ
ン
ト
、
皮
膚
科
軟

膏
処
置
、
膀
胱
洗
浄
、
留
置
カ
テ
ー

テ
ル
処
置
、
導
尿
、
膣
洗
浄
、
眼
処

置
、
耳
処
置
、
耳
管
処
置
、
鼻
処
置
、

口
腔
・
咽
頭
処
置
、
関
節
喉
頭
鏡
下

喉
頭
処
置
、
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
、
超
音

波
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
、
介
達
牽
引
、
消

炎
鎮
痛
等
処
置
、
鼻
腔
栄
養
、
老
人

処
置
 

１
．
急
性
増
悪
等
に
よ
り
密
度
の
高
い
 

 
 医
療
が
必
要
と
な
っ
た
時
 

 ①
原
則
：
医
療
保
険
適
用
病
床
に
転
床

し
、
医
療
保
険
で
算
定
 

②
例
外
：
病
床
の
空
き
状
況
等
に
よ
り
転

床
さ
せ
ず
、
緊
急
に
介
護
保
険

適
用
病
床
で
医
療
行
為
を
行

っ
た
場
合
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
に

相
当
す
る
部
分
（
入
院
基
本
料

及
び
特
定
診
療
費
）
は
介
護
保

険
で
算
定
し
、
そ
れ
以
外
の
緊

急
に
行
わ
れ
た
医
療
行
為
に

つ
い
て
は
医
療
保
険
を
適
用
 

２
．
実
施
の
都
度
介
護
報
酬
を
算
定
す
る

サ
ー
ビ
ス
 

特
定
診
療
費
（
16
項
目
）
 

※
厚
生
省
告
示
第
30
号
（
左
表
参
照
）
 

３
．
そ
の
他
加
算
 

２
．
歯
科
療
養
を
行
っ
た
場
合
 

 
歯
科
療
養
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
適

用
病
床
の
入
院
患
者
が
受
け
た
場
合
も

医
療
保
険
で
算
定
 

 ※
１
の
②
、
２
の
場
合
（
介
護
保
険
適
用

病
床
に
い
る
ケ
ー
ス
）、
入
院
基
本
料
は

介
護
保
険
で
算
定
し
て
い
る
た
め
、
医
療

保
険
対
象
の
サ
ー
ビ
ス
は
外
来
診
療
と

し
て
扱
わ
れ
、
医
療
機
関
は
通
常
の
外
来

一
部
負
担
金
を
患
者
か
ら
徴
収
し
、「
入

院
外
」
の
レ
セ
プ
ト
に
よ
り
請
求
す
る
 

特
定
診
療
費
 

項
目
名
 

備
 
考
 

病
 
診
 
認
 

特
定
診
療
費
 

項
目
名
 

備
 
考
 
病
 
診
 
認
 

感
染
対
策
指
導
管
理
 
 

○
 
○
 
○
 

褥
瘡
対
策
指
導
管
理
 
 

○
 
○
 
○
 
理
学
療
法
AD
L
加
算
 
(Ⅰ
)（
Ⅱ
）

の
み
 

○
 
○
 
×
 

リ
ハ
ビ
リ
計
画
加
算
 

(Ⅰ
)（
Ⅱ
）

の
み
 

月
1
回
限
度
 

○
 
○
 
×
 

日
常
動
作
訓
練
指
導
加
算
 

1
月
1
回
限
度
 
○
 
○
 
×
 

初
期
入
院
診
療
管
理
 

入
院
中
1
回
 

診
療
方
針
の

重
要
な
変
更

あ
れ
ば
2
回
 
○
 
○
 
○
 

作
業
療
法
 

1
日
3
回
限
度
 
○
 
○
 
×
 

重
度
療
養
管
理
 

 
○
 
○
 
○
 
作
業
療
法
AD
L
加
算
 
 

○
 
○
 
×
 

リ
ハ
ビ
リ
計
画
加
算
 
1
月
1
回
限
度
 
○
 
○
 
×
 

特
定
施
設
管
理
 

個
室
・
2
人
部

屋
は
加
算
有
 
○
 
○
 
×
 
日
常
動
作
訓
練
指
導
加
算
 

1
月
1
回
限
度
 
○
 
○
 
×
 

重
症
皮
膚
潰
瘍
管
理
指
導
 
 

○
 
○
 
×
 
言
語
聴
覚
療
法
 

1
日
3
回
限
度
 
○
 
○
 
×
 

薬
剤
管
理
指
導
 

週
1
回
･月
4

回
限
度
 

○
 
○
 
×
 
摂
食
機
能
療
法
 

1
月
4
回
限
度
 
○
 
○
 
×
 

医
学
情
報
提
供
(Ⅰ
) 
病
院
－
病
院
 

診
療
－
診
療
 

○
 
○
 
×
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 

 
○
 
○
 
×
 

医
学
情
報
提
供
（
Ⅱ
） 
病
院
－
診
療
 

診
療
－
病
院
 
○
 
○
 
×
 
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
 

入
院
日
か
ら

３
月
以
内
 

○
 
○
 
×
 

理
学
療
法
（
Ⅰ
）
 

○
 
○
 
×
 
精
神
科
作
業
療
法
 

 
○
 
○
 
○
 

理
学
療
法
（
Ⅱ
）
 

○
 
○
 
×
 

理
学
療
法
（
Ⅲ
）
 

1
日
3
回
限
度
 

 
○
 
○
 
×
 

認
知
症
老
人
入
院

精
神
療
法
 

 
○
 
○
 
○
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東
京
都
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
が
作
成
し
た
も
の
を
も
と
に
兵
庫
県
で
一
部
修
正
・
発
行

 

請
求
す
る
前
に
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！
（訪
問
介
護
・介
護
予
防
訪
問
介
護
） 

 
チ
ェ
ッ
ク
１

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
２

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
３

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
４

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
５

 
 

 
利
用
者
の
自
立
生
活
支
援
に
結

び
つ
か
な
い
単
な
る
見
守
り
や

声
か
け
を
身
体
介
護
で
請
求
し

て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
バ
ス
等
の
公
共
交
通
機
関
へ

の
乗
降
、
病
院
内
の
移
動
等
の

介
助
だ
け
で
（
介
護
予
防
）
訪

問
介
護
費
を
請
求
し
て
い
ま
せ

ん
か
。

 

 
 

 
施
設
か
ら
施
設
へ
の
移
動
な

ど
、
居
宅
を
起
点
又
は
帰
着
点

と
し
な
い
外
出
・
付
添
い
介
助

に
つ
い
て
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
利
用
者
の
趣
味
趣
向
に
関
わ

る
外
出
の
付
添
い
介
助
に
つ

い
て
（介
護
予
防
）訪
問
介
護
と

し
て
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
家
族
の
た
め
の
援
助
行
為

や
、
日
常
生
活
の
援
助
に
該

当
し
な
い
行
為
に
つ
い
て
、
生

活
援
助
と
し
て
請
求
し
て
い
ま

せ
ん
か
。

 

 

 
身
体
介
護
に
区
分
さ
れ
る
「
見

守
り
的
援
助
」と
は
、
自
立
支
援

の
観
点
か
ら
安
全
を
確
保
し
つ

つ
常
時
介
護
で
き
る
状
態
で
行

う
見
守
り
で
す
。
掃
除
、
洗
濯
等

を
行
い
な
が
ら
単
に
見
守
り
・声

か
け
を
行
う
場
合
は
生
活
援
助

に
区
分
さ
れ
ま
す
。

 

 
 

 
居
宅
外
で
行
う
介
護
は
、
居
宅

か
ら
目
的
地
に
行
く
た
め
の
準

備
を
含
む
一
連
の
サ
ー
ビ
ス

行
為
で
あ
る
場
合
に
の
み
算

定
で
き
ま
す
。
居
宅
以
外
で
行

う
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
は
算
定
で

き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
居
宅
を
起
点
又
は
帰
着
点
と
せ

ず
に
、
居
宅
以
外
に
お
い
て
行

わ
れ
る
公
共
交
通
機
関
へ
の

乗
降
介
助
や
外
出
・付
添
い
介

助
の
み
の
場
合
、
（介
護
予
防
）

訪
問
介
護
費
を
算
定
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
利
用
者
の
日
常
生
活
の
援
助

の
範
囲
を
超
え
、
趣
味
趣
向
に

関
わ
る
外
出
に
つ
い
て
は
算

定
で
き
ま
せ
ん
。
具
体
的
に

は
、
ド
ラ
イ
ブ
、
カ
ラ
オ
ケ
、
友

人
の
孫
の
結
婚
式
、
地
域
の
行

事
へ
の
参
加
等
が
趣
味
趣
向

に
該
当
し
ま
す
。

 

 
 

 
直
接
本
人
の
日
常
生
活
の
援

助
に
当
た
ら
な
い
行
為
は
生

活
援
助
を
算
定
で
き
ま
せ
ん
。

具
体
的
に
は
家
族
に
係
る
洗

濯
、
調
理
、
買
物
や
、
自
家
用

車
の
洗
車
、
草
む
し
り
、
来
客

の
応
接
な
ど
が
不
適
正
事
例

に
該
当
し
ま
す
。

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
６

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
７

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
８

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
９

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１
０

 
 

 
利
用
者
が
医
療
機
関
の
受
診
等

に
よ
り
不
在
で
あ
る
時
間
に
行

っ
た
掃
除
等
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
生
活
援
助
で
請
求
し
て
い

ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
利
用
者
側
の
事
情
で
ケ
ア
プ
ラ

ン
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
で
き
な
か
っ
た
場
合

に
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
上
の
サ
ー
ビ

ス
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
プ
ラ
ン
上
は
２
級
以
上
の
訪
問

介
護
員
の
派
遣
が
計
画
さ
れ

て
い
た
が
、
事
業
者
側
の
事
情

で
３
級
訪
問
介
護
員
が
派
遣
さ

れ
た
場
合
に
は
、
減
算
の
う
え

請
求
し
て
い
ま
す
か
。

 

 
 

 
要
支
援
者
に
つ
い
て
通
院
等

乗
降
介
助
を
請
求
し
て
い
ま
せ

ん
か
。

 

 
 

 
介
護
予
防
訪
問
介
護
に
お
い

て
、
月
途
中
の
サ
ー
ビ
ス
開
始

又
は
サ
ー
ビ
ス
終
了
の
場
合

に
日
割
り
計
算
を
し
て
い
ま
せ

ん
か
。

 

 

 
生
活
援
助
は
利
用
者
の
安
全
確

認
を
図
り
な
が
ら
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
も
の
で
、
本
人
が
居
宅
に

い
る
こ
と
が
原
則
で
す
。
効
率

的
だ
か
ら
と
い
っ
て
利
用
者
の

不
在
中
に
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と

は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
利
用
者
が
不
在
等
の
た
め
に

計
画
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
が
提
供

で
き
な
か
っ
た
場
合
、
事
前
に

連
絡
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
訪

問
介
護
費
は
算
定
で
き
ま
せ

ん
。

 

 
 

 
計
画
と
は
異
な
り
、
実
際
に
は

事
業
者
側
の
都
合
で
３
級
訪
問

介
護
員
が
派
遣
さ
れ
た
場
合
、

実
態
に
即
し
て
所
定
単
位
数
の

１
０
０
分
の
７
０
（
介
護
予
防
訪

問
介
護
は
１
０
０
分
の
８
０
）
で

請
求
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。

 

 
 

 
通
院
等
乗
降
介
助
は
、
要
介
護

者
で
あ
る
利
用
者
に
対
し
て
、

訪
問
介
護
員
等
が
自
ら
の
運

転
す
る
車
両
へ
の
乗
降
介
助
、

乗
降
前
後
の
屋
内
外
で
の
移

動
介
助
、
外
出
先
で
の
手
続

き
、
移
動
等
の
介
助
を
行
っ
た

場
合
に
算
定
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
日
割
り
計
算
を
す
る
の
は
①

要
介
護
か
ら
要
支
援
に
変
っ
た

場
合
②
要
支
援
か
ら
要
介
護

に
変
っ
た
場
合
③
同
一
保
険

者
内
で
の
転
居
等
に
よ
り
事
業

所
を
変
更
し
た
場
合
及
び

(Ⅲ
)

を
算
定
し
て
い
た
者
が
要
支
援

１
に
変
っ
た
場
合
の
み
で
す
。

 

 

    

8



○
生
活
援
助
に
含
ま
れ
な
い
行
為
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（平
成
１
２
年
老
企
第
３
６
号
、
平
成
１
２
年
７
月
全
国
担
当
課
長
会
議
資
料
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
訪
問
介
護
に
よ
る
送
迎
の
取
扱
い

 
①
 
商
品
の
販
売
や
農
作
業
等
生
業
の
援
助
的
な
行
為
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
訪
問
介
護
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
行
為
ご
と
の
区
分
等
（平
成
１
２
年
老
計
第
１
０
号
） 

○
訪
問
介
護
に
よ
る
外
出
介
助
の
範
囲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

送
迎
の
内
容

 
算
定

可
否

 
理
由

 

居
宅
か
ら
一
般
病
院
へ
の
入
院

 
又
は

 
一
般
病
院
か
ら
居
宅
へ
の
退
院

 
△

 

 
家
族
等
が
対
応
す
べ
き
範
囲
で

あ
り
原
則
と
し
て
算
定
で
き
な
い
。

何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
家
族
が
対

応
で
き
な
い
場
合
に
は
、
生
活
支

援
事
業
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
活

用
が
考
え
ら
れ
る
。

 
短
期
入
所
の
事
業
所
 
又
は

 
介
護
老
人
福
祉
施
設
か
ら
の

 
通
院
、
入
退
院

 
×

 

一
般
病
院
か
ら
一
般
病
院
へ
の

転
院
 
 
又
は
 
一
般
病
院
か
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 

老
健
施
設
へ
の
移
送
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

×
 

 
居
宅
を
起
点
又
は
帰
着
点
と
し

て
い
な
い
た
め
算
定
で
き
な
い
。
 

 

②
 
「直
接
本
人
の
援
助
」に
該
当
し
な
い
行
為

 
 

③
 
「日
常
生
活
の
援
助
」に
該
当
し
な
い
行
為

 
 
主
と
し
て
家
族
の
利
便
に
供
す
る
行
為
又
は
家
族

が
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
行
為

 
 
 
訪
問
介
護
員
が
行
わ
な
く
て
も
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支

障
が
生
じ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
行
為

 
・ 
草
む
し
り

 
・ 
花
木
の
水
や
り

 
・ 
犬
の
散
歩
等
ペ
ッ
ト
の
世
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
等

 
 日
常
的
に
行
わ
れ
る
家
事
の
範
囲
を
超
え
る
行
為

 

・
 
利
用
者
以
外
の
も
の
に
係
る
洗
濯
、
調
理
、
買

物
、
布
団
干
し

 
・ 
主
に
利
用
者
が
使
用
す
る
居
室
等
以
外
の
掃
除

 
・ 
来
客
の
応
接
（お
茶
、
食
事
の
手
配
等
） 

・ 
自
家
用
車
の
洗
車
・清
掃
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
等

 
 ※
 
生
活
援
助
に
つ
い
て
は
、
同
居
の
家
族
等
が
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
家
族
等
が
障
害
、
疾
病
等
の
理

由
に
よ
り
家
事
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
算

定
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。

 

 

・ 
家
具
・電
気
器
具
等
の
移
動
、
修
繕
、
模
様
替
え

 
・ 
大
掃
除
、
窓
の
ガ
ラ
ス
磨
き
、
床
の
ワ
ッ
ク
ス
が
け

 
・ 
室
内
外
家
屋
の
修
理
、
ペ
ン
キ
塗
り

 
・ 
植
木
の
剪
定
等
の
園
芸

 
・
 ・
 
正
月
、
節
句
等
の
た
め
に
特
別
な
手
間
を
か
け
て
行
う

調
理
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
準
備
・記
録
等
（健
康
チ
ェ
ッ
ク
、
環
境
整
備
、
相
談
援
助
、
情
報
収
集
・提
供
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
後
の
記

録
等
） 

排
せ
つ
介
助
（ト
イ
レ
利
用
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
利
用
、
お
む
つ
交
換
） 

食
事
介
助
（食
事
介
助
、
特
段
の
専
門
的
配
慮
を
も
っ
て
行
う
調
理
） 

清
拭
・入
浴
、
身
体
整
容
（清
拭
、
部
分
浴
、
洗
髪
、
全
身
浴
、
洗
面
等
、
身
体
整
容
、
更
衣
介
助
） 

体
位
変
換
、
移
動
・移
乗
介
助
、
外
出
介
助
（通
院
・外
出
介
助
） 

起
床
介
助
、
就
寝
介
助

 
服
薬
介
助

 

  身  体  介  護 

自
立
生
活
支
援
の
た
め
の
見
守
り
的
援
助
（自
立
支
援
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
向
上
の
観
点
か
ら
安
全
を
確
保
し
つ
つ
常
時
介
助

で
き
る
状
態
で
行
う
見
守
り
等
） 

サ
ー
ビ
ス
準
備
・記
録
等
（健
康
チ
ェ
ッ
ク
、
環
境
整
備
、
相
談
援
助
、
情
報
収
集
・提
供
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
後
の
記

録
等
） 

掃
除
、
洗
濯
、
ベ
ッ
ド
メ
イ
ク
、
衣
類
の
整
理
・被
服
の
補
修
、
一
般
的
な
調
理
、
配
下
膳

 

生 活 援 助 

買
物
、
薬
の
受
取
り

 

適
切

 
不
適
切

 
（考
え
方
） 

利
用
者
の
日
常
生
活
上
必
要
性

が
認
め
ら
れ
る
援
助

 

（考
え
方
） 

 
利
用
者
の
日
常
生
活
の
援
助
の

範
囲
を
超
え
、
趣
味
趣
向
に
関
わ

る
も
の

 
（例
） 

・ 
通
院

 
・ 
日
用
品
の
買
い
物

 
・ 
通
所
介
護
事
業
所
や
介
護
保
険

施
設
の
見
学
（今
後
受
け
る
サ
ー

ビ
ス
を
選
択
す
る
目
的
の
場
合
） 

・ 
官
公
署
へ
の
届
出

 

(例
) 

・ 
ド
ラ
イ
ブ

 
・ 
カ
ラ
オ
ケ

 
・ 
冠
婚
葬
祭

 
・ 
お
祭
り
な
ど
地
域
の
行
事
へ
の

参
加

 
・ 
外
食
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東
京
都
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
が
作
成
し
た
も
の
を
も
と
に
兵
庫
県
で
一
部
修
正
・
発
行

 

請
求
す
る
前
に
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！
（訪
問
入
浴
介
護
・介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
） 

（１
）報
酬
請
求
を
適
切
に
行
っ
て
い
ま
す
か
？

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
２

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
３

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
４

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
５

 
 

 
利
用
者
の
身
体
状
況
を
確
認
し

た
結
果
、
入
浴
を
見
合
わ
せ
た

場
合
に
報
酬
請
求
し
て
い
ま
せ

ん
か
。

 

 
 

 
介
護
職
員
３
人
（
介
護
予
防
訪

問
入
浴
介
護
は
２
人
）
で
訪
問

入
浴
介
護
を
行
っ
た
場
合
に
報

酬
を
減
算
し
て
請
求
し
て
い
ま

す
か
。

 

 
 

 
利
用
者
の
心
身
状
況
か
ら
全

身
入
浴
が
困
難
で
あ
り
、
部
分

浴
を
行
っ
た
場
合
に
報
酬
を
減

算
し
て
請
求
し
て
い
ま
す
か
。

 

 
 

 
掃
除
等
の
生
活
援
助
サ
ー
ビ

ス
と
同
一
時
間
帯
に
実
施
し
た

（
介
護
予
防
）
訪
問
入
浴
介
護

に
つ
い
て
報
酬
請
求
し
て
い
ま

せ
ん
か
。

 

 
 

 
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
入
所
者
や

特
定
施
設
入
所
者
に
対
し
て

行
っ
た
（
介
護
予
防
）
訪
問
入

浴
介
護
を
報
酬
請
求
し
て
い
ま

せ
ん
か
。

 

 

 
看
護
師
が
血
圧
等
、
利
用
者
の

身
体
状
況
を
確
認
し
た
結
果
、

入
浴
を
見
合
わ
せ
た
場
合
に
は

報
酬
を
算
定
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

 

 
 

 
主
治
医
の
意
見
を
確
認
し
た
う

え
で
看
護
職
員
を
含
め
ず
、
介

護
職
員
３
人
（
介
護
予
防
訪
問

入
浴
介
護
は
２
人
）
で
訪
問
入

浴
介
護
を
行
う
こ
と
は
で
き
ま

す
が
、
所
定
単
位
数
の
１
０
０

分
の
９
５
の
報
酬
と
な
り
ま
す
。

 

 
 

 
心
身
等
の
状
況
か
ら
全
身
浴

が
困
難
な
場
合
で
、
利
用
者
の

希
望
に
よ
り
清
拭
又
は
部
分
浴

を
実
施
し
た
場
合
は
、
所
定
単

位
数
の
１
０
０
分
の
７
０
の
報
酬

と
な
り
ま
す
。

 

 
 

 
（
介
護
予
防
）訪
問
介
護
と
（
介

護
予
防
）訪
問
入
浴
介
護
を
同

一
時
間
帯
に
提
供
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
か
一
方

を
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
位
置
づ
け
直

し
た
う
え
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
上
の
サ

ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
み
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
利
用
者
が
短
期
入
所
生
活
介

護
、
短
期
入
所
療
養
介
護
、
特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
認

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

を
受
け
て
い
る
間
は
、
（
介
護

予
防
）訪
問
入
浴
介
護
費
は
算

定
で
き
ま
せ
ん
。

 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
チ
ェ
ッ
ク
６

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
７

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
８

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
９

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１
０

 
 

 
き
ち
ん
と
人
員
基
準
を
満
た
し

て
い
ま
す
か
。

 
 

 
 
き
ち
ん
と
設
備
基
準
を
満
た
し

て
い
ま
す
か
。

 
 

 
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
開
始
に
際
し
、

必
要
事
項
の
説
明
を
き
ち
ん
と

行
っ
て
い
ま
す
か
。

 

 
 

 
特
別
な
浴
槽
水
等
を
提
供
す
る

際
に
は
予
め
利
用
者
等
に
必

要
な
説
明
を
し
て
い
ま
す
か
。

 

 
 

 
課
税
の
対
象
と
な
る
も
の
と
な

ら
な
い
も
の
を
区
分
し
て
利
用

料
を
徴
収
し
て
い
ま
す
か
。

 

 

 
訪
問
入
浴
介
護
従
事
者
の
員
数

は
看
護
職
員
１
以
上
、
介
護
職

員
２
（
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介

護
は
１
）
以
上
で
、
そ
の
う
ち
１

人
以
上
は
常
勤
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
事
業
所
ご
と

に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る

常
勤
の
者
（
管
理
者
）を
１
名
配

置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

 
 

 
 

 
利
用
申
込
の
受
付
・相
談
等
に

応
じ
る
場
所
と
、
訪
問
入
浴
介

護
に
必
要
な
浴
槽
等
の
設
備
・

備
品
等
を
確
保
し
、
保
管
し
て

お
く
場
所
が
必
要
で
す
。
特
に

手
指
を
洗
浄
す
る
た
め
の
設
備

等
感
染
症
予
防
に
必
要
な
設

備
等
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

 

 
 

 
サ
ー
ビ
ス
提
供
開
始
時
に
は

利
用
者
又
は
家
族
に
対
し
、
運

営
規
程
の
概
要
、
勤
務
体
制
、

事
故
発
生
時
の
対
応
、
苦
情
処

理
の
体
制
等
、
利
用
者
の
サ
ー

ビ
ス
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら

れ
る
重
要
事
項
を
記
し
た
文
書

を
交
付
し
、
説
明
の
う
え
同
意

を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
利
用
者
の
選
定
に
よ
り
特
別
な

浴
槽
水
等
を
提
供
す
る
場
合
、

予
め
利
用
者
又
は
そ
の
家
族

に
当
該
浴
槽
水
等
の
内
容
や

費
用
に
つ
い
て
説
明
を
し
、
同

意
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

 
 

 
通
常
の
事
業
実
施
地
域
以
外

で
サ
ー
ビ
ス
提
供
す
る
場
合

の
交
通
費
と
特
別
な
浴
槽
水

等
に
係
る
費
用
の
み
課
税
と

な
り
、
そ
れ
以
外
の
費
用
は
利

用
料
も
含
め
た
介
護
保
険
サ

ー
ビ
ス
全
体
が
消
費
税
非
課

税
と
な
り
ま
す
。

 

 

 (2
)運
営
基
準
に
従
っ
て
適
切
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
し
て
い
ま
す
か
？
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○
 
訪
問
入
浴
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
流
れ
 
※
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
医
療
機
関
等
と
の
連
携
が
必
要

 

○
 
主
な
指
定
基
準
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
 
介
護
報
酬

 ・
 利
用
者
負
担

 

 

 

１
 
基
本
単
位
数

 
①
 
訪
問
入
浴
介
護
 
１
２
５
０
単
位

 
②
 
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
 
８
５
４
単
位

 
 ２
 
減
算

 
①
 
介
護
職
員
だ
け
で
行
っ
た
場
合
 
 
 
 
 
 
 

 １
０
０
分
の
９
５

 
②
 
清
拭
又
は
部
分
浴
を
実
施
し
た
場
合
 

  
 
 
１
０
０
分
の
７
０

 
 

 
３
 
加
算

 
 
 
特
別
な
地
域
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 １
０
０
分
の
１
５

 

 
 ４
 
利
用
者
負
担

 
①
 
通
常
の
利
用
料
（１
割
負
担
） 

②
 
通
常
の
事
業
実
施
地
域
以
外
で
サ
ー
ビ
ス
提
供
す
る
場
合
の
交
通
費

 
③
 
利
用
者
の
選
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
特
別
な
浴
槽
水
等
に
係
る
費
用

 
 
 
 
（②
、
③
は
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
の
事
前
同
意
が
必
要
） 

１
 
人
員
基
準
 

 
①
 
管
理
者

 ：
 常
勤
１
人
（業
務
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
事
業
所

又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
事
業
所
等
に
お
け
る
他
の

職
務
と
の
兼
務
可
） 

②
 看
護
職
員
（看
護
師
又
は
准
看
護
師
） 
： 
１
人
以
上

 
③

 介
護
職
員

 ：
 ２
人
以
上
（介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
は
１
人
以
上
） 

※
 
②
③
の
う
ち
１
人
以
上
は
、
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
※
 
利
用
者
の
身
体
状
況
か
ら
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に

は
、
主
治
医
の
 
意
見
を
確
認
し
た
う
え
で
、
介
護
職
員
３
人
（介
護
予

防
訪
問
入
浴
介
護
は
２
人
）に
 
 
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
も
可
能
。

 
 ２
 
設
備
基
準

 
①
 
事
業
を
行
う
た
め
の
専
用
の
区
画

 
②
 
浴
槽
等
の
設
備
・備
品
等

 
 ３
 
運
営
基
準

 
①
 
利
用
者
の
希
望

 ・
 状
況
等
に
応
じ
た
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

 
②
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
方
法
等
の
説
明

 
③
 
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
、
改
善

 
④
 
設
備

 ・
 器
具
等
の
安
全
及
び
清
潔
の
保
持

 
⑤
 
事
故
発
生
時
に
お
け
る
必
要
な
措
置

 
⑥
 
苦
情
に
対
す
る
適
切
な
対
応

 
⑦
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
拒
否
の
禁
止

 
⑧
 
運
営
規
程
の
整
備
 
 
 
 
等

 

重 要 事 項 説 明 書 に よ る 説 明 ・ 同 意 

利 用 者 の 申 し 込 み 

→
 

 契 約 の 締 結 

身 体 状 況 の 把 握 

 サ ー ビ ス の 提 供 

 領 収 書 等 の 発 行 
→

 
→

 
→

 
→

 

 
 

サ
ー
ビ
ス
提
供
の
記
録
の
整
備
 

関
係
者
と
の
連
携
・
事
故
発
生
時
の
対
応
・
苦
情
対
応
 
等
 

→
 

→
 

終  了 

被 保 険 者 証 の 確 認 

→
 

※
兵
庫
県
に
お
け
る
「特
別
地
域
加
算
」該
当
地
域
 

【多
可
町
】杉
原
谷
村
、
旧
八
千
代
全
町
 
 
【姫
路
市
】旧
家
島
全
町
、
富
栖
村
、
夢
前
山
之
内
（佐
中
、
熊
部
、
坂
根
及
び
小
畑
の
地
域
に
限
る
。
）及
び
夢
前
高
長

【神
河
町
】大
山
村
、
越
知
谷
村
、
旧
大
河
内
町
全
町
 
 
【宍
粟
市
】土
万
村
、
蔦
沢
村
、
染
河
内
村
、
下
三
方
村
、
三
方
村
、
繁
盛
村
、
旧
波
賀
町
全
町
、
旧
千
種
町
全
町

【佐
用
町
】長
谷
村
、
石
井
村
、
久
崎
町
、
幕
山
村
、
三
河
村
、
旧
三
日
月
町
全
町
、
佐
用
、
平
福
、
江
川
、
力
万
、
須
安
、
宇
根
、
西
大
畠
、
小
日
山
、
目
高
、
寄
延
、
上
月
、

仁
位
、
早
瀬
、
多
賀
、
中
島
、
米
田
、
小
山
、
安
川
、
土
井
、
宝
蔵
寺
、
下
徳
久
、
林
崎
、
東
徳
久
、
西
徳
久
及
び
平
松
 
 
【豊
岡
市
】神
美
村
、
奈
佐
村
、
内
川
村
、
三
椒
村
、

奥
竹
野
村
、
中
竹
野
村
、
八
代
村
、
三
方
村
、
西
気
村
、
室
植
村
、
旧
但
東
全
町
 
 
【香
美
町
】奥
佐
津
村
、
長
井
村
、
余
部
村
、
旧
村
岡
全
町
、
旧
美
方
全
町
 
 
【新
温
泉

町
】大
庭
村
、
温
泉
町
、
八
田
村
、
赤
崎
、
和
田
、
三
尾
、
諸
寄
、
釜
屋
及
び
居
組
、
切
畑
、
多
子
、
桐
岡
、
丹
土
、
中
辻
、
塩
山
及
び
飯
野
 
 
【養
父
市
】建
屋
村
、
口
大
屋

村
、
西
谷
村
、
旧
関
宮
全
町
 
 
【朝
来
市
】糸
井
村
、
与
付
土
村
、
旧
朝
来
全
町
 
 
【篠
山
市
】畑
村
、
城
東
村
（後
川
村
、
福
住
村
、
大
芋
村
）、
草
山
村
、
北
河
内
村
、
今

田
村
（全
町
） 
 
【丹
波
市
】葛
野
村
、
神
楽
村
、
遠
阪
村
、
鴨
庄
村
 
 
【洲
本
市
】上
灘
村
、
広
田
村
 
 
【南
あ
わ
じ
市
】灘
村
、
沼
島
村
、
伊
加
利
村
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東
京
都
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
が
作
成
し
た
も
の
を
も
と
に
兵
庫
県
で
一
部
修
正
・
発
行

 

請
求
す
る
前
に
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！
（訪
問
看
護
・介
護
予
防
訪
問
看
護
） 

 
チ
ェ
ッ
ク
１

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
２

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
３

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
４

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
５

 
 

 
准
看
護
師
が
行
っ
た
訪
問
看
護

に
つ
い
て
は
減
算
の
う
え
請
求

し
て
い
ま
す
か
。

 

 
 

 
早
朝
・
夜
間
・
深
夜
の
時
間
帯

に
緊
急
時
訪
問
看
護
を
行
っ
た

場
合
に
、
早
朝
等
加
算
を
請
求

し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
早
朝
・
夜
間
・
深
夜
で
な
い
時

間
帯
に
２
０
分
未
満
の
訪
問
看

護
を
行
っ
た
場
合
に
２
０
分
未

満
の
報
酬
単
位
を
請
求
し
て
い

ま
せ
ん
か
。

 
 

 
 

 
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
や
特

別
管
理
加
算
の
単
位
数
に
つ

い
て
特
別
地
域
加
算
を
付
し
て

請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
急
性
増
悪
等
に
よ
り
医
療
保
険

の
対
象
と
な
る
者
が
死
亡
し
た

場
合
に
、
介
護
保
険
の
タ
ー
ミ

ナ
ル
ケ
ア
加
算
を
請
求
し
て
い

ま
せ
ん
か
。

 

 

 
准
看
護
師
が
訪
問
看
護
を
行
っ

た
場
合
に
は
所
定
単
位
数
の
１

０
０
分
の
９
０
を
算
定
し
ま
す
。

実
際
の
訪
問
は
看
護
師
が
行
っ

た
場
合
で
も
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
上
准

看
護
師
が
訪
問
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
場
合
に
は
減
算
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

 

 
 

 
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
を
算

定
し
て
い
る
利
用
者
に
つ
い
て

は
早
朝
等
の
時
間
帯
に
緊
急

に
訪
問
看
護
を
行
っ
た
場
合
で

も
早
朝
等
加
算
を
算
定
で
き
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
特
別
管
理
加

算
の
対
象
者
は
１
月
以
内
の
２

回
目
以
降
は
算
定
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
２
０
分
未
満
の
報
酬
を
算
定
で

き
る
の
は
、
早
朝
・夜
間
・深
夜

の
時
間
帯
に
訪
問
看
護
を
行
っ

た
場
合
の
み
で
す
。
日
中
に
２

０
分
未
満
の
訪
問
看
護
を
行
っ

て
い
て
も
当
該
報
酬
単
位
は
請

求
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
、
特
別

管
理
加
算
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア

加
算
に
つ
い
て
は
、
対
象
地
域

で
行
っ
た
場
合
で
も
、
特
別
地

域
加
算
を
算
定
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
死
亡
前
２
４
時
間
以
内
の
訪
問

看
護
が
医
療
保
険
の
給
付
対

象
と
な
る
訪
問
看
護
の
場
合
に

は
、
訪
問
看
護
療
養
費
の
訪

問
看
護
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
療
養

費
と
し
て
医
療
保
険
で
算
定
し

ま
す
。

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
６

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
７

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
８

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
９

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１
０

 
 

 
薬
剤
費
や
ガ
ー
ゼ
代
等
に
つ
い

て
、
利
用
者
か
ら
実
費
を
徴
収

し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
主
治
医
か
ら
訪
問
看
護
指
示

書
が
で
て
い
な
い
利
用
者
に

行
っ
た
訪
問
看
護
に
つ
い
て
報

酬
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
利
用
者
の
希
望
に
よ
り
、
事
業

所
の
休
日
に
訪
問
看
護
を
行
っ

た
場
合
に
、
利
用
者
か
ら
休
日

利
用
料
を
徴
収
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
サ
ー
ビ
ス
提
供
全
時
間
帯
に

お
い
て
、
早
朝
・夜
間
・深
夜
の

加
算
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
提

供
時
間
帯
が
占
め
る
割
合
が

わ
ず
か
で
も
、
当
該
加
算
を
請

求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
介
護
老
人
保
健
施
設
や
介
護

療
養
型
医
療
施
設
の
退
所
日

に
、
特
別
管
理
加
算
の
対
象
で

は
な
い
者
に
つ
い
て
訪
問
看

護
費
を
算
定
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 

 
消
耗
品
に
つ
い
て
は
介
護
報
酬

の
中
に
包
括
さ
れ
て
お
り
、
別

途
利
用
者
か
ら
徴
収
で
き
ま
せ

ん
。
薬
剤
や
ガ
ー
ゼ
等
の
衛
生

材
料
に
つ
い
て
は
、
医
師
が
算

定
す
る
医
科
の
診
療
報
酬
に
含

ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

 
 

 
訪
問
看
護
を
行
う
に
あ
た
っ
て

は
、
主
治
医
に
よ
る
訪
問
看
護

指
示
書
が
必
要
で
す
。
指
示
書

な
し
に
訪
問
看
護
を
行
う
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
指
示

書
の
有
効
期
間
を
過
ぎ
て
訪
問

看
護
を
行
っ
た
場
合
は
算
定
で

き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
事
業
所
の
休
日
に
訪
問
看
護

を
行
っ
た
場
合
で
も
、
医
療
保

険
に
お
け
る
よ
う
な
、
休
日
利

用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

 

 
 

 
利
用
時
間
が
長
時
間
に
わ
た

る
場
合
に
、
早
朝
等
加
算
の
対

象
時
間
帯
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス

提
供
時
間
が
、
サ
ー
ビ
ス
提
供

時
間
全
体
に
占
め
る
割
合
の

ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
場
合
に

は
、
早
朝
・夜
間
・深
夜
加
算
は

算
定
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
原
則
的
に
は
、
医
療
系
の
介

護
保
険
施
設
の
退
所
日
に
訪

問
看
護
費
は
算
定
で
き
ま
せ

ん
。
例
外
的
に
、
特
別
管
理
加

算
の
対
象
と
な
る
利
用
者
に
つ

い
て
の
み
、
医
療
系
施
設
の

退
所
日
で
も
訪
問
看
護
費
を
算

定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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○
訪
問
看
護
費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
各
種
加
算
 

訪
問
看
護
費
 

 
特
別
地
域
訪
問
看
護
加
算
 

金
 
額
 
所
定
単
位
数
の
１
５
／
１
０
０
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数
に
加
算
 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
の
保
健
師
、
看
護
師
に

よ
る
場
合
 

所
要
時
間
２
０
分
未
満
(夜
間
・
早
朝
・
深
夜
の
み
)２
８
５
単
位
 

所
要
時
間
３
０
分
未
満
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４
２
５
単
位
 

所
要
時
間
３
０
分
以
上
１
時
間
未
満
 
 
 
 
 
 
８
３
０
単
位
 

所
要
時
間
１
時
間
以
上
１
時
間
３
０
分
未
満
 
１
，
１
９
８
単
位
 

 

対
 
象
 
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
事
業
所
が
所
在
す
る
場
合
 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
 

PT
・
OT
・
ST
に
よ
る
場
合
 

所
要
時
間
３
０
分
未
満
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４
２
５
単
位
 

所
要
時
間
３
０
分
以
上
１
時
間
未
満
 
 
 
 
 
 
８
３
０
単
位
 

 
留
意
点
 
所
定
単
位
数
に
は
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
、
特
別
管
理
加
算
及
び
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ

ア
加
算
を
含
ま
な
い
。
 

 
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
 

金
 
額
 
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
 
 
１
月
に
つ
き
５
４
０
単
位
を
加
算
 

医
療
機
関
の
場
合
 
 
 
 
 
 
 
 
１
月
に
つ
き
２
９
０
単
位
を
加
算
 

病
院
・
診
療
所
の
保
健

師
、
看
護
師
に
よ
る
場
合
 

所
要
時
間
２
０
分
未
満
(夜
間
・
早
朝
・
深
夜
の
み
)２
３
０
単
位
 

所
要
時
間
３
０
分
未
満
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３
４
３
単
位
 

所
要
時
間
３
０
分
以
上
１
時
間
未
満
 
 
 
 
 
 
５
５
０
単
位
 

所
要
時
間
１
時
間
以
上
１
時
間
３
０
分
未
満
 
 
 
８
４
５
単
位
 

 

対
 
象
 
利
用
者
の
同
意
を
得
て
、
計
画
的
に
訪
問
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い
緊
急
時
訪

問
を
必
要
に
応
じ
て
行
う
場
合
 

准
看
護
師
に
よ
る
場
合
 
上
記
単
位
の
９
０
／
１
０
０
 

基
 
準
 

現
に
要
し
た
時
間
で
は
な
く
、
訪
問
看
護
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
内
容

の
指
定
訪
問
看
護
を
行
う
の
に
要
す
る
標
準
的
な
時
間
で
算
定
 

 

夜
間
・
早
朝
・
深
夜
 

夜
間
（
18
：
00
～
22
：
00
）
 
 
 
 
 
 
 
 
２
５
／
１
０
０
加
算
 

早
朝
（
6：
00
～
8：
00
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
５
／
１
０
０
加
算
 

深
夜
（
22
：
00
～
6：
00
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 ５
０
／
１
０
０
加
算
 

 

複
数
回
訪
問
 

1
日
に
複
数
回
訪
問
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
算
定
可
能
 

 

基
 
準
 

①
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
か
ら
電
話
等
に
よ
り
看
護
に
関
す
る
意
見
を
求
め
ら
れ

た
場
合
に
常
時
対
応
で
き
る
体
制
に
あ
る
事
業
所
が
、
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
算
定

に
関
し
て
説
明
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
場
合
に
１
月
に
つ
き
加
算
す
る
。
 

②
緊
急
時
訪
問
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
緊
急
時
訪
問
の
所
要
時
間
に
応
じ

た
所
定
単
位
数
を
算
定
す
る
（
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
変
更
を
要
す
る
）。
 

③
当
該
緊
急
時
訪
問
を
行
っ
た
場
合
に
は
早
朝
・
夜
間
・
深
夜
の
訪
問
看
護
に
係
る
加

算
は
算
定
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
管
理
加
算
を
算
定
す
る
状
態
に
あ
る
者
に
対

し
て
は
、
１
月
以
内
の
２
回
目
以
降
算
定
で
き
る
。
 

④
１
人
の
利
用
者
に
対
し
、
１
か
所
の
事
業
所
に
限
り
算
定
で
き
る
。
 

特
別
管
理
加
算
 

特
別
訪
問
看
護
指
示
書
 

主
治
医
が
急
性
増
悪
等
に
よ
り
、
一
時
的
に
頻
回
の
訪
問
看
護
を
行
う
必

要
が
あ
る
旨
の
特
別
の
指
示
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
指
示
の
日
か
ら
１

４
日
間
は
医
療
保
険
で
算
定
。
 

 

金
 
額
 
１
月
に
つ
き
２
５
０
単
位
を
加
算
 

対
 
象
 
平
１
２
厚
生
省
告
示
第
２
３
号
４
に
規
定
す
る
状
態
 

基
 
準
 
特
別
な
管
理
を
必
要
と
す
る
利
用
者
に
対
し
て
、
実
施
に
関
す
る
計
画
的
な
管
理

を
行
っ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
 

留
意
点
 

①
要
介
護
（
支
援
）
被
保
険
者
で
あ
っ
て
も
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

疾
病
等
の
利
用
者
は
医
療
保
険
で
算
定
（
※
表
１
参
照
）
 

②
利
用
者
が
短
期
入
所
生
活
・
療
養
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
、
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
利
用
中
は
算
定
不
可
。
 

 

 
 

 

（
表
１
）
 

 

留
意
点
 

１
人
の
利
用
者
に
対
し
、
１
か
所
の
事
業
所
に
限
り
算
定
で
き
る
。
 

※
２
か
所
以
上
の
事
業
所
か
ら
訪
問
看
護
を
利
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の

分
配
は
事
業
所
相
互
の
合
議
に
委
ね
ら
れ
る
。
 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等
 

 
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
 

 
金
 
額
 
死
亡
月
に
１
２
０
０
単
位
を
加
算
 

  
基
 
準
 

在
宅
で
死
亡
し
た
利
用
者
に
つ
い
て
、
死
亡
前
２
４
時
間
以
内
に
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ

ア
を
行
っ
た
場
合
（
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
後
２
４
時
間
以
内
に
在
宅
以
外
で
死
亡
し

た
場
合
も
含
む
）
に
算
定
す
る
。
 

末
期
の
悪
性
腫
瘍
、
多
発
性
硬
化
症
、
重
症
筋
無
力
症
、
ス
モ
ン
、
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
、
 

脊
髄
小
脳
変
性
症
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
舞
踏
病
、
進
行
性
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
症
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
関

連
疾
患
、
多
系
統
萎
縮
症
、
プ
リ
オ
ン
病
、
亜
急
性
硬
化
性
全
脳
炎
、
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
、
頸

髄
損
傷
、
人
工
呼
吸
器
を
使
用
し
て
い
る
状
態
 

 
留
意
点
 
１
人
の
利
用
者
に
対
し
、
１
か
所
の
事
業
所
に
限
り
算
定
で
き
る
。
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東
京
都
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
が
作
成
し
た
も
の
を
も
と
に
兵
庫
県
で
一
部
修
正
・
発
行

 

請
求
す
る
前
に
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！
（訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
） 

 
チ
ェ
ッ
ク
１

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
２

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
３

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
４

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
５

 
 

 
利
用
者
の
身
体
状
況
等
を
判
断

し
、
通
院
が
困
難
と
認
め
ら
れ

た
者
に
対
し
て
行
っ
た
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
に
つ
い
て
の
み
、
報
酬

請
求
し
て
い
ま
す
か
。

 

 
 

 
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し

て
行
っ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間

が
２
０
分
に
満
た
な
い
場
合

に
、
報
酬
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
別
の
医
療
機
関
の
医
師
の
診

療
情
報
提
供
を
受
け
て
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
を
行
う
場
合
、
診
療
日

か
ら
１
月
以
上
経
過
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
報
酬
請
求
し

て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
1
週
間
に

1
日
し
か
集
中
的
な

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し

て
い
な
い
の
に
短
期
集
中
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
を

算
定
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
加
算
を
算
定
し
て
い
な
い

の
に
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
実
施
加
算
を
算
定
し
て

い
ま
せ
ん
か
。

 

 

 
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
は
通
院
が
困
難

と
認
め
ら
れ
る
者
の
み
が
対
象

で
あ
り
、
計
画
的
な
医
学
的
管

理
を
行
っ
て
い
る
医
師
の
指
示

に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

事
業
所
の
理
学
療
法
士
、
作
業

療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
行

っ
た
場
合
に
算
定
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
は
、
利
用
者
又

は
そ
の
家
族
等
利
用
者
の
看

護
に
当
た
る
者
に
対
し
て
２
０

分
以
上
指
導
を
行
っ
た
場
合
に

算
定
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
別
の
医
療
機
関
の
医
師
か
ら

診
療
情
報
提
供
を
受
け
て
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
を
実
施
す
る
場
合
に

は
、
診
療
情
報
提
供
を
行
っ
た

医
師
に
よ
る
診
療
日
か
ら
１
月

以
内
に
行
わ
れ
た
場
合
に
算

定
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
実
施
加
算
を
算
定
す
る
に

は
、

1
週
に
つ
き
概
ね

2
回
以

上
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
で
週
１
回
の

み
実
施
を
位
置
づ
け
て
い
る
場

合
は
当
該
加
算
は
算
定
で
き

ま
せ
ん
。

 

 
 

 
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
実
施
加
算
を
算
定
す
る
に

は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
加
算
を
算
定
し
て
い

る
こ
と
が
前
提
と
な
り
ま
す
。

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
６

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
７

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
８

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
９

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１
０

 
 

 
利
用
者
の
入
院
理
由
に
関
わ
ら

ず
、
退
院
し
た
日
を
起
算
日
と
し

て
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
実
施
加
算
を
算
定
し
て
い
ま

せ
ん
か
。

 

 
 

 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
又
は
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
を
受
け
て
い
る
利
用
者

に
対
し
て
行
っ
た
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
に
つ
い
て
報
酬
請
求
し
て
い

ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
短

期
入
所
療
養
介
護
を
受
け
て
い

る
利
用
者
に
対
し
て
行
っ
た
訪

問
リ
ハ
ビ
リ
に
つ
い
て
報
酬
請

求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介

護
療
養
型
医
療
施
設
の
退
所

日
に
行
っ
た
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
に

つ
い
て
報
酬
請
求
し
て
い
ま
せ

ん
か
。

 

 
 

 
通
常
の
事
業
の
実
施
地
域
以

外
に
お
け
る
居
宅
で
サ
ー
ビ

ス
提
供
を
行
う
場
合
、
交
通
費

に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
利
用
者

及
び
そ
の
家
族
に
説
明
を
し
た

上
で
徴
収
し
て
い
ま
す
か
。

 

 

 
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

実
施
加
算
の
起
算
日
と
な
る
退

院
日
と
は
、
利
用
者
が
リ
ハ
ビ
リ

を
必
要
と
す
る
状
態
の
原
因
と

な
っ
た
疾
患
等
の
治
療
等
の
た

め
に
入
院

(所
)し
た
病
院
等
か

ら
退
院
（所
）し
た
日
で
す
。
リ
ハ

ビ
リ
を
す
る
原
因
と
な
っ
た
疾
患

の
治
療
の
た
め
で
な
い
入
院

（所
）の
場
合
、
当
該
加
算
は
算

定
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
又
は
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
を
受
け
て
い
る
者
に
つ

い
て
は
、
外
泊
中
を
除
き
そ
の

他
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
は
算
定

で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
施
設
側

が
全
額
費
用
負
担
す
る
こ
と

で
、
そ
の
他
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま

す
。

 

 
 

 
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
短

期
入
所
療
養
介
護
を
受
け
て
い

る
者
に
つ
い
て
は
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
を
含
め
そ
の
他
の
居
宅
サ
ー

ビ
ス
費
を
算
定
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
短
期
入
所
療
養
介
護
の

利
用
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
退

所
日
に
つ
い
て
も
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
の
算
定
は
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介

護
療
養
型
医
療
施
設
の
退
所

日
は
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
を
は
じ

め
、
そ
の
他
の
医
療
系
サ
ー
ビ

ス
（
訪
問
看
護
（
特
別
管
理
加

算
の
対
象
者
は
除
く
）、
通
所
リ

ハ
ビ
リ
、
居
宅
療
養
管
理
指

導
）は
算
定
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
利
用
者
の
選
定
に
よ
り
通
常

の
事
業
の
実
施
地
域
以
外
の

居
宅
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
場
合
は
交
通
費
に
つ
い
て

実
費
を
徴
収
で
き
ま
す
。
こ
の

場
合
、
あ
ら
か
じ
め
利
用
者
又

は
そ
の
家
族
に
費
用
に
つ
い

て
説
明
を
行
い
、
同
意
を
得
る

こ
と
が
必
要
で
す
。
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○
算
定
の
基
準
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算

 
                

 
 ○
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

 
   ①
 
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
指
示
を
行
う
医
師
の
診
療
の
日
（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
医
 

師
に
お
い
て
は
、
入
所
者
の
退
所
時
あ
る
い
は
そ
の
直
近
に
行
っ
た
診
療
の
日
）
か
ら
１
月
以
内
 

に
行
わ
れ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
別
の
医
療
機
関
の
医
師
か
ら
情
報
提
供
を
受
け
て
、
訪
問
リ
ハ
 

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
情
報
提
供
を
行
っ
た
医
療
機
関
の
医
師
に
よ
る
当
該
 

情
報
提
供
の
基
礎
と
な
る
診
療
の
日
か
ら
１
月
以
内
に
行
わ
れ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
 

 ②
 
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
利
用
者
の
看
護
に
あ
た
る
者
に
対
 

し
て
２
０
分
以
上
指
導
を
行
っ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
 

 ③
 
事
業
所
が
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
、
医
師
の
指
示
を
受
け
た
理
学
療
法
士
、

作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
、
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行

っ
た
場
合
に
は
、訪
問
す
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
当
該
訪
問
の
時
間
は
、

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
基
準
の
算
定
に
含
め
な
い
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
介
護
老
人
保
健
施
設

に
よ
る
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
い
て
、
施

設
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。
 

【
加
算
単
位
】
 
 
 
２
０
単
位
／
日
 

 【
算
定
基
準
】
 

①
 
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
そ
の
他
の
職
種
の
者
が
共
同
し
て
、
利
用
者

ご
と
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
。
 

②
 
利
用
者
ご
と
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
に
従
い
医
師
の
指
示
を
受
け
た
理
学
療
法
士
、

作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
と
と
も
に
、

利
用
者
の
状
態
を
定
期
的
に
記
録
し
て
い
る
こ
と
。
 

③
 
利
用
者
ご
と
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
の
進
捗
状
況
を
定
期
的
に
評
価
し
、
必
要
に
応

じ
て
当
該
計
画
を
見
直
し
て
い
る
こ
と
。
 

④
 
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
従
事
者
が
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
通
じ
て
、
指

定
訪
問
介
護
の
事
業
そ
の
他
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
係
る
従
事
者
に
対
し
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
観
点
か
ら
、
日
常
生
活
上
の
留
意
点
、
介
護
の
工
夫
等
の
情
報
を
伝
達
し
て
い
る
こ
と
。
 

 ※
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
原
案
を
利
用
者
又
は
家
族
に
説
明
し
、
そ
の
同
意
を
得
ら
れ
た
日
か
ら

算
定
を
開
始
す
る
。
 

【
加
算
単
位
】
 

●
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 

退
院
（
所
）
日
又
は
認
定
日
か
ら
起
算
し
て
１
月
以
内
の
場
合
 
 
 
 
 
 
３
３
０
単
位
 

 
退
院
（
所
）
日
又
は
認
定
日
か
ら
起
算
し
て
１
月
を
超
え
３
月
以
内
の
場
合
 
２
０
０
単
位
 

●
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 

 
退
院
（
所
）
日
又
は
認
定
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
の
場
合
 
 
 
 
 
 
２
０
０
単
位
 

【
算
定
基
準
】
 

①
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
を
算
定
し
て
い
な
い
場
合
に
は
算
定
し
な
い
。
 

②
１
週
に
つ
き
概
ね
２
回
以
上
実
施
し
た
場
合
に
算
定
す
る
 

○
記
録
の
整
備
 

集
中
的
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
場
合
。
 

【
加
算
単
位
】
 

●
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 

退
院
(所
)日
又
は
認
定
日
か
ら
起
算
し
て
１
月
以
内
の
場
合
 
 
 
 
 
３
３
０
単
位
 

退
院
(所
)日
又
は
認
定
日
か
ら
起
算
し
て
１
月
超
３
月
以
内
の
場
合
 
 
２
０
０
単
位
 

●
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 

退
院
(所
)日
又
は
認
定
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
の
場
合
 
 
 
 
 
２
０
０
単
位
 

【
基
準
】
 

①
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
を
算
定
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
。
 

②
 
１
週
に
つ
き
概
ね
２
回
以
上
実
施
し
た
場
合
。
 

①
 
医
師
は
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
に
対
し
て
行
っ
た
指
示
内
容

の
要
点
を
診
療
録
に
記
入
す
る
。
 

 
 
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画

書
の
内
容
を
利
用
者
に
説
明
し
、
記
録
す
る
と
と
も
に
、
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
行
っ
た

指
導
の
内
容
の
要
点
及
び
指
導
に
要
し
た
時
間
を
記
録
に
と
ど
め
て
お
く
。
な
お
、
当
該

記
載
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
の
診
療
録
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
も
よ
い
が
、
下
線
又

は
枠
で
囲
う
等
に
よ
り
、
他
の
記
載
と
区
別
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 ②
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
記
録
（
実
施
時
間
、
訓
練
内
容
、
担
当
者
等
）
は
 

 
利
用
者
ご
と
に
保
管
さ
れ
、
常
に
当
該
事
業
所
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
事
者
に
よ
り

 
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
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東
京
都
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
が
作
成
し
た
も
の
を
も
と
に
兵
庫
県
で
一
部
修
正
・
発
行

 

請
求
す
る
前
に
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！
（居
宅
療
養
管
理
指
導
・介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
） 

 
チ
ェ
ッ
ク
１

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
２

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
３

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
４

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
５

 
 

 
当
該
月
に
訪
問
診
療
又
は
往
診

を
行
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
医
師
・歯
科
医
師
に
よ
る

居
宅
療
養
管
理
指
導
費
に
つ
い

て
、
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
医
師
・
歯
科
医
師
に
よ
る
居
宅

療
養
管
理
指
導
費

(Ⅰ
)で
、
ｹ
ｱ

ﾏ
ﾈ
ｼ
ﾞｬ
ｰ
へ
の
情
報
提
供
を
し

て
い
な
い
の
に
減
算
せ
ず
に

請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
「
在
宅
時
医
学
総
合
管
理
料
」

を
算
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

（
Ⅰ
）
を
算
定
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
他
の
医
師
が
当
該
利
用
者
に

つ
い
て
居
宅
療
養
管
理
指
導

費
を
算
定
し
て
い
な
い
こ
と
を

確
認
し
て
か
ら
報
酬
請
求
し
て

い
ま
す
か
。

 

 
 

 
医
療
機
関
の
薬
剤
師
が
、
医

師
・歯
科
医
師
の
指
示
に
基
づ

い
て
居
宅
へ
訪
問
を
行
っ
て
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
報
酬

請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 

 
医
師
・
歯
科
医
師
に
よ
る
居
宅

療
養
管
理
指
導
は
、
当
該
月
の

訪
問
診
療
日
又
は
往
診
日
が
算

定
日
と
な
り
ま
す
。
請
求
明
細
書

の
摘
要
欄
に
は
、
訪
問
診
療
も

し
く
は
往
診
日
、
又
は
サ
ー
ビ
ス

担
当
者
会
議
に
参
加
し
た
日

（
参
加
困
難
な
場
合
は
文
書
等

の
交
付
日
）を
記
入
し
ま
す
。

 

 
 

 
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

(Ⅰ
)

は
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
へ

の
情
報
提
供
並
び
に
本
人
、
家

族
に
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
留

意
点
等
を
助
言
し
た
場
合
に
算

定
で
き
、
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
等
へ
の
情
報
提
供
を
行
わ

な
か
っ
た
場
合
は
、
１
回
に
つ

き
１
０
０
単
位
の
減
算
に
な
り
ま

す
。

 

 
 

 
医
師
が
医
療
保
険
に
お
い
て

「
在
宅
時
医
学
総
合
管
理
料
」

を
当
該
利
用
者
に
つ
い
て
算
定

し
た
場
合
、
当
該
医
師
は
居
宅

療
養
管
理
指
導
費
（Ⅱ
）（
２
９
０

単
位
）を
算
定
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

 

 
 

 
１
人
の
医
師
及
び
１
人
の
歯
科

医
師
の
み
が
１
月
に
２
回
を
限

度
に
算
定
で
き
ま
す
。
例
外
的

に
、
主
治
医
が
や
む
を
得
な
い

事
情
で
訪
問
で
き
な
い
時
に

は
、
同
一
医
療
機
関
の
医
師
・

歯
科
医
師
が
代
わ
り
に
訪
問
し

て
指
導
し
た
場
合
も
算
定
で
き

ま
す
。

 

 
 

 
医
師
・歯
科
医
師
の
指
示
に
基

づ
き
利
用
者
宅
を
訪
問
し
て
、

薬
歴
管
理
、
服
薬
指
導
、
薬
剤

服
用
状
況
の
確
認
等
の
薬
学

的
管
理
指
導
を
行
い
、
指
導
内

容
の
記
録
を
作
成
及
び
医
師
・

歯
科
医
師
へ
報
告
し
た
場
合

に
報
酬
が
算
定
で
き
ま
す
。

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
６

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
７

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
８

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
９

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１
０

 
 

 
薬
剤
師
に
よ
る
居
宅
療
養
管
理

指
導
を
月
２
回
以
上
行
う
場
合
、

が
ん
末
期
患
者
を
除
い
て
、
算

定
す
る
日
は
６
日
以
上
間
隔
を

あ
け
て
い
ま
す
か
。

 

 
 

 
麻
薬
の
投
薬
が
行
わ
れ
て
い

る
利
用
者
に
、
服
用
・
保
管
の

指
導
や
鎮
痛
効
果
・副
作
用
の

有
無
の
確
認
す
る
こ
と
な
く
、
麻

薬
管
理
指
導
加
算
を
算
定
し
て

い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
管
理
栄
養
士
が
３
０
分
以
上
必

要
な
指
導
を
実
施
し
て
い
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
報
酬
請
求

し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
歯
科
衛
生
士
等
が
１
人
の
患
者

に
対
し
て
２
０
分
以
上
必
要
な

指
導
を
実
施
し
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
報
酬
請
求
し
て

い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
歯
科
衛
生
士
等
が
居
宅
療
養

管
理
指
導
を
行
っ
た
日
が
、
指

示
を
し
た
歯
科
医
師
の
訪
問
診

療
の
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
を

超
え
て
い
る
の
に
報
酬
請
求
し

て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 

 
薬
剤
師
に
よ
る
居
宅
療
養
管
理

指
導
費
を
月
２
回
以
上
算
定
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
間

隔
は
６
日
以
上
と
し
ま
す
。
な

お
、
が
ん
末
期
患
者
に
つ
い
て

は
、
週
２
回
か
つ
月
８
回
に
限
り

算
定
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
麻
薬
管
理
指
導
加
算
を
算
定

す
る
に
は
、
麻
薬
の
投
薬
が
行

わ
れ
て
い
る
利
用
者
に
対
し
上

記
の
指
導
・
確
認
を
行
っ
た
う

え
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
医
療

機
関
の
薬
剤
師
の
場
合
は
薬

剤
管
理
指
導
記
録
に
、
薬
局
の

薬
剤
師
の
場
合
は
薬
剤
服
用

歴
に
記
録
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

 

 
 

 
管
理
栄
養
士
が
報
酬
を
算
定

す
る
に
は
、
医
師
の
指
示
に
基

づ
き
、
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問

し
て
栄
養
ケ
ア
計
画
を
作
成
・

交
付
し
、
当
該
計
画
に
従
っ
た

栄
養
管
理
に
係
る
情
報
提
供
、

栄
養
食
事
相
談
又
は
助
言
を
３

０
分
以
上
行
っ
た
場
合
に
算
定

し
ま
す
。

 

 
 

 
歯
科
衛
生
士
等
が
報
酬
を
算

定
す
る
に
は
、
歯
科
医
師
の
指

示
に
基
づ
き
、
管
理
指
導
計
画

を
作
成
・交
付
し
、
１
対
１
で
２
０

分
以
上
療
養
上
必
要
な
実
地

指
導
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
単
な
る
日
常
的
な
口
腔
清

掃
な
ど
療
養
上
必
要
な
指
導
に

該
当
し
な
い
場
合
に
は
算
定
で

き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
歯
科
衛
生
士
等
が
行
う
居
宅

療
養
管
理
指
導
は
指
示
を
行

っ
た
歯
科
医
師
の
訪
問
診
療

の
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内

に
行
わ
れ
た
場
合
に
算
定
し

ま
す
。
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○
報
酬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
医
療
保
険
と
の
給
付
の
調
整

 

居
宅
療
養
管

理
指
導
費

（Ⅰ
） 

５
０
０
単
位

 

医
師

 
歯
科
医
師

 

居
宅
療
養
管

理
指
導
費

（Ⅱ
） 

２
９
０
単
位

 

主
治
の
医
師
・歯
科
医
師
は
、
そ
れ
ぞ
れ
月
２
回
を

限
度
に
主
た
る
管
理
指
導
を
行
っ
た
訪
問
診
療
日
・

往
診
日
に
算
定
す
る
。

 
・
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
（Ⅰ
）
に
つ
い
て
は
、
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
に
対
す
る
情
報
提
供

並
び
に
利
用
者
、
家
族
へ
の
指
導
、
助
言
を
行
っ
た

場
合
に
算
定
し
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等

へ
の
情
報
提
供
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
１

回
に
つ
き
１
０
０
単
位
を
減
算
す
る
。

 
・
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
（Ⅱ
）
に
つ
い
て
は
、
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
に
対
す
る
情
報
提
供

を
行
っ
た
場
合
に
算
定
す
る
。

 

病
院
・診
療
所

 
５
５
０
単
位

 
３
０
０
単
位

 
(３
回
目
以
降

) 

薬
剤
師

 

薬
局

 
５
０
０
単
位

 
３
０
０
単
位

 
（２
回
目
以
降
） 

薬
剤
師
は
、
医
師
・歯
科
医
師
の
指
示
に
基
づ
き

（薬
局
薬
剤
師
は
薬
学
的
管
理
指
導
計
画
を
策
定

し
）薬
歴
管
理
・服
薬
指
導
等
を
行
っ
た
場
合
に
、
月

２
回
（薬
局
薬
剤
師
は
４
回
）を
限
度
に
、
複
数
回
の

と
き
は
６
日
以
上
の
間
隔
を
あ
け
て
算
定
す
る
。

 
た
だ
し
、
が
ん
末
期
患
者
に
つ
い
て
は
、
週
２
回
か

つ
月
８
回
に
限
り
算
定
で
き
る
。

 

管
理
栄
養
士

 
５
３
０
単
位

 

管
理
栄
養
士
は
、
特
別
食
を
必
要
と
す
る
利
用
者

又
は
低
栄
養
状
態
に
あ
る
と
医
師
が
判
断
し
た
者

に
対
し
て
、
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
利
用
者
の
居

宅
を
訪
問
し
、
栄
養
ケ
ア
計
画
を
作
成
し
て
、
栄
養

管
理
に
係
る
情
報
提
供
、
指
導
又
は
助
言
を
３
０
分

以
上
行
っ
た
場
合
に
、
月
２
回
を
限
度
と
し
て
算
定

す
る
。

 
 

    
歯
科
衛
生
士
 
等

 
３
５
０
単
位

 

歯
科
衛
生
士
等
は
、
歯
科
医
師
の
指
示
に
基
づ

き
、
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
管
理
指
導
計
画
に

従
い
、
療
養
上
必
要
な
実
地
指
導
を
１
対
１
で
２
０

分
以
上
行
っ
た
場
合
に
、
月
４
回
を
限
度
に
算
定
す

る
。
実
地
指
導
が
単
な
る
日
常
的
な
口
腔
清
掃
な

ど
療
養
上
必
要
な
指
導
に
該
当
し
な
い
場
合
は
算

定
で
き
な
い
。

 

 
 

 
※
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
は
医
療
保
険
で
は
算
定
で
き
ま
せ
ん
。
 

診
療
報
酬
点
数
表
等
の
項
目
 
 
 
 
 
 
 
医
療
保
険
で
の
算
定

 

診
療
情
報
提
供
(1
)の
注
２
、
注
３
 

  

同
一
月
に
医
師
に
よ
る
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

が
算
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
算
定
不
可
 

 

医 科 診 療 報 酬 

 

在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指
導
料
 
 

在
宅
患
者
訪
問
栄
養
食
事
指
導
料
 

 

算
定
不
可

 
  

診
療
情
報
提
供
(1
)の
注
２
 
 
 
 

歯
科
口
腔
衛
生
指
導
料
 

歯
周
疾
患
指
導
管
理
料
 

歯
科
特
定
疾
患
療
養
管
理
料
 

 

 
同
一
月
に
歯
科
医
師
に
よ
る
居
宅
療
養
管
理
指
導

費
が
算
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
算
定
不
可

 
   

老
人
訪
問
口
腔
指
導
管
理
料
 

訪
問
歯
科
衛
生
指
導
料
 

在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
指
導
管
理
料
 

 

算
定
不
可

 
   

歯 科 診 療 報 酬 

 

歯
科
衛
生
実
地
指
導
料
 

  

同
一
月
に
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
居
宅
療
養
管
理

指
導
費
が
算
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
算
定
不
可

 
 

薬
剤
服
用
歴
管
理
料
 

薬
剤
情
報
提
供
料
 

長
期
投
薬
情
報
提
供
料
 

後
発
医
薬
品
情
報
提
供
料
 

調
剤
情
報
提
供
料
 

服
薬
情
報
提
供
料
 

  同
一
月
に
薬
剤
師
に
よ
る
居
宅
療
養
管
理
指
導

費
が
算
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
算
定
不
可

 
 

 
 

調 剤 報 酬 

 

在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指
導
料
 
算
定
不
可
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東
京
都
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
が
作
成
し
た
も
の
を
も
と
に
兵
庫
県
で
一
部
修
正
・
発
行

 

請
求
す
る
前
に
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！
（通
所
介
護
・介
護
予
防
通
所
介
護
） 

 
チ
ェ
ッ
ク
１

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
２

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
３

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
４

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
５

 
 

 
事
業
所
の
規
模
に
応
じ
た
単
位

数
で
通
所
介
護
費
の
報
酬
を
請

求
し
て
い
ま
す
か
。

 

 
 

 
利
用
者
側
の
や
む
を
得
な
い

事
情
に
よ
り
２
時
間
以
上
３
時

間
未
満
の
通
所
介
護
を
行
っ
た

場
合
は
、
報
酬
を
減
算
し
て
請

求
し
て
い
ま
す
か
。

 

 
 

 
家
族
の
送
迎
の
都
合
で
計
画

時
間
を
超
え
て
事
業
所
に
い
る

場
合
の
延
長
時
間
や
、
送
迎
に

要
し
た
時
間
を
加
え
た
時
間
で

報
酬
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
延
長
加
算
は
、
通
所
介
護
と
延

長
サ
ー
ビ
ス
を
通
算
し
た
時
間

が
８
時
間
以
上
と
な
っ
た
場
合

に
の
み
請
求
し
て
い
ま
す
か
。

 

 
 

 
利
用
者
側
の
事
情
で
、
計
画
上

位
置
づ
け
ら
れ
た
入
浴
が
清

拭
の
み
に
な
っ
た
場
合
に
、
入

浴
介
助
加
算
を
請
求
し
て
い
ま

せ
ん
か
。

 

 

 
前
年
度
の
１
月
当
た
り
平
均
利

用
延
人
員
数
（前
年
度
実
績
が

６
月
未
満
の
事
業
所
等
は
別
に

定
め
ら
れ
た
計
算
方
法
に
よ
り

算
出
し
た
人
員
数
）が
30
0
人
以

内
の
場
合
は
小
規
模
型
で
、

30
0
人
を
超
え
る
場
合
は
通
常

規
模
型
で
算
定
し
ま
す
。
ま
た
、

90
0
人
を
超
え
る
大
規
模
事
業

所
は
、
通
常
規
模
型
の
10
0
分

の
90
を
算
定
し
ま
す
。
 

 
 

 
通
所
介
護
は
、
３
時
間
以
上
の

サ
ー
ビ
ス
提
供
が
原
則
で
す

が
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
に

よ
り
２
時
間
以
上
３
時
間
未
満

の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合

に
は
、
３
時
間
以
上
４
時
間
未

満
の
所
定
単
位
数
の
１
０
０
分

の
７
０
に
減
算
し
て
算
定
し
ま

す
。

 

 
 

 
単
に
当
日
の
サ
ー
ビ
ス
の
進

行
状
況
や
家
族
の
送
り
迎
え

の
都
合
な
ど
で
利
用
者
が
長
く

事
業
所
に
い
る
場
合
、
そ
の
時

間
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
に

は
該
当
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
送

迎
の
時
間
も
サ
ー
ビ
ス
提
供
時

間
に
は
含
め
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
延
長
加
算
は
通
所
介
護
の
所

要
時
間
と
延
長
サ
ー
ビ
ス
の
所

要
時
間
の
通
算
時
間
が
８
時
間

以
上
の
場
合
、
１
時
間
ご
と
に

算
定
し
、
７
時
間
の
通
所
介
護

の
後
に
２
時
間
の
延
長
サ
ー
ビ

ス
を
行
っ
た
場
合
は
、
１
時
間

分
の
加
算
が
算
定
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
清
拭
の
み
の
介
助
は
入
浴
介

助
加
算
の
対
象
に
は
な
り
ま

せ
ん
。
な
お
、
シ
ャ
ワ
ー
を
利

用
し
て
全
身
を
洗
っ
た
場
合
に

は
、
入
浴
介
助
加
算
を
算
定
で

き
ま
す
。

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
６

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
７

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
８

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
９

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１
０

 
 

 
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
帯
に
１
２
０

分
以
上
専
従
の
機
能
訓
練
指
導

員
を
配
置
し
て
い
な
い
日
に
つ

い
て
、
個
別
機
能
訓
練
加
算
を

請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
事
業
所
外
の
温
泉
施
設
等
に

日
帰
り
旅
行
を
行
う
等
、
特
別

な
行
事
を
行
っ
た
日
に
つ
い
て

（
介
護
予
防
）
通
所
介
護
費
を

請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
利
用
者
を
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間

帯
に
医
療
機
関
に
受
診
さ
せ
た

場
合
に
、
受
診
時
間
も
含
ん
だ

時
間
で
報
酬
請
求
し
て
い
ま
せ

ん
か
。

 

 
 

 
介
護
予
防
通
所
介
護
に
お
い

て
、
月
途
中
の
サ
ー
ビ
ス
開
始

又
は
サ
ー
ビ
ス
終
了
の
場
合

に
日
割
り
計
算
を
し
て
い
ま
せ

ん
か
。

 

 
 

 
介
護
予
防
通
所
介
護
に
お
い

て
、
選
択
的
サ
ー
ビ
ス
を
算
定

す
る
届
出
を
し
て
い
る
の
に
、

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
実
施
加
算
を

算
定
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 

 
個
別
機
能
訓
練
加
算
を
算
定
す

る
に
は
、
１
日
の
サ
ー
ビ
ス
提

供
時
間
帯
に
専
従
の
機
能
訓
練

指
導
員
を
１
２
０
分
以
上
配
置
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
予

め
利
用
者
や
居
宅
介
護
支
援
事

業
者
に
周
知
し
て
い
れ
ば
、
特

定
の
曜
日
の
み
算
定
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
戸
外
で
の
活
動
が
（
介
護
予

防
）通
所
介
護
計
画
に
機
能
訓

練
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
訓
練
が
適
切
に
行
わ
れ
て

い
れ
ば
報
酬
を
算
定
で
き
ま
す

が
、
戸
外
で
の
活
動
が
特
別
な

行
事
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

報
酬
は
算
定
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除

き
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
帯
に

医
療
機
関
へ
の
受
診
は
で
き

ま
せ
ん
。
な
お
、
サ
ー
ビ
ス
開

始
前
又
は
終
了
後
に
併
設
医

療
機
関
等
で
受
診
す
る
こ
と
は

で
き
ま
す
が
、
一
律
機
械
的
に

計
画
に
組
み
込
む
こ
と
は
適
切

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
日
割
り
計
算
を
す
る
の
は
①
要

介
護
か
ら
要
支
援
に
変
っ
た
場

合
②
要
支
援
か
ら
要
介
護
に

変
っ
た
場
合
③
同
一
保
険
者

内
で
の
転
居
等
に
よ
り
事
業
所

を
変
更
し
た
場
合
及
び
要
支
援

区
分
が
変
っ
た
場
合
の
み
で

す
。

 

 
 

 
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
実
施
加
算
は
、

３
つ
の
選
択
的
サ
ー
ビ
ス
の

加
算
の
届
出
を
し
て
い
な
い
事

業
所
の
み
が
算
定
で
き
ま
す
。

選
択
的
サ
ー
ビ
ス
の
加
算
の

届
出
を
し
て
い
る
事
業
所
は
、

利
用
者
が
選
択
的
サ
ー
ビ
ス

を
希
望
し
な
か
っ
た
場
合
で

も
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
実
施
加
算

は
算
定
で
き
ま
せ
ん
。
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 ○
加
算
（通
所
介
護
） 

①
延
長
加
算

 
 

 

６
時
間
以
上
８
時
間
未
満
の
通
所
介
護
の
前
後
に
日
常
生
活
上
の
世
話
を
行

っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
通
算
し
た
時
間
が
８
時
間
以
上
と
な
る
場
合
。

 
総
所
要
時
間
が
８
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
場
合
 
５
０
単
位

 
総
所
要
時
間
が
９
時
間
以
上
１
０
時
間
未
満
の
場
合
 
１
０
０
単
位
 

 

④
若
年
性
認
知
症

ケ
ア
加
算

 
（１
日
６
０
単
位
） 

 
 若
年
性
認
知
症
の
利
用
者
を
対
象
に
、
一
般
の
利
用
者
と
サ
ー
ビ
ス
提

供
単
位
を
区
分
し
て
利
用
者
の
特
性
や
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
た
場
合
。

 

②
入
浴
介
助
加
算

 
（１
日
５
０
単
位
） 

入
浴
中
の
利
用
者
を
見
守
り
、
必
要
に
応
じ
て
介
助
、
転
倒
予
防
の
た
め
の
声

か
け
、
気
分
の
確
認
な
ど
を
行
っ
た
場
合
。

 
自
立
支
援
の
観
点
か
ら
、
極
力
利
用
者
自
身
の
力
で
入
浴
し
、
結
果
的
に
直
接

介
助
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
も
算
定
可
能
。

 

⑤
栄
養
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
加
算

 
（
（
１
回
１
０
０
単
位
、

月
２
回
を
限
度
） 

管
理
栄
養
士
を
１
名
以
上
配
置
し
、
管
理
栄
養
士
、
看
護
職
員
、
介
護
職

員
、
生
活
相
談
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
が
共
同
し
て
低
栄
養
状
態
に
あ
る

者
等
に
対
し
て
栄
養
ケ
ア
計
画
を
作
成
し
、
こ
の
計
画
に
基
づ
き
栄
養
改
善

サ
ー
ビ
ス
の
実
施
や
記
録
、
評
価
、
計
画
の
見
直
し
等
を
行
っ
た
場
合
。

 

③
個
別
機
能
訓
練
加
算

 
（１
日
２
７
単
位
） 

１
日
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
帯
に
１
２
０
分
以
上
、
専
従
の
機
能
訓
練
指
導
員

（理
学
療
法
士

 、
作
業
療
法
士

 、
言
語
聴
覚
士
、
看
護
職
員
、
柔
道
整
復
師
、
又

は
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
）を
配
置
し
、
機
能
訓
練
指
導
員
、
看
護
職
員
、
介

護
職
員
、
生
活
相
談
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
が
共
同
し
て
利
用
者
ご
と
に
個
別

機
能
訓
練
計
画
を
作
成
し
、
こ
の
計
画
に
基
づ
き
計
画
的
に
機
能
訓
練
を
行
い
、

記
録
、
評
価
等
を
し
て
い
る
場
合
。

 
※
あ
ら
か
じ
め
定
め
、
利
用
者
や
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
周
知
し
て
い
れ

ば
、
特
定
の
曜
日
の
み
算
定
を
す
る
こ
と
も
可
能
。

 

⑥
口
腔
機
能
向
上

加
算

 
（
１
回
１
０
０
単
位
、

月
２
回
を
限
度
） 

言
語
聴
覚
士
、
歯
科
衛
生
士
又
は
看
護
職
員
を
１
名
以
上
配
置
し
、
言
語

聴
覚
士
、
歯
科
衛
生
士
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、
生
活
相
談
員
そ
の
他
の

職
種
の
者
が
共
同
し
て
口
腔
機
能
の
低
下
し
て
い
る
者
等
に
対
し
て
口
腔

機
能
改
善
管
理
指
導
計
画
を
作
成
し
、
こ
の
計
画
に
基
づ
き
口
腔
機
能
向

上
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
や
記
録
、
評
価
、
計
画
の
見
直
し
等
を
行
っ
た
場
合
。

 

 ○
加
算
（介
護
予
防
通
所
介
護
） 

①
運
動
器
機
能
向
上

 
加
算

 
 
（１
月
２
２
５
単
位
） 

専
従
の
理
学
療
法
士
等
を
中
心
に
看
護
職
員
、
介
護
職
員
等
が
共
同
し
て
利

用
者
の
運
動
器
機
能
向
上
に
係
る
個
別
の
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
適
切

な
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
、
定
期
的
な
評
価
と
計
画
の
見
直
し
等
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス

を
実
施
し
た
場
合
。
 

 

④
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

実
施
加
算

 
（１
月
８
１
単
位
） 

 
利
用
者
に
対
し
て
、
計
画
的
に
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
（集
団
的
に
行
わ
れ
る
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
創
作
活
動
等
の
機
能
訓
練
）を
実
施
し
た
場
合
。
 

 
①
か
ら
③
に
係
る
届
出
を
し
て
い
る
場
合
は
算
定
し
な
い
。

 

②
栄
養
改
善
加
算

 
（１
月
１
０
０
単
位
） 

低
栄
養
状
態
に
あ
る
者
な
ど
に
対
し
、
管
理
栄
養
士
等
が
看
護
職
員
、
介
護
職

員
等
と
共
同
し
て
栄
養
ケ
ア
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
の

実
施
、
定
期
的
な
評
価
と
計
画
の
見
直
し
等
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
実
施
し
た
場

合
。

 

⑤
事
業
所
評
価

 
加
算

 
（ 
（１
月
１
０
０
単
位
） 

①
か
ら
③
の
加
算
の
対
象
と
な
る
事
業
所
に
つ
い
て
、
評
価
対
象
と
な

る
期
間
（原
則
、
各
年
１
月
～
１
２
月
）に
利
用
者
の
要
支
援
状
態
の
維
持
・

改
善
の
割
合
が
一
定
以
上
と
な
っ
た
場
合
。

 
当
該
評
価
対
象
期
間
の
満
了
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
に
限
り
算

定
す
る
。

 

③
口
腔
機
能
向
上

 
加
算

 
（１
月
１
０
０
単
位
） 

口
腔
機
能
の
低
下
し
て
い
る
者
な
ど
に
対
し
、
歯
科
衛
生
士
等
が
看
護
職
員
、

介
護
職
員
等
と
共
同
し
て
口
腔
機
能
改
善
の
た
め
の
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基

づ
く
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
、
定
期
的
な
評
価
と
計
画
の
見
直
し
等
の
一
連
の

プ
ロ
セ
ス
を
実
施
し
た
場
合
。
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東
京
都
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
が
作
成
し
た
も
の
を
も
と
に
兵
庫
県
で
一
部
修
正
・
発
行

 

請
求
す
る
前
に
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！
（通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
） 

 
チ
ェ
ッ
ク
１

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
２

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
３

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
４

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
５

 
 

 
通
所
リ
ハ
ビ
リ
事
業
所
に
お
け

る
利
用
者
の
１
月
当
た
り
の
平

均
延
人
員
が
９
０
０
人
を
超
え
て

い
る
場
合
に
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
費

を
減
算
し
て
報
酬
請
求
し
て
い

ま
す
か
。

 

 
 

 
利
用
者
の
や
む
を
得
な
い
事

情
に
よ
り
２
時
間
以
上
３
時
間

未
満
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
を
行
っ

た
場
合
は
、
報
酬
を
減
算
し
て

請
求
し
て
い
ま
す
か
。

 

 
 

 
医
療
系
施
設
や
短
期
療
養
介

護
の
退
所
日
に
行
っ
た
通
所
リ

ハ
ビ
リ
及
び
介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ
に
つ
い
て
報
酬
請
求
し

て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
延
長
加
算
は
所
定
の
通
所
リ

ハ
ビ
リ
と
延
長
サ
ー
ビ
ス
を
通

算
し
た
時
間
が
８
時
間
以
上
と

な
っ
た
場
合
に
の
み
請
求
し
て

い
ま
す
か
。

 

 
 

 
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
実
施
加
算
で
、
定
め
ら
れ
た

実
施
回
数
、
時
間
等
の
算
定

要
件
に
適
合
し
て
い
な
い
の

に
、
算
定
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 

 
前
年
度
の
１
月
当
た
り
の
平
均

利
用
延
人
員
（前
年
度
実
績
が

６
月
未
満
の
事
業
所
等
は
別
に

定
め
ら
れ
た
計
算
方
法
に
よ
り

算
出
し
た
人
員
数
）
が
９
０
０
人

を
超
え
る
大
規
模
事
業
所
の
場

合
に
は
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
の
所

定
単
位
数
を
１
０
０
分
の
９
０
に

減
算
し
て
算
定
し
ま
す
。

 

 
 

 
通
所
リ
ハ
ビ
リ
は
３
時
間
以
上

の
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
原
則
で

す
が
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況

等
に
よ
り
２
時
間
以
上
３
時
間

未
満
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
提
供

す
る
場
合
に
は
、
３
時
間
以
上

４
時
間
未
満
の
所
定
単
位
数
の

１
０
０
分
の
７
０
に
減
算
し
て
算

定
し
ま
す
。

 

 
 

 
医
療
系
施
設
や
短
期
入
所
療

養
介
護
に
お
い
て
も
機
能
訓
練

や
リ
ハ
ビ
リ
を
行
え
る
こ
と
か

ら
、
退
所
日
に
通
所
リ
ハ
ビ
リ

及
び
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ

は
算
定
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、

入
所
日
に
お
い
て
も
機
械
的
に

サ
ー
ビ
ス
を
プ
ラ
ン
に
組
み
込

む
こ
と
は
適
切
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

 

 
 

 
延
長
加
算
は
通
所
リ
ハ
ビ
リ
の

所
要
時
間
と
延
長
サ
ー
ビ
ス
の

所
要
時
間
を
通
算
時
間
が
８
時

間
以
上
の
場
合
、
１
時
間
ご
と

に
算
定
し
ま
す
。
例
え
ば
、
７
時

間
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
の
後
に
２

時
間
の
延
長
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ

た
場
合
、
１
時
間
分
の
延
長
加

算
が
算
定
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
正
当
な
理
由
な
く
、
要
件
に
適

合
し
て
い
な
い
場
合
、
当
該
加

算
は
算
定
で
き
ま
せ
ん
。
①
利

用
者
の
体
調
悪
化
等
や
む
を

得
な
い
場
合
②
総
合
的
な
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
、
適
切
な

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
基
づ
き
、
利

用
者
の
同
意
を
得
て
い
る
場

合
は
、
そ
の
週
の
実
施
日
は

算
定
で
き
ま
す
。

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
６

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
７

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
８

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
９

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１
０

 
 

 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
加
算
を
算
定
し
て
い
な
い

の
に
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
実
施
加
算
を
算
定
し
て
い

ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
通
所
リ
ハ
ビ
リ
事
業
所
が
老
人

保
健
施
設
で
あ
る
場
合
、
利
用

者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
い
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
作
成
等
加
算

を
算
定
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
入
浴
介
助
の
際
、
利
用
者
に
対

し
、
必
要
に
応
じ
て
介
助
、
転

倒
防
止
の
た
め
の
声
か
け
、
気

分
の
確
認
等
を
行
う
こ
と
な
し

に
入
浴
介
助
加
算
を
算
定
し
て

い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
他
の
指
定
介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ
を
受
け
て
い
る
利
用
者

に
対
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

し
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ

の
報
酬
請
求
を
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
に
お

い
て
、
月
途
中
の
サ
ー
ビ
ス
開

始
又
は
サ
ー
ビ
ス
終
了
の
場

合
に
日
割
り
計
算
を
し
て
い
ま

せ
ん
か
？

 

 

 
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

実
施
加
算
を
算
定
す
る
に
は
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
加
算
を
算
定
し
て
い
る
こ
と

が
前
提
と
な
り
ま
す
。

 

 
 

 
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
通

所
リ
ハ
ビ
リ
お
い
て
、
医
師
又

は
医
師
の
指
示
を
受
け
た
理

学
療
法
士
等
が
利
用
者
の
居

宅
を
訪
問
し
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
計
画
の
作
成
及
び
見

直
し
を
行
っ
た
場
合
に
、
１
月
に

１
度
を
限
度
と
し
て
当
該
加
算

を
算
定
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
入
浴
介
助
加
算
は
入
浴
中
の

利
用
者
の
観
察
を
含
む
介
助

を
行
う
場
合
に
算
定
で
き
ま

す
。
「観
察
」と
は
い
わ
ゆ
る
見

守
り
の
こ
と
で
、
極
力
利
用
者

自
身
の
力
で
入
浴
し
、
必
要
に

応
じ
て
介
助
、
転
倒
防
止
の
た

め
の
声
か
け
、
気
分
の
確
認
を

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

 
 

 
利
用
者
が
一
つ
の
指
定
介
護

予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
事
業
所
に

お
い
て
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
受
け

て
い
る
間
は
、
当
該
事
業
所
以

外
の
事
業
所
で
介
護
予
防
通

所
リ
ハ
ビ
リ
の
報
酬
請
求
を
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
日
割
り
計
算
を
す
る
の
は
①

要
介
護
か
ら
要
支
援
に
変
っ
た

場
合
②
要
支
援
か
ら
要
介
護

に
変
っ
た
場
合
③
同
一
保
険

者
内
で
の
転
居
等
に
よ
り
事
業

所
を
変
更
し
た
場
合
及
び
要
支

援
区
分
が
変
わ
っ
た
場
合
で

す
。
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  ○
加
算
（通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
） 

①
延
長
加
算

 

６
時
間
以
上
８
時
間
未
満
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
前
後
に
サ
ー
ビ

ス
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
通
算
し
た
時
間
が
８
時
間
以
上
と
な
る
場
合
。

 
 
総
所
要
時
間
が
８
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
場
合
 
 
５
０
単
位

 
 
総
所
要
時
間
が
９
時
間
以
上
１
０
時
間
未
満
の
場
合
 
１
０
０
単
位

 
 

⑤
栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

加
算

 
（１
回
１
０
０
単
位
、

 
月
２
回
を
限
度
） 

管
理
栄
養
士
を
１
名
以
上
配
置
し
、
管
理
栄
養
士
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、

生
活
相
談
員
そ
の
他
の
職
種
の
者
が
共
同
し
て
低
栄
養
状
態
に
あ
る
者
等
に

対
し
て
栄
養
ケ
ア
計
画
を
作
成
し
、
こ
の
計
画
に
基
づ
き
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス

の
実
施
や
記
録
、
評
価
、
計
画
の
見
直
し
等
を
行
っ
た
場
合
。

 
 

②
入
浴
介
助
加
算

 
（１
日
５
０
単
位
） 

入
浴
中
の
利
用
者
を
見
守
り
、
必
要
に
応
じ
て
介
助
、
転
倒
予
防
の
た
め
の

声
か
け
、
気
分
の
確
認
な
ど
を
行
っ
た
場
合
。

 
自
立
支
援
の
観
点
か
ら
極
力
利
用
者
自
身
の
力
で
入
浴
し
、
結
果
的
に
直
接

介
助
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
も
算
定
可
能
。

 
 

⑥
口
腔
機
能
向
上
加

算
 

(１
回
１
０
０
単
位
、

 
月
２
回
を
限
度
） 

言
語
聴
覚
士
、
歯
科
衛
生
士
又
は
看
護
職
員
を
１
名
以
上
配
置
し
、
言
語

聴
覚
士
、
歯
科
衛
生
士
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、
生
活
相
談
員
そ
の
他
の

職
種
の
者
が
共
同
し
て
口
腔
機
能
の
低
下
し
て
い
る
者
等
に
対
し
て
口
腔
機

能
改
善
管
理
指
導
計
画
を
作
成
し
、
こ
の
計
画
に
基
づ
き
口
腔
機
能
向
上
サ

ー
ビ
ス
の
実
施
や
記
録
、
評
価
、
計
画
の
見
直
し
等
を
行
っ
た
場
合
。

 
 

③
通
所
リ
ハ
ビ
リ

 
計
画
作
成
・見
直
し

に
関
す
る
加
算

 
（１
回
５
５
０
単
位
、

 
月
１
回
を
限
度
） 

事
業
所
が
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
場
合
に
、
医
師
又
は
医
師
の
指
示

を
受
け
た
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
が
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
診
察
、

運
動
機
能
検
査
、
作
業
能
力
検
査
等
を
行
い
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画

の
作
成
及
び
見
直
し
を
行
っ
た
場
合
。

 
 

⑦
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

加
算
（１
日
２
０
単
位
） 

個
別
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
の
策
定
等
の
一
連
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
プ
ロ
セ
ス
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
介
護
支
援
専
門
員
を
通
し
て
、
居

宅
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
他
の
事
業
所
に
対
し
て
日
常
生
活
上
の
留
意
点
、
介
護

の
工
夫
等
の
情
報
の
伝
達
を
行
う
な
ど
多
職
種
協
働
の
推
進
を
行
っ
た
場

合
。

 

④
若
年
性
認
知
症

ケ
ア
加
算

 
（１
日
６
０
単
位
） 

若
年
性
認
知
症
の
利
用
者
を
対
象
に
、
一
般
の
利
用
者
と
サ
ー
ビ
ス
提
供

単
位
を
区
分
し
て
利
用
者
の
特
性
や
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た

場
合
。

 

⑧
短
期
集
中
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施

加
算
 

集
中
的
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
場
合
。
 

退
院
（
所
）
日
又
は
認
定
日
か
ら
起
算
し
て
１
月
以
内
の
場
合
１
８
０
単
位
 

１
月
超
３
月
以
内
の
場
合
１
３
０
単
位
 

３
月
を
超
え
る
場
合
  
８
０
単
位
 

①
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
の
算
定
が
前
提
。
 

②
３
月
以
内
：
概
ね
１
週
に
２
日
以
上
、
個
別
リ
ハ
ビ
リ
１
日
４
０
分
以
上
 

 
３
月
超
  
：
個
別
リ
ハ
ビ
リ
１
日
２
０
分
以
上
 

 

 ○
 
加
算
（介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
） 

①
運
動
器
機
能
向
上
加

算
 
 
（１
月
２
２
５
単
位
） 

理
学
療
法
士
等
を
中
心
に
看
護
職
員
、
介
護
職
員
等
が
共
同
し
て
利
用

者
の
運
動
器
機
能
向
上
に
係
る
個
別
の
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
適

切
な
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
、
定
期
的
な
評
価
と
計
画
の
見
直
し
等
の
一
連
の
プ

ロ
セ
ス
を
実
施
し
た
場
合
。
 

 

③
口
腔
機
能
向
上
加

算
 （１
月
１
０
０
単
位
） 

口
腔
機
能
の
低
下
し
て
い
る
者
な
ど
に
対
し
、
歯
科
衛
生
士
等
が
看
護
職

員
、
介
護
職
員
等
と
共
同
し
て
口
腔
機
能
改
善
の
た
め
の
計
画
を
作
成
し
、
こ

れ
に
基
づ
く
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
、
定
期
的
な
評
価
と
計
画
の
見
直
し

等
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
実
施
し
た
場
合
。

 

②
栄
養
改
善
加
算

 
（１
月
１
０
０
単
位
） 

低
栄
養
状
態
に
あ
る
者
な
ど
に
対
し
、
管
理
栄
養
士
等
が
看
護
職
員
、
介

護
職
員
等
と
共
同
し
て
栄
養
ケ
ア
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
適
切
な
サ

ー
ビ
ス
の
実
施
、
定
期
的
な
評
価
と
計
画
の
見
直
し
等
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス

を
実
施
し
た
場
合
。

 

④
事
業
所
評
価
加
算

 
 
 
（１
月
１
０
０
単
位
） 

①
か
ら
③
の
加
算
の
対
象
と
な
る
事
業
所
に
つ
い
て
、
評
価
対
象
と
な
る

期
間
（原
則
、
各
年
１
月
～
１
２
月
）に
利
用
者
の
要
支
援
状
態
の
維
持
・改
善

の
割
合
が
一
定
以
上
と
な
っ
た
場
合
に
、
当
該
評
価
対
象
期
間
の
満
了
日
の

属
す
る
年
度
の
翌
年
度
に
限
り
算
定
す
る
。
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東
京
都
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
が
作
成
し
た
も
の
を
も
と
に
兵
庫
県
で
一
部
修
正
・
発
行

 

請
求
す
る
前
に
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！
（短
期
入
所
生
活
・療
養
介
護
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
・療
養
介
護
） 

 
チ
ェ
ッ
ク
１

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
２

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
３

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
４

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
５

 
 

 
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
の
退
所
日

に
同
一
敷
地
内
や
隣
接
す
る
敷

地
に
あ
る
介
護
保
険
施
設
へ
入

所
す
る
利
用
者
に
つ
い
て
、
退

所
日
の
報
酬
を
請
求
し
て
い
ま

せ
ん
か
。

 

 
 

 
連
続
し
て
３
０
日
を
超
え
て
短

期
入
所
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

い
る
利
用
者
に
つ
い
て
、
ひ
き

つ
づ
き
３
１
日
目
の
報
酬
に
つ

い
て
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
利
用
者
の
居
宅
が
近
距
離
に

あ
る
等
の
理
由
で
徒
歩
に
よ
り

行
っ
た
送
迎
に
つ
い
て
、
送
迎

加
算
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
短
期
入
所
生
活
介
護
に
お
い

て
、
常
勤
専
従
の
機
能
訓
練
指

導
員
を
配
置
し
て
い
な
い
場
合

に
、
機
能
訓
練
指
導
員
配
置
加

算
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
前
月
に
お
い
て
、
夜
勤
を
行
う

介
護
・看
護
職
員
を
必
要
数
配

置
し
て
い
な
い
状
態
が
一
定

の
日
数
を
超
え
て
生
じ
て
い
る

場
合
に
、
報
酬
を
減
算
せ
ず
に

請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 

 
同
一
敷
地
内
に
あ
る
施
設
等
と

の
間
で
相
互
に
職
員
の
兼
務
や

 
施
設
の
共
用
等
が
行
わ
れ
て

い
る
場
合
、
短
期
入
所
退
所
日

に
当
該
施
設
に
入
所
す
る
利
用

者
に
つ
い
て
は
、
退
所
日
の
報

酬
は
算
定
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
利
用
者
が
連
続
し
て
３
０
日
を

超
え
て
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
３
０

日
を
超
え
る
日
以
降
に
受
け
た

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
報
酬

算
定
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
送
迎
加
算
は
車
で
の
送
迎
サ

ー
ビ
ス
を
前
提
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
利
用
者
の
居
宅
が
近
距

離
で
あ
る
等
の
理
由
で
徒
歩
に

よ
り
送
迎
す
る
場
合
は
、
短
期

入
所
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て

無
償
で
行
う
こ
と
が
適
当
で

す
。

 

 
 

 
機
能
訓
練
指
導
員
配
置
加
算

を
算
定
す
る
に
は
、
常
勤
専
従

の
機
能
訓
練
指
導
員
の
配
置
・

届
出
が
必
要
で
す
。
理
学
療
法

士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚

士
、
看
護
職
員
、
柔
道
整
復

師
、
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧

師
が
機
能
訓
練
指
導
員
に
該

当
し
ま
す
。

 

 
 

 
１
か
月
の
中
で
、
夜
勤
職
員
数

が
基
準
に
満
た
な
い
日
が
２
日

以
上
連
続
す
る
か
、
又
は
、
通

算
し
て
４
日
以
上
生
じ
た
場
合

に
は
、
そ
の
翌
月
は
全
て
の

利
用
者
に
つ
い
て
基
本
報
酬

を
１
０
０
分
の
９
７
に
減
算
し
ま

す
（
短
期
入
所
生
活
介
護
、
介

護
老
人
保
健
施
設
の
短
期
入

所
療
養
介
護
の
場
合
）。

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
６

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
７

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
８

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
９

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１
０

 
 

 
前
月
の
平
均
利
用
者
数
が
運
営

基
準
で
定
め
ら
れ
た
定
員
数
を

超
え
て
い
る
場
合
に
、
定
員
超

過
の
減
算
を
せ
ず
に
報
酬
を
請

求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 
 

 
 

 
前
月
に
看
護
・介
護
職
員
に
つ

い
て
運
営
基
準
に
定
め
ら
れ
た

数
を
配
置
し
て
い
な
い
場
合

に
、
人
員
基
準
欠
如
の
減
算
を

せ
ず
に
報
酬
を
請
求
し
て
い
ま

せ
ん
か
。

 

 
 

 
ユ
ニ
ッ
ト
型
（
介
護
予
防
）短
期

入
所
生
活
・
療
養
介
護
費
を
算

定
す
る
施
設
に
お
い
て
、
体
制

が
未
整
備
な
場
合
に
、
減
算
を

せ
ず
に
報
酬
を
請
求
し
て
い
ま

せ
ん
か
。

 

 
 

 
介
護
老
人
保
健
施
設
の
短
期

入
所
療
養
介
護
に
お
い
て
、
緊

急
時
治
療
管
理
を
連
続
す
る
４

日
以
上
、
も
し
く
は
月
２
回
以
上

算
定
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
介
護
老
人
保
健
施
設
の
短
期

入
所
療
養
介
護
に
お
い
て
、
緊

急
時
治
療
管
理
の
対
象
者
に

該
当
し
な
い
入
所
者
に
対
し

て
、
当
該
報
酬
を
請
求
し
て
い

ま
せ
ん
か
。

 

 

 
１
か
月
の
平
均
利
用
者
数
等
が

定
め
ら
れ
た
定
員
を
超
え
た
場

合
に
は
、
そ
の
翌
月
か
ら
定
員

超
過
が
解
消
さ
れ
た
月
ま
で
全

利
用
者
に
対
し
て
基
本
報
酬
を

１
０
０
分
の
７
０
に
減
算
し
ま
す
。

 

 
 

 
看
護
・介
護
職
員
数
が
基
準
の

１
割
を
超
え
て
少
な
い
場
合
に

は
そ
の
翌
月
か
ら
、
ま
た
、
基

準
の
１
割
の
範
囲
内
で
少
な
い

場
合
に
は
そ
の
翌
々
月
か
ら

人
員
基
準
欠
如
の
解
消
月
ま

で
全
利
用
者
に
対
し
て
基
本
報

酬
を
１
０
０
分
の
７
０
に
減
算
し

ま
す
。

 

 
 

 
常
勤
の
ユ
ニ
ッ
ト
リ
ー
ダ
ー
を

ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
配
置
し
て
い
な

い
等
、
基
準
に
満
た
な
い
状
況

に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
翌
々
月

か
ら
状
況
解
消
月
ま
で
全
利
用

者
に
対
し
て
報
酬
を
１
０
０
分
の

９
７
に
減
算
し
ま
す
。
た
だ
し
、

翌
月
末
ま
で
に
基
準
を
満
た
し

て
い
れ
ば
減
算
対
象
外
で
す
。

 

 
 

 
緊
急
時
治
療
管
理
は
１
回
に
連

続
す
る
３
日
を
限
度
と
し
、
月
に

１
回
に
限
り
算
定
で
き
ま
す
。
な

お
、
緊
急
時
治
療
管
理
と
特
定

治
療
は
同
時
に
算
定
で
き
ま
せ

ん
。

 

 
 

 
緊
急
時
治
療
管
理
の
対
象
者

は
、
①
意
識
障
害
又
は
昏
睡
、

②
急
性
呼
吸
不
全
又
は
慢
性

呼
吸
不
全
の
急
性
増
悪
、
③

急
性
心
不
全
、
④
シ
ョ
ッ
ク
、
⑤

重
篤
な
代
謝
障
害
、
⑥
そ
の
他

薬
物
中
毒
等
で
重
篤
な
も
の
、

に
該
当
す
る
者
で
す
。
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○
 
利
用
料
、
食
費
・居
住
費
の
他
に
利
用
者
か
ら
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
費
用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
 
同
日
算
定
の
可
否
（Ａ
の
サ
ー
ビ
ス
の
入
所
前
、
退
所
後
に
Ｂ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
） 

                   
○
 
食
事
の
提
供

 
              
○
 
衛
生
管
理

 

(1
) 
利
用
者
の
選
定
に
よ
り
、
特
別
な
居
室
を
提
供
し
た
場
合
の
費
用

 
(2

) 
利
用
者
の
選
定
に
よ
り
、
特
別
な
食
事
を
提
供
し
た
場
合
の
費
用

 
(3

) 
送
迎
の
費
用

 
※
利
用
者
の
心
身
の
状
態
や
家
族
の
事
情
等
か
ら
送
迎
が
必
要
な
場
合
に
は
保
険
の
対
象

と
な
る
た
め
、
送
迎
費
の
支
払
い
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

 
(4

) 
理
美
容
代
 

 
(5

) 
そ
の
他
の
日
常
生
活
費
 
で
利
用
者
負
担
が
適
当
な
も
の

 
※
お
む
つ
の
費
用
は
保
険
給
付
の
対
象
で
あ
る
た
め
、
別
に
費
用
の
徴
収
は
で
き
ま
せ
ん
。

 
※
「そ
の
他
の
日
常
生
活
費
」と
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
の
日
常
生
活
上
の
便
宜
に
つ

い
て
の
経
費
を
い
い
、
嗜
好
品
の
購
入
等
サ
ー
ビ
ス
提
供
と
関
係
の
な
い
費
用
と
は
区
別
さ

れ
ま
す
。

 
※
徴
収
に
当
た
っ
て
は
次
の
基
準
が
守
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 
 
 
 
 

 

○
 
特
別
な
居
室
等
の
基
準

 
 
 

 短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
で
の
特
別
な
居
室
・療
養
室
等
は
、
次
の
基
準
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 
 (1

) 
個
室
又
は
２
人
部
屋
で
あ
る
こ
と
。

 
(2

) 
特
別
な
居
室
等
の
定
員
が
お
お
む
ね
入
所
定
員
の
５
割
（国
が
開
設
者
の
病
院
・診
療
所
は

２
割
、
地
方
公
共
団
体
が
開
設
者
の
病
院
・診
療
所
は
３
割
）を
超
え
な
い
こ
と
。

 
(3

) 
１
人
当
た
り
床
面
積
が
、
短
期
入
所
生
活
介
護
１
０
．
６
５
㎡
以
上
、
介
護
老
人
保
健
施
設
８

㎡
以
上
、
病
院
・診
療
所
６
．
４
㎡
以
上
で
あ
る
こ
と
。

 
(4

) 
特
別
な
居
室
等
の
施
設
・設
備
が
、
利
用
料
の
他
に
費
用
の
支
払
い
を
受
け
る
の
に
ふ
さ
わ

い
こ
と
。

 
(5

) 
利
用
者
へ
の
情
報
提
供
を
前
提
と
し
た
、
利
用
者
の
選
択
に
基
づ
く
提
供
で
あ
る
こ
と
。
（サ

ー
ビ
ス
提
供
上
の
必
要
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
） 

(6
) 
費
用
の
額
が
運
営
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

 

１
 
対
象
と
な
る
便
宜
と
保
険
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
と
の
間
に
重
複
関
係
が
な
い
こ
と
。

 
２
 
保
険
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
と
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
あ
い
ま
い
な
名
目
（お
世
話
料
、
管
理
協
力

費
等
）は
認
め
ら
れ
ず
、
費
用
の
内
訳
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

 
３
 
利
用
者
又
は
家
族
の
希
望
に
よ
る
も
の
で
、
事
前
の
十
分
な
説
明
と
書
面
に
よ
る
同
意
に
基
づ
く

こ
と
。

 
４
 
実
費
相
当
額
の
範
囲
内
で
の
費
用
徴
収
で
あ
る
こ
と
。

 
５
 
対
象
と
な
る
便
宜
及
び
費
用
の
額
が
運
営
規
程
で
定
め
ら
れ
、
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

Ａ
 

算
定

 
Ｂ

 

※
 

医
療
系

 
サ
ー
ビ
ス

 

訪
問
看
護
費

 
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費

 
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

 
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費

 
△

 
通
所
介
護
費

 
短
期
入
所
療
養
介
護

 

○
 

福
祉
系

 
サ
ー
ビ
ス

 
訪
問
介
護
費

 
訪
問
入
浴
介
護
費

 

短
期
入
所
生
活
介
護

 
△

 
短
期
入
所
生
活
介
護
費

 
通
所
介
護
費

 
 
○
 
→
 
同
日
に
算
定
で
き
る

 
 
△
 
→
 
算
定
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
プ
ラ
ン
を
機
械
的
に
組
む
こ
と
は
適
切
で
は
な
い

 
 
※
 
→
 
退
所
日
に
お
い
て
は
×
 
入
所
日
に
お
い
て
は
△

 
（注
）短
期
入
所
生
活
介
護
の
場
合
、
医
療
系
サ
ー
ビ
ス
・福
祉
系
サ
ー
ビ
ス
と
も
に
基
本
的
に
○
だ

が
、
Ｂ
欄
記
載
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
は
△
 

(1
) 
栄
養
及
び
内
容

 
利
用
者
の
年
齢
、
身
体
的
状
況
に
適
す
る
も
の
と
し
、
利
用
者
の
嗜
好
に
も
配
慮
す
る
こ
と
。

 
(2

) 
実
施
方
法

 
調
理
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
っ
て
行
い
、
そ
の
実
施
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。

ま
た
、
病
弱
者
に
対
す
る
献
立
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
医
師
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
。

 
(3

) 
衛
生
管
理

 
ア
 
食
器
そ
の
他
の
設
備
、
飲
用
に
供
す
る
水
の
衛
生
的
管
理
に
努
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

 
イ
 
食
中
毒
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
、
保
健
所
と
連
携
を
保
つ
こ
と
。

 
(4

) 
適
切
な
時
間

 
夕
食
時
間
は
午
後
６
時
以
降
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
早
く
て
も
午
後
５
時
以
降
と
す
る
。

 
(5

) 
可
能
な
限
り
離
床
し
て
食
堂
で
食
事
を
と
る
こ
と
を
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 
施
設
、
食
器
そ
の
他
の
設
備
、
飲
用
に
供
す
る
水
の
衛
生
的
管
理
及
び
必
要
な
措
置
。

 
(2

) 
食
中
毒
及
び
感
染
症
の
発
生
や
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
等
。

 
（必
要
に
応
じ
保
健
所
の
助
言
、
指
導
を
求
め
る
と
と
も
に
、
密
接
な
連
携
を
保
つ
こ
と
。
） 

(3
) 
空
調
設
備
等
に
よ
る
施
設
内
の
適
温
の
確
保
。
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東
京
都
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
が
作
成
し
た
も
の
を
も
と
に
兵
庫
県
で
一
部
修
正
・
発
行

 

請
求
す
る
前
に
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！
（特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
・介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
） 

（１
）報
酬
請
求
を
適
切
に
行
っ
て
い
ま
す
か
？

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
２

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
３

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
４

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
５

 
 

 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費

を
算
定
し
た
月
に
お
い
て
、
居

宅
療
養
管
理
指
導
費
以
外
の
居

宅
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
給
付

費
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
入
居
者
が
外
泊
し
た
日
や
、
入

院
し
た
日
に
つ
い
て
、
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介
護
費
を
算

定
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
常
勤
専
従
の
機
能
訓
練
指
導

員
を
配
置
し
て
い
な
い
場
合

に
、
個
別
機
能
訓
練
加
算
を
請

求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
前
月
に
看
護
・介
護
職
員
に
つ

い
て
運
営
基
準
に
定
め
ら
れ
た

数
を
配
置
し
て
い
な
い
場
合

に
、
人
員
基
準
欠
如
の
減
算
を

せ
ず
に
報
酬
を
請
求
し
て
い
ま

せ
ん
か
。

 

 
 

 
施
設
退
所
後
、
ひ
き
つ
づ
き
同

一
敷
地
内
の
短
期
入
所
生
活

介
護
を
利
用
す
る
入
所
者
に

つ
い
て
、
退
所
日
に
つ
い
て
も

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

費
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 

 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費

を
算
定
し
た
月
に
お
い
て
、
居

宅
療
養
管
理
指
導
費
を
除
く
居

宅
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
給
付

費
は
算
定
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ

し
外
泊
期
間
中
は
算
定
で
き
ま

す
。

 

 
 

 
入
居
者
の
外
泊
期
間
中
や
入

院
期
間
中
は
、
特
定
施
設
入
居

者
生
活
介
護
費
は
算
定
で
き
ま

せ
ん
。

 

 
 

 
個
別
機
能
訓
練
加
算
を
算
定

す
る
に
は
、
常
勤
専
従
の
機
能

訓
練
指
導
員
の
配
置
・届
出
が

必
要
で
す
。
理
学
療
法
士
、
作

業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
看

護
職
員
、
柔
道
整
復
師
、
あ
ん

摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
が
機
能

訓
練
指
導
員
に
該
当
し
ま
す
。

 

 
 

 
看
護
・介
護
職
員
数
が
基
準
の

１
割
を
超
え
て
少
な
い
場
合
に

は
そ
の
翌
月
か
ら
、
ま
た
、
基

準
の
１
割
の
範
囲
内
で
少
な
い

場
合
に
は
そ
の
翌
々
月
か
ら

人
員
基
準
欠
如
の
解
消
月
ま

で
全
利
用
者
に
対
し
て
基
本
報

酬
（
基
本
サ
ー
ビ
ス
部
分
）
を
 

10
0
分
の
70
に
減
算
し
ま
す
。
 

 
 

 
退
所
後
、
ひ
き
つ
づ
き
同
一
敷

地
内
に
あ
る
短
期
入
所
生
活

介
護
を
利
用
す
る
入
所
者
や
、

相
互
の
職
員
の
兼
務
や
施
設

の
共
用
が
行
わ
れ
て
い
る
隣

接
・近
隣
施
設
を
利
用
す
る
入

所
者
に
つ
い
て
は
、
退
所
日

は
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

護
費
を
算
定
で
き
ま
せ
ん
。

 

 

 
（２
）運
営
基
準
に
従
っ
て
適
切
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
し
て
い
ま
す
か
？

 
 

チ
ェ
ッ
ク
６

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
７

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
８

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
９

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１
０

 
 

 
サ
ー
ビ
ス
提
供
開
始
に
際
し
、

必
要
事
項
の
説
明
を
き
ち
ん
と

行
っ
て
い
ま
す
か
。

 

 
 

 
利
用
者
と
の
契
約
は
、
文
書
に

よ
り
締
結
し
、
そ
の
内
容
は
適

切
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す

か
。

 

 
 

 
理
美
容
代
、
そ
の
他
の
日
常
生

活
費
等
、
利
用
料
以
外
の
費
用

に
つ
い
て
、
利
用
者
へ
説
明
を

行
わ
ず
に
徴
収
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
実
施

す
る
ク
ラ
ブ
活
動
の
う
ち
、
一

般
的
に
想
定
さ
れ
る
も
の
に
係

る
費
用
に
つ
い
て
、
利
用
者
か

ら
徴
収
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
入
居
者
の
負
担
に
よ
り
、
訪
問

介
護
等
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
さ
せ
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 

 
サ
ー
ビ
ス
提
供
開
始
時
に
は
利

用
者
又
は
家
族
に
対
し
、
運
営

規
程
の
概
要
、
勤
務
体
制
、
事

故
発
生
時
の
対
応
、
苦
情
処
理

の
体
制
等
、
利
用
者
の
サ
ー
ビ

ス
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ

る
重
要
事
項
を
記
し
た
文
書
を

交
付
し
、
説
明
の
う
え
同
意
を
得

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
契
約
書
に
お
い
て
は
、
少
な
く

と
も
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及

び
利
用
料
そ
の
他
の
費
用
の

額
、
契
約
解
除
の
条
件
を
記
載

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

際
、
入
居
者
の
権
利
を
不
当
に

狭
め
る
よ
う
な
契
約
解
除
の
条

件
を
定
め
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
利
用
者
の
希
望
に
よ
っ
て
身
の

回
り
品
と
し
て
日
常
生
活
に
必

要
な
も
の
を
提
供
す
る
場
合
、

別
途
利
用
者
か
ら
実
費
を
徴
収

で
き
ま
す
が
、
利
用
者
又
は
そ

の
家
族
に
対
し
、
当
該
サ
ー
ビ

ス
の
内
容
や
費
用
の
説
明
を

行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

 

 
 

 
入
居
者
が
全
員
参
加
す
る
定

例
行
事
な
ど
、
サ
ー
ビ
ス
の
一

環
と
し
て
一
般
的
に
想
定
さ
れ

る
活
動
に
か
か
る
費
用
に
つ

い
て
は
、
報
酬
に
包
括
さ
れ
て

い
る
た
め
、
別
途
利
用
者
か
ら

徴
収
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

 

 
 

 
特
定
施
設
で
提
供
さ
れ
る
サ

ー
ビ
ス
は
施
設
サ
ー
ビ
ス
に

準
じ
て
い
る
た
め
、
居
宅
療
養

管
理
指
導
以
外
の
居
宅
サ
ー

ビ
ス
を
入
所
者
の
負
担
で
利

用
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

（外
泊
期
間
中
は
除
く
）。
事
業

者
側
の
負
担
で
の
利
用
は
可

能
で
す
。
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個
別
機
能
訓
練
加
算
 

下
記
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
加
算
。
 

 イ
 
常
勤
専
従
の
機
能
訓
練
指
導
員
（
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法

士
、
言
語
聴
覚
士
、
看
護
職
員
、
柔
道
整
復
師
又
は
あ
ん
摩
マ
ッ

サ
ー
ジ
指
圧
師
）
を
１
名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。（
利
用
者
の

数
が
10
0
を
超
え
る
施
設
は
、
さ
ら
に
常
勤
換
算
方
法
で
利
用
者
の

数
を
10
0
で
除
し
た
数
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。）
 
 

ロ
 
機
能
訓
練
指
導
員
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、
生
活
相
談
員
そ

の
他
の
職
種
の
者
が
共
同
し
て
、
利
用
者
ご
と
に
個
別
機
能
訓
練

計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
実
施
し
た
個
別
機
能
訓
練
の
効

果
、
実
施
方
法
等
に
つ
い
て
、
評
価
等
を
行
う
こ
と
。

 
ハ
 
開
始
時
及
び
３
か
月
ご
と
に
１
回
以
上
、
利
用
者
に
対
し
て
個
別

機
能
訓
練
の
内
容
を
説
明
し
、
記
録
す
る
こ
と
。
 

ニ
 
個
別
機
能
訓
練
に
関
す
る
記
録
（
実
施
時
間
、
訓
練
内
容
、
担
当

者
等
）
は
、
利
用
者
ご
と
に
保
管
さ
れ
、
常
に
当
該
施
設
の
個
別
機

能
訓
練
従
事
者
に
よ
り
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
 

夜
間
看
護
体
制
加
算
 

（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
は
当
該
加
算
な
し
）
 

下
記
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
加
算
。
 

 イ
 
常
勤
の
看
護
師
を
１
名
以
上
配
置
し
、
看
護
責
任
者
を
定
め
て
い

る
こ
と
。
 

ロ
 
看
護
職
員
に
よ
り
又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
に
よ
り
、
入
居
者
に
対
し
て
24
時
間
連
絡
体

制
（
＊
）
を
確
保
し
、
か
つ
、
必
要
に
応
じ
て
健
康
上
の
管
理
等
を

行
う
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 

ハ
 
重
度
化
し
た
場
合
に
お
け
る
対
応
に
係
る
指
針
を
定
め
、
入
居
の

際
に
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
当
該
指
針
の
内
容
を

説
明
し
、
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。
 

 （
＊
）
施
設
内
で
勤
務
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
で
は
な
く
、
夜
間
に

お
い
て
も
施
設
か
ら
連
絡
で
き
、
必
要
な
場
合
に
は
緊
急
の
呼
出

に
応
じ
て
出
勤
で
き
る
体
制
を
い
う
。
 

○
 
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
（
介
護
予
防
）
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ○
 
加
 
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報
酬
の
算
定
及
び
支
払
い
方
法
 

イ
及
び
ロ
の
単
位
数
の
合
計
に
（
介
護
予
防
）
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
１
単
位
の
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額
が
、
別

に
定
め
ら
れ
た
限
度
額
の
範
囲
内
で
、
一
括
し
て
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
（
介
護
予
防
）
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

事
業
者
に
支
払
わ
れ
る
。
 

イ
 
基
本
サ
ー
ビ
ス
部
分
 

１
日
に
つ
き
84
単
位
（
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
は
63
単
位
）
 

施
設
が
自
ら
行
う
（
介
護
予
防
）
特
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
、
利
用
者
の
安
否
確
認
、
利
用
者
の
生
活
相
談
等

に
相
当
す
る
部
分
 

ロ
 
各
サ
ー
ビ
ス
部
分
 

施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
き
受
託
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
受
託
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
）
が
各
利
用
者
に
提

供
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
実
績
に
応
じ
て
、
算
定
す
る
。
 

(ｲ
) 
 外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 

①
 
訪
問
介
護
 

・
身
体
介
護
  
15
分
ご
と
に
90
単
位
 

１
時
間
30
分
以
上
 
54
0
単
位
に
15
分
増
す
ご
と
に
＋
37
単
位
 

・
生
活
援
助
 
15
分
ご
と
に
45
単
位
（
１
時
間
30
分
を
限
度
）
 

・
通
院
等
乗
降
介
助
 
１
回
に
つ
き
90
単
位
 

②
 
他
の
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
及
び
通
所
系
サ
ー
ビ
ス
 

通
常
の
各
サ
ー
ビ
ス
の
基
本
部
分
の
報
酬
単
位
の
10
0
分
の
90
 

③
 
福
祉
用
具
貸
与
 

通
常
の
福
祉
用
具
貸
与
と
同
様
 

(ﾛ
) 
 外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 

①
 
介
護
予
防
訪
問
系
及
び
介
護
予
防
通
所
系
サ
ー
ビ
ス
 

通
常
の
各
サ
ー
ビ
ス
の
基
本
部
分
の
報
酬
単
位
の
10
0
分
の
90
 

（
介
護
予
防
通
所
介
護
の
３
つ
の
選
択
的
サ
ー
ビ
ス
の
加
算
が
可
能
）
 

②
 
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
 

通
常
の
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
と
同
様
 

(ﾊ
) 
共
通
 

①
 
訪
問
介
護
は
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
職
員
基
礎
研
修
課
程
修
了
者
、
１
級
課
程
修
了
者
又
は
２
級
課
程
修
了
者

に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
限
り
算
定
で
き
る
。
 

②
 
訪
問
看
護
は
、
保
健
師
、
看
護
師
又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス

提
供
に
限
り
算
定
で
き
る
。
 

受
託
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
へ
の
委
託
料
 

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
（
介
護
予
防
）
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
が
受
託
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
支
払
う
委

託
料
は
、
個
々
の
委
託
契
約
に
基
づ
く
。
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東
京
都
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
が
作
成
し
た
も
の
を
も
と
に
兵
庫
県
で
一
部
修
正
・
発
行

 

請
求
す
る
前
に
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！
（福
祉
用
具
貸
与
・介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
） 

 
チ
ェ
ッ
ク
１

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
２

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
３

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
４

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
５

 
 

 
事
業
所
の
所
在
地
が
離
島
等
に

該
当
し
な
い
場
合
に
、
通
常
の

業
務
の
実
施
地
域
に
お
け
る
交

通
費
の
額
を
加
算
し
て
報
酬
請

求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
「通
常
の
業
務
の
実
施
地
域
に

お
い
て
指
定
福
祉
用
具
貸
与
を

行
う
場
合
に
要
す
る
交
通
費
」

の
額
を
適
正
に
算
出
し
て
い
ま

す
か
。

 

 
 

 
月
途
中
で
サ
ー
ビ
ス
の
開
始

及
び
中
止
を
行
っ
た
場
合
、
日

割
り
計
算
を
行
っ
た
う
え
で
報

酬
請
求
し
て
い
ま
す
か
。

 

 
 

 
特
に
必
要
性
が
認
め
ら
れ
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
種

目
を
複
数
貸
与
し
た
場
合
に
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
報
酬
請

求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
取
り
付
け
に
際
し
工
事
を
伴
う

場
合
の
手
す
り
や
ス
ロ
ー
プ

の
取
り
付
け
に
つ
い
て
、
福
祉

用
具
貸
与
で
報
酬
請
求
し
て
い

ま
せ
ん
か
。

 

 

 
搬
出
入
の
費
用
は
福
祉
用
具
貸

与
の
報
酬
に
含
ま
れ
、
個
別
に

は
評
価
し
な
い
の
が
原
則
で

す
。
例
外
的
に
、
事
業
所
の
所

在
地
が
特
別
の
地
域
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
通
常
の
業
務
の

実
施
地
域
に
お
け
る
交
通
費
の

額
を
加
算
し
て
算
定
で
き
ま
す
。

 

 
 

 
交
通
費
の
額
は
最
も
経
済
的

な
通
常
の
経
路
及
び
方
法
に

よ
る
場
合
の
実
費
で
す
。
複
数

の
福
祉
用
具
を
同
一
利
用
者

に
一
度
に
運
搬
す
る
場
合
や
、

複
数
の
利
用
者
に
一
度
に
運

搬
す
る
場
合
は
、
交
通
費
の
実

費
を
勘
案
し
て
合
理
的
に
算
出

し
ま
す
。

 

 
 

 
福
祉
用
具
貸
与
の
開
始
月
と
中

止
月
が
異
な
り
、
か
つ
、
当
該

月
の
貸
与
期
間
が
１
月
に
満
た

な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該

開
始
月
及
び
中
止
月
は
日
割
り

計
算
を
行
い
ま
す
。
た
だ
し
、

当
分
の
間
は
半
月
単
位
の
計

算
を
行
っ
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
原
則
的
に
同
一
種
目
の
貸
与

は
１
つ
に
限
ら
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
屋
内
用
と
屋
外
用
で
使
用

す
る
た
め
に
２
つ
の
車
い
す
を

貸
与
す
る
場
合
な
ど
、
当
該
利

用
者
に
必
要
性
が
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
複
数
の
貸
与
も
給

付
対
象
と
な
り
ま
す
。

 

 
 

 
手
す
り
や
ス
ロ
ー
プ
の
貸
与

は
、
取
り
付
け
に
工
事
が
伴
う

場
合
に
は
福
祉
用
具
貸
与
の

対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
一
定

の
要
件
に
該
当
す
れ
ば
、
「手

す
り
の
取
付
け
」
や
「
段
差
解

消
」
と
し
て
住
宅
改
修
の
対
象

と
な
る
場
合
は
あ
り
ま
す
。

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
チ
ェ
ッ
ク
６

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
７

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
８

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
９

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１
０

 
 

 
消
費
税
が
非
課
税
扱
い
と
な
っ

て
い
る
種
目
に
つ
い
て
、
消
費

税
を
含
ん
だ
金
額
で
単
価
を
設

定
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 
 

 
 

 
利
用
者
と
数
ヶ
月
に
わ
た
る
継

続
的
な
契
約
を
行
っ
て
お
り
、

利
用
料
を
前
払
い
で
徴
収
す
る

場
合
に
、
認
定
有
効
期
間
を
超

え
た
期
間
に
つ
い
て
も
徴
収
し

て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
介
護
保
険
施
設
の
入
所
者
に

つ
い
て
、
福
祉
用
具
貸
与
費
を

算
定
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
要
支
援
１
の
者
に
つ
い
て
特
殊

寝
台
や
車
い
す
の
福
祉
用
具

貸
与
費
を
算
定
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 
 

 
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
に
よ

る
適
切
な
相
談
援
助
な
し
に
行

っ
た
福
祉
用
具
の
貸
与
に
つ

い
て
報
酬
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 

 
福
祉
用
具
貸
与
の
種
目
の
う

ち
、
身
体
障
害
者
用
物
品
に
該

当
す
る
種
目
に
つ
い
て
は
消
費

税
が
非
課
税
と
な
り
ま
す
。
こ
の

場
合
、
搬
出
入
に
要
す
る
費
用

は
貸
与
価
格
に
含
ま
れ
て
い
る

た
め
、
貸
与
価
格
全
体
が
非
課

税
の
扱
い
と
な
り
ま
す
。

 

 
 

 
福
祉
用
具
貸
与
は
継
続
的
な

契
約
で
あ
る
と
と
も
に
、
利
用

者
と
対
面
す
る
機
会
が
少
な
い

こ
と
か
ら
、
前
払
い
で
数
ヶ
月

分
の
利
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と

が
可
能
で
す
。
こ
の
場
合
で

も
、
要
介
護
認
定
の
有
効
期
間

を
超
え
る
分
に
つ
い
て
は
前
払

い
の
徴
収
は
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
介
護
保
険
施
設
、
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
、
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護
の
入
所
者

に
つ
い
て
は
、
福
祉
用
具
貸
与

費
の
算
定
は
で
き
ま
せ
ん
。
福

祉
用
具
の
種
目
に
つ
い
て
は

原
則
的
に
施
設
側
が
備
え
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

 

 
 

 
要
支
援
１
・
２
、
要
介
護
１
の
者

に
対
す
る
特
定
品
目
に
係
る
福

祉
用
具
貸
与
費
は
、
一
定
の
状

態
像
に
該
当
す
る
者
を
除
き
算

定
で
き
ま
せ
ん
。
一
定
の
状
態

像
に
あ
た
る
か
否
か
は
認
定

基
本
調
査
の
結
果
（該
当
す
る

調
査
項
目
が
な
い
場
合
は
サ

ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
等
）で
決

定
さ
れ
ま
す
。

 

 
 

 
福
祉
用
具
貸
与
は
一
定
の
資

格
を
有
し
た
専
門
相
談
員
に
よ

り
、
利
用
者
の
心
身
状
況
や
そ

の
置
か
れ
た
環
境
を
踏
ま
え

て
適
切
な
用
具
の
選
定
、
取

付
、
調
整
を
行
っ
た
う
え
で
行

う
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
サ
ー

ビ
ス
な
し
に
貸
与
し
た
場
合
は

報
酬
の
算
定
は
で
き
ま
せ
ん
。
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○
福
祉
用
具
貸
与
種
目
及
び
購
入
種
目
の
消
費
税
の
取
扱
い

 
 
○
特
別
地
域
加
算

 
 
○
要
支
援
１、
要
支
援
２及
び
要
介
護
１の
者
に
対
す
る
算
定
の
可
否
の
判
断
基
準

 
 

種
 
 
 
目

 
課
税
状
況

 
※
指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
が
特
別
地
域
に
所
属
す
る
場
合
、交
通
費
を
加
算
す
る
。

 
車
い
す

 
特
殊
寝
台

 
体
位
変
換
器

 
歩
行
器

 
歩
行
補
助
つ
え

 
移
動
用
リ
フ
ト
（つ
り
具
の
部
分
を
除
く
） 

非
課
税

 

要
支
援
１
、
要
支
援
２
及
び
要
介
護
１
の
者
に
係
る
福
祉
用
具
貸
与

費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
状
態
像
か
ら
見
て
使
用
が
想
定
し
に
く
い
品
目

に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
算
定
で
き
な
い
。
 

 

※
使
用
が
想
定
し
に
く
い
品
目
 

「車
い
す
」（
付
属
品
を
含
む
）／
「特
殊
寝
台
」（
付
属
品
を
含
む
）

／
「床
ず
れ
防
止
用
具
」／
「体
位
変
換
器
」／
「認
知
症
老
人
徘

徊
感
知
機
器
」／
「移
動
用
リ
フ
ト
」 

 ※
た
だ
し
、
下
記
の
状
態
像
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
算
定
可
能

で
あ
る
。
 

福 祉 用 具 貸 与 

車
い
す
付
属
品
（注
１
） 

特
殊
寝
台
付
属
品

 
床
ず
れ
防
止
用
具

 
手
す
り

 
ス
ロ
ー
プ

 
認
知
症
老
人
徘
徊
感
知
機
器

 

課
税

 

特
殊
尿
器

 
非
課
税

 
福 祉 用 具 購 入 

腰
掛
便
座

 
入
浴
補
助
用
具

 
簡
易
浴
槽

 
移
動
用
リ
フ
ト
の
つ
り
具
の
部
分

 

課
税

 

※
注
１
 
付
属
品
に
つ
い
て
は
、
一
体
的
に
貸
与
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
非
課
税
。

 
 

 注
２
 
非
課
税
と
な
る
品
目
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
要
件
の
指
定
が
あ
る
。
 

【兵
庫
県
に
お
け
る
「特
別
地
域
加
算
該
当
地
域
」】
 

 【多
可
町
】杉
原
谷
村
、
旧
八
千
代
全
町
 
 
【姫
路
市
】旧
家
島
全
町
、
富
栖
村
、
夢
前
山
之
内
（佐
中
、
熊

部
、
坂
根
及
び
小
畑
の
地
域
に
限
る
。
）及
び
夢
前
高
長
 
 
【神
河
町
】大
山
村
、
越
知
谷
村
、
旧
大
河
内

町
全
町
 
 
【宍
粟
市
】土
万
村
、
蔦
沢
村
、
染
河
内
村
、
下
三
方
村
、
三
方
村
、
繁
盛
村
、
旧
波
賀
町
全

町
、
旧
千
種
町
全
町
 
 
【佐
用
町
】長
谷
村
、
石
井
村
、
久
崎
町
、
幕
山
村
、
三
河
村
、
旧
三
日
月
町
全

町
、
佐
用
、
平
福
、
江
川
、
力
万
、
須
安
、
宇
根
、
西
大
畠
、
小
日
山
、
目
高
、
寄
延
、
上
月
、
仁
位
、
早
瀬
、

多
賀
、
中
島
、
米
田
、
小
山
、
安
川
、
土
井
、
宝
蔵
寺
、
下
徳
久
、
林
崎
、
東
徳
久
、
西
徳
久
及
び
平
松
 
 

【豊
岡
市
】神
美
村
、
奈
佐
村
、
内
川
村
、
三
椒
村
、
奥
竹
野
村
、
中
竹
野
村
、
八
代
村
、
三
方
村
、
西
気

村
、
室
植
村
、
旧
但
東
全
町
 
 
【香
美
町
】奥
佐
津
村
、
長
井
村
、
余
部
村
、
旧
村
岡
全
町
、
旧
美
方
全
町
 
 

【新
温
泉
町
】大
庭
村
、
温
泉
町
、
八
田
村
、
赤
崎
、
和
田
、
三
尾
、
諸
寄
、
釜
屋
及
び
居
組
、
切
畑
、
多

子
、
桐
岡
、
丹
土
、
中
辻
、
塩
山
及
び
飯
野
 
 
【養
父
市
】建
屋
村
、
口
大
屋
村
、
西
谷
村
、
旧
関
宮
全
町
 
 

【朝
来
市
】糸
井
村
、
与
付
土
村
、
旧
朝
来
全
町
 
 
【篠
山
市
】畑
村
、
城
東
村
（後
川
村
、
福
住
村
、
大
芋

村
）、
草
山
村
、
北
河
内
村
、
今
田
村
（全
町
） 
 
【丹
波
市
】葛
野
村
、
神
楽
村
、
遠
阪
村
、
鴨
庄
村
 
 
 

【洲
本
市
】上
灘
村
、
広
田
村
 
 
【南
あ
わ
じ
市
】灘
村
、
沼
島
村
、
伊
加
利
村
 

 

○
搬
出
入
費
の
取
扱
に
つ
い
て

 
介
護
保
険
の
福
祉
用
具
貸
与
で
は
、
福
祉
用
具
の
搬
出
入
に
要
す
る
費

用
は
、
現
に
指
定
福
祉
用
具
貸
与
に
要
し
た
費
用
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貸
与
す
る
福
祉
用
具
が
身
体
障
害
者
用
物
品
に

該
当
す
る
時
は
、
貸
与
価
格
自
体
が
非
課
税
と
な
る
。

 

○
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
の
資
格

 

指
定
福
祉
用
具
貸
与
の
提
供
に
あ
た
る
次
の
者
を
い
う
。

 
①
保
健
師
 
②
看
護
師
 
③
准
看
護
師
 
④
理
学
療
法
士
 
⑤
作
業
療

法
士
 
⑥
社
会
福
祉
士
 
⑦
介
護
福
祉
士
⑧
義
肢
装
具
士
⑨
厚
生
労
働

大
臣
が
指
定
し
た
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
者
も
し
く
は
都
道
府
県

知
事
が
こ
れ
と
同
程
度
以
上
講
習
を
受
け
た
と
認
め
る
者

 

 

【交
通
費
の
算
出
方
法
】 

 
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
る
交
通
費
と
す
る
こ
と
を
基

本
と
す
る
。

 
 
実
費
を
基
礎
と
し
、
複
数
の
福
祉
用
具
を
同
一
利
用
者
に
貸
与
し
て
同
時

に
運
搬
も
し
く
は
移
動
を
行
う
場
合
又
は
一
度
に
複
数
の
利
用
者
に
係
る
福

祉
用
具
貸
与
の
た
め
の
運
搬
又
は
移
動
を
行
う
場
合
に
お
け
る
交
通
費
の

実
費
を
勘
案
し
て
、
合
理
的
に
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 ※
 
実
費

 
・空
路
で
運
搬
ま
た
は
移
動
す
る
場
合
に
は
航
空
費

 
・水
路
で
運
搬
ま
た
は
移
動
す
る
場
合
に
は
船
賃

 
・陸
路
で
運
搬
ま
た
は
移
動
す
る
場
合
に
は
燃
料
代
及
び
有
料
道
路
代

（運
送
業
者
を
利
用
し
て
運
搬
し
た
場
合
は
そ
の
利
用
料
） 

 

【車
い
す
（付
属
品
含
む
）】
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
 

①
日
常
的
に
歩
行
が
困
難
な
者
 

②
日
常
生
活
範
囲
に
お
け
る
移
動
の
支
援
が
特
に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
者
 

 【特
殊
寝
台
（付
属
品
含
む
）】
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 

①
日
常
的
に
起
き
あ
が
り
が
困
難
な
者
 

②
日
常
的
に
寝
返
り
が
困
難
な
者
 

 【床
ず
れ
防
止
用
具
・体
位
変
換
器
】 
 

日
常
的
に
寝
返
り
が
困
難
な
者
 

 

【認
知
症
老
人
徘
徊
感
知
機
器
】次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
 

①
意
思
の
伝
達
、
介
護
者
へ
の
反
応
、
記
憶
・理
解
の
い
ず
れ
か
に

支
障
が
あ
る
者
 

②
移
動
に
お
い
て
全
介
助
を
必
要
と
し
な
い
者
 

 

【移
動
用
リ
フ
ト
（つ
り
具
の
部
分
を
除
く
）】
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
 

①
日
常
的
に
立
ち
上
が
り
が
困
難
な
者
 

②
移
乗
が
一
部
介
助
又
は
全
介
助
を
必
要
と
す
る
者
 

③
生
活
環
境
に
お
い
て
段
差
の
解
消
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
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東
京
都
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
が
作
成
し
た
も
の
を
も
と
に
兵
庫
県
で
一
部
修
正
・
発
行

 

 請
求
す
る
前
に
も
う
一
度
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
！
（居
宅
介
護
支
援
） 

 
チ
ェ
ッ
ク
１

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
２

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
３

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
４

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
５

 
 

 
利
用
者
が
月
途
中
で
同
一
保
険

者
内
の
他
の
居
宅
介
護
支
援
事

業
所
に
契
約
変
更
と
な
っ
た
場

合
に
、
居
宅
介
護
支
援
費
を
請

求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
月
途
中
で
要
介
護
度
が
変
更
と

な
っ
た
場
合
、
重
い
要
介
護
度

に
応
じ
た
支
給
限
度
額
管
理
を

行
っ
て
い
ま
す
か
。

 

 
 

 
前
月
か
ら
引
き
続
き
、
３
０
日
を

超
え
る
連
続
し
た
短
期
入
所
サ

ー
ビ
ス
を
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

に
位
置
づ
け
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
月

の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
実
績
が

な
か
っ
た
場
合
に
、
居
宅
介
護

支
援
費
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。
  

 
 

 
運
営
基
準
違
反
に
よ
り
居
宅
介

護
支
援
費
が
減
算
対
象
と
な
っ

て
い
る
利
用
者
に
対
し
て
、
初

回
加
算
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん

か
。

 

 

 
国
保
連
に
居
宅
介
護
支
援
費
の

請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業

所
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
月
の
末

日
に
給
付
管
理
票
を
作
成
し
た

事
業
所
の
み
で
す
。
た
だ
し
、

月
途
中
で
他
区
市
町
村
に
転
出

す
る
場
合
は
転
出
前
・
後
の
各

事
業
所
で
請
求
可
能
で
す
。

 

 
 

 
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
報
酬
単

位
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
点
で

の
要
介
護
度
に
応
じ
た
も
の
と

な
り
ま
す
が
、
そ
の
月
の
支
給

限
度
額
管
理
に
つ
い
て
は
、
変

更
前
・変
更
後
で
の
重
い
方
の

要
介
護
度
を
適
用
し
ま
す
。

 

 
 

 
連
続
３
０
日
を
超
え
る
短
期
入

所
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
日
に
つ

い
て
は
保
険
給
付
の
対
象
外
と

な
り
ま
す
。
連
続
３
０
日
に
は
、

入
所
日
・
退
所
日
を
含
み
ま

す
。
ま
た
、
退
所
日
の
翌
日
に

再
入
所
し
た
場
合
も
、
連
続
の

扱
い
と
な
り
ま
す
。

 

 
 

 
サ
ー
ビ
ス
利
用
票
を
作
成
し
な

か
っ
た
月
や
、
サ
ー
ビ
ス
利
用

票
を
作
成
し
た
月
で
も
結
果
的

に
利
用
実
績
の
な
か
っ
た
月

は
、
給
付
管
理
票
を
作
成
し
な

い
た
め
、
居
宅
介
護
支
援
費
は

算
定
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
運
営
基
準
に
関
す
る
減
算
は
、

適
正
な
居
宅
介
護
支
援
サ
ー

ビ
ス
提
供
を
確
保
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
た
め
、
減
算
対
象

と
な
る
利
用
者
に
つ
い
て
は
、

初
回
加
算
の
請
求
は
で
き
ま

せ
ん
。

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
６

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
７

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
８

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
９

 
 

 
 

チ
ェ
ッ
ク
１
０

 
 

 
月
途
中
で
要
介
護
度
に
変
更
が

あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
従
前

の
区
分
に
応
じ
た
単
位
数
で
居

宅
介
護
支
援
費
を
請
求
し
て
い

ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
訪
問
介
護
を
位
置
づ
け
た
計

画
数
の
う
ち
、
最
多
紹
介
件
数

の
法
人
を
位
置
づ
け
た
計
画

数
の
占
め
る
割
合
が
９
０
％
を

超
え
て
い
る
の
に
減
算
せ
ず

に
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
実
施

状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
利
用

者
宅
へ
の
訪
問
を
せ
ず
、
利
用

者
に
面
接
し
て
い
な
い
の
に
、

居
宅
介
護
支
援
費
を
減
算
せ

ず
に
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
ひ
と
月
を
通
じ
て
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
や
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介
護
等
を
受

け
て
い
る
利
用
者
に
対
し
て
、

居
宅
介
護
支
援
費
を
請
求
し
て

い
ま
せ
ん
か
。

 

 
 

 
住
宅
改
修
し
か
行
わ
な
か
っ
た

利
用
者
に
つ
い
て
、
当
該
住
宅

改
修
の
理
由
書
の
作
成
を
行

っ
た
場
合
に
、
居
宅
介
護
支
援

費
を
請
求
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

 

 

 
要
介
護
１
ま
た
は
２
と
要
介
護
３

か
ら
５
で
は
居
宅
介
護
支
援
費

の
所
定
単
位
数
が
異
な
る
の

で
、
月
末
に
お
け
る
要
介
護
度

区
分
に
応
じ
た
報
酬
を
請
求
し

ま
す
。

 

 
 

 
判
定
期
間
に
お
い
て
、
訪
問
介

護
、
通
所
介
護
、
福
祉
用
具
貸

与
そ
れ
ぞ
れ
を
位
置
づ
け
た

計
画
数
の
う
ち
、
紹
介
率
最
高

法
人
の
計
画
数
が
９
０
％
を
超

え
る
場
合
は
、
減
算
適
用
期
間

（
６
月
間
）中
、
全
利
用
者
に
つ

い
て
、
１
月
に
つ
き
２
０
０
単
位

減
算
さ
れ
ま
す
。

 

 
 

 
１
月
に
１
回
利
用
者
の
居
宅
を

訪
問
し
、
利
用
者
に
面
接
及
び

そ
の
記
録
を
し
て
い
な
い
場
合

は
、
そ
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

に
関
す
る
月
の
居
宅
介
護
支

援
費
は
１
０
０
分
の
７
０
に
減
算

さ
れ
ま
す
。
減
算
が
２
ヶ
月
以

上
続
く
と
２
ヶ
月
目
以
降
１
０
０

分
の
５
０
に
減
算
さ
れ
ま
す
。

 

 
 

 
ま
る
１
か
月
間
、
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
や
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介
護
等
を
受

け
て
い
る
利
用
者
に
対
し
て

は
、
給
付
管
理
業
務
を
行
う
必

要
が
な
い
た
め
、
居
宅
介
護
支

援
費
は
算
定
で
き
ま
せ
ん
。

 

 
 

 
住
宅
改
修
の
み
を
行
っ
た
利

用
者
に
つ
い
て
は
給
付
管
理

票
を
作
成
す
る
必
要
が
な
い

た
め
、
居
宅
介
護
支
援
費
は

算
定
で
き
ま
せ
ん
。
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○
計
画
原
案
の
作
成
と
利
用
者
負
担
の
計
算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
取
扱
件
数
の
算
定
方
法

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
給
付
管
理
の
対
象
に
な
ら
な
い
サ
ー
ビ
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
サ
ー
ビ
ス
種
類
等
 

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
 

利
用
票
等
で
の
取
扱
い
 

特
別
地
域
加
算
＝
訪
問

介
護
／
訪
問
入
浴
介
護
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

サ
ー
ビ
ス
種
類
等
 

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
 

利
用
票
等
で
の
取
扱
い
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↓
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●
 
居
宅
介
護
支
援
費
（
Ⅰ
）
 
取
扱
件
数
が
４
０
件
未
満
 

要
介
護
１
・
２
 
 
 
 
１
，
０
０
０
単
位
/月
 

要
介
護
３
・
４
・
５
 
 
１
，
３
０
０
単
位
/月
 

●
 
居
宅
介
護
支
援
費
（
Ⅱ
）
 
取
扱
件
数
が
４
０
件
以
上
６
０
件
未
満

 
要
介
護
１
・
２
 
 
 
 
 
 
６
０
０
単
位
/月
 

要
介
護
３
・
４
・
５
 
 
 
 
７
８
０
単
位
/月
 

●
 
居
宅
介
護
支
援
費
（
Ⅲ
）
 
取
扱
件
数
が
６
０
件
以
上
 

要
介
護
１
・
２
 
 
 
 
 
 
４
０
０
単
位
/月
 

要
介
護
３
・
４
・
５
 
 
 
 
５
２
０
単
位
/月
 

 ※
 
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
全
体
の
利
用
者
総
数
を
当
該
事
業
所
の
常
勤
換
算
方
法
に
よ

り
算
定
し
た
介
護
支
援
専
門
員
の
員
数
で
除
し
て
得
た
数
に
よ
り
該
当
す
る
報
酬
区
分
を
適

用
し
、
適
用
し
た
報
酬
区
分
の
単
位
数
を
利
用
者
数
に
乗
じ
て
得
た
単
位
を
算
定
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 基
本
項
目
の
記
入
 
 
 
 
 
↓
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↓

 

①
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ド
・
 

介
護
給
付
費
額
の
確
認
 

②
月
間
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
 
 
 
 
 
 
 
 

月
間
サ
ー
ビ
ス
 

計
画
の
作
成
 
 

   
↓

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↓

 
 

↓
 

区
分
支
給
限
度

確
認
と
利
用
者

負
担
計
算
 
 
 
 
 ①
支
給
限
度
管
理
対
象

サ
ー
ビ
ス
の
転
記
 

②
種
類
支
給
限
度
確
認
 

③
区
分
支
給
限
度
確
認
 

④
利
用
者
負
担
額
の
計
算
 

  
↓

 
 

短
期
入
所
利
用

日
数
の
確
認
 

①
前
月
ま
で
の
利
用
日
数
 

②
当
月
計
画
分
と
累
計
の
計
算
 

 
 
 
 
 

【
サ
ー
ビ
ス
利
用
票
】
 

基
本
項
目
（
被
保
険
者
証
か
ら
の
転
記
） 

 月
間
サ
ー
ビ
ス
計
画
及
び
実
績
の
記
録
 

 ①
訪
問
サ
ー
ビ
ス
と
通
所
サ
ー
ビ
ス
を
 

 
提
供
時
間
帯
順
に
 

②
福
祉
用
具
貸
与
 

③
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
 

 
 
【
サ
ー
ビ
ス
利
用
票
別
表
】

 
   
区
分
支
給
限
度
額
管
理
・
利
用
者
負

担
計
算
 

（
サ
ー
ビ
ス
利
用
票
と
同
一
の
順
番
）

（
支
給
限
度
基
準
を
超
え
る
単
位
数

の
割
り
振
り
）
 

 種
類
支
給
限
度
管
理
 

 要
介
護
認
定
期
間
中
の
短
期
入
所
利

用
日
数
 

サ
ー
ビ
ス
種
類
等
 

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
 

利
用
票
等
で
の
取
扱
い
 

特
別
地
域
加
算
＝
訪
問
介
護
 

／
訪
問
入
浴
介
護
／
訪
問
看

護
／
福
祉
用
具
貸
与
 

事
業
所
所
在
地
が
離
島
・
山

村
等
の
特
別
地
域
に
あ
る

場
合
の
１
５
％
な
ど
の
加

算
 

利
用
票
へ
の
記
載
等
が
不
要
、
別

表
へ
の
記
載
は
必
要
（
利
用
者
負

担
の
説
明
の
た
め
）
 

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
＝
訪

問
看
護
 

死
亡
前
２
４
時
間
以
内
の

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
つ
い

て
の
加
算
 

緊
急
時
治
療
管
理
：
救
命
救

急
医
療
が
必
要
な
場
合
の

緊
急
の
治
療
管
理
の
費
用
 

利
用
票
と
別
表
へ
の
記
載
は
任
意
 

（
サ
ー
ビ
ス
を
前
も
っ
て
位
置
づ

け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
利
用

者
へ
の
説
明
等
の
必
要
に
応
じ
て

任
意
で
記
載
）
 

緊
急
時
施
設
療
養
費

＝
介
護
老
人
保
健
施
 

 
設
 

特
定
治
療
：
や
む
を
得
な
い

事
情
で
行
わ
れ
る
医
療
（
簡

単
な
処
置
等
を
除
く
）
費
用
 

短 期 入 所 療 養 介 護 

特
定
診
療
費
＝
病

院
・
診
療
所
（
基
準
適

合
診
療
所
を
除
く
）
 

日
常
的
に
必
要
な
一
定
の

医
療
行
為
（
指
導
管
理
、
ﾘﾊ

ﾋﾞ
ﾘﾃ
ｰｼ
ｮﾝ
等
）
の
費
用
 

利
用
票
と
別
表
へ
の
記
載
は
不
要
 

（
利
用
者
の
状
態
に
応
じ
、
医
師

の
判
断
等
に
よ
り
提
供
／
特
定
診

療
費
の
算
定
項
目
は
施
設
基
準
適

合
の
医
療
機
関
で
実
施
）
 

※
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ド
な
し
 

 

①
給
付
制
限
等
の
確
認
 

②
基
本
項
目
の
記
入
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Ⅴ 厚生労働大臣が定める地域(兵庫県下) 
圏域 市町名 離島 振興山村 厚生労働大臣が別に定めるもの 

北播磨 
 

多可町  杉原谷村 
旧八千代全町 

 

 姫路市 旧家島全

町 
富栖村 山之内(佐中、熊部、坂根及び小畑 

の地域に限る｡)及び高長  
中播磨 

神河町 
 

 大山村、越知谷村、旧大河

内町全町 
 
 

 市川町  瀬加村  
 

   
 
西播磨 

宍粟市  土万村、蔦沢村、染河内村、

下三方村、三方村、繁盛村 
旧波賀町全町、旧千種町全

町 

 

 佐用町  長谷村、石井村、久崎町、

幕山村、三河村、旧三日月

町全町 

佐用、平福、江川、力万、須安、宇根、

西大畠、小日山、目高、寄延、上月、

仁位、早瀬、多賀、中島、米田、小山、

安川、土井、宝蔵寺及び下徳久 

 
 
 
 
 
但馬 

豊岡市  神美村、奈佐村、内川村、 
三椒村、奥竹野村、中竹野

村、八代村、三方村、西気

村、室埴村、神美村、旧但

東全町 

 

香美町  奥佐津村、長井村、 
余部村、旧村岡全町、旧美

方全町 

  

新温泉町  大庭村、温泉町、八田村 赤崎、和田、三尾、諸寄、釜屋及 
び居組、切畑、多子、桐岡、丹土、中

辻、塩山及び飯野 

 養父市  建屋村、口大屋村、西谷村 
旧関宮全町 

 

 朝来市  糸井村、与布土村、旧朝来

全町 
 

 
 
 
丹波 

篠山市  畑村、城東村(後川村、 
福住村、大芋村)、 
草山村、北河内村、 
今田村(全町) 

 

 丹波市 
 

 葛野村、神楽村、遠阪村、 
鴨庄村 

 

 洲本市 上灘村 広田村  
淡路 南あわじ市 灘村、沼島

村 
伊加利村  

 「厚生労働大臣が定める地域」に所在する指定訪問介護事業所（その一部として使用される事務所が当
該地域に所在しない場合は当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が

指定訪問介護を行った場合は、特別地域加算として１回につき所定単位数の１００分の１５に相当する単
位数を所定単位数に加算する。 
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外出介助（通院介助）の取扱いについて

（ 訪問介護・介護予防訪問介護の手引き （兵庫県作成）より抜粋）「 」

「通院等のための乗車又は降車の介助」はどのような内容か？

要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の
訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとと
もに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は

、 、通院先若しくは外出先での受診等の手続き 移動等の介助を行った場合に
１回につき所定単位数を算定する単位である。
また、当該所定単位数を算定するに当たっては、市町意見書（ 頁）を74

添付し 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を所管の県民局、
に提出する必要がある。
なお、訪問介護事業所が行う訪問介護と一体となった要介護者の輸送に

、 （ ） 、ついては 道路運送法 昭和26年法律第183号 の許可が必要であるので
留意する。

【標準的な事例】要介護１～５
家 病 院 家

乗 車 前 乗 運 転 降 車 受 診 薬の受 乗 運転中 降 車 降 車 後
介助 車 中 介助 等 手 取等 車 介助 介助
※１ ※ ※３ ※１介 続 介3

助 助

通院等のための乗車又は降車の介助（ 単位）を算定 通院等のための乗車又は降車の介助（ 単位）100 100

を算定

家 病 院 家

乗 車 前 乗 運 転 降 車 受 診 院 内 薬の受 乗 運転中 降 車 降 車 後
介助 車 中 介助 等 手 介助 取等 車 介助 介助
※１ ※３ ※２ ※３ ※１介 続 介

助 助

通院等のための乗車又は降車の介助（ 単位）を算定 通院等のための乗車又は降車の介助（ 単位）を算定100 100

※１ 「乗車前介助」及び「降車後介助」とは、乗車・降車の介助を行うことの
前後に連続して行われる外出に直接関連する身体介護をいう。

※２ 院内の移動等の介助は基本的に院内のスタッフにより対応されるべきであ
るが場合により算定対象（内科から眼科への移動介助やトイレ介助等が対象と
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「通なり、単に付き添っている時間については算定の対象とならない）となる。
．．．．

院等のための乗車又は降車の介助｣として包括して評価する。
※３ 運転中、訪問介護員等は運転に専念するため介護を行い得ず、また、移送

（運転）の行為は訪問介護サービスには含まれないことから、運転中の時間
は介護報酬の算定対象とはならない（別途、運賃を徴収する 。）

○額の算定基準別表１注４
○額の算定基準の留意事項

「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定せず 「身体介護、
中心型」の単位を算定することは可能か？

指定訪問介護事業者が「通院等のための乗車又は降車の介助」にいう介
助を行う場合には、当該所定単位数を算定することとし 「身体介護中心、
型」の所定単位数は算定できない。
○額の算定基準の留意事項

通院等のための乗車又は降車の介助 の単位の算定は 片道か往復か？「 」 、

片道について所定単位数を算定する。
よって、乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することはできな
い。
○額の算定基準の留意事項

介護予防訪問介護の場合 「通院等のための乗車又は降車の介助」の単、
位を算定することは可能か？

従来の要支援者に対して「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定
できなかったのと同様に、介護予防訪問介護では 「通院等のための乗車又、
は降車の介助」を算定することはできない。
○額の算定基準の留意事項

利用者の自宅からＡ病院に通院し、引き続きＢ病院へ行った後帰宅する
場合、次の単位についてどのように算定するのか？
( ) 公共交通機関を利用し 「身体介護中心型」の単位で算定する場合1 、
( ) 「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位で算定する場合2

32



「訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは、介
護保険法(平成9年法律第129号)第7条の定義上、要介護者等の居宅におい
て行われるものとされており、要介護者等の居宅以外で行われるものは算
定できない。例えば、訪問介護の通院・外出介助については、利用者の居
宅から乗降場までの移動、バス等の公共交通機関への乗降、移送中の気分
の確認 （場合により）院内の移動等の介助などは要介護者等の居宅以外、
で行われるが、これは居宅において行われる目的地（病院等）に行くため
の準備を含む一連のサービス行為とみなし得るためである。居宅以外にお
いて行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などの

。」サービス行為だけをもってして訪問介護として算定することはできない
ことから、
( ) 居宅において行われる目的地（病院等）に行くための準備を含む1

一連のサービス行為とみなし得るため、自宅～Ａ病院～Ｂ病院～自宅
まで「身体介護中心型」の単位で算定は可能である。
(2) Ａ病院からＢ病院への移送に伴う介護については、居宅において
行われる目 的地（病院等）に行くための準備を含む一連のサービス
行為とはみなし得ないため 「通院等のための乗車又は降車の介助」、
を算定できない。ただし、自宅からＡ病院と、Ｂ病院から自宅への移
送に伴う介護については 「通院等のための乗車又は降車の介助」を、
算定できる。

往路は家族等が対応し、復路は「通院等のための乗車又は降車の介助」
を算定することはできるか？

「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて「乗車前若し
くは降車後の屋内外における移動等の介助」を行うか、又は 「通院先若、
しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」を行うなど所定の算定
要件を満たす揚合、復路について算定できる。

複数の要介護者に「通院等のための乗車又は降車の介助」を行った場合
は、単位数を算定できるのか？

複数の要介護者に「通院等のための乗車又は降車の介助」を行った場合
であって、乗降時に１人の利用者に対して１対１で行う場合にはそれぞれ
算定できる。要介護高齢者夫婦を同一の通院先へ移送する場合などは算定
できるが、通所介護や施設サービスなどのように複数の利用者に対して集
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団的なサービス提供を行うものは算定できない。サービスの実施において
は、効率的なサービス提供の観点から移送時間を極小化すること。
なお、訪問介護員等が１人のための介助（受診手続き等）を行っている
間は、車内に他の利用者だけが残されることから、車内に残った利用者の
安全確認ができることが必要である
○額の算定基準の留意事項

「通院等のための乗車又は降車の介助」の「通院等のため」とは、通院
のほかどのような外出が含まれるのか？

「身体介護中心型」としての通院・外出介助と同じで 「日常生活上・、
社会生活上必要な行為」である。
① 対象となるケース（真に必要と認められ居宅サービス計画上位置付
けられる場合のみ）
通院、日常生活に必要な買い物、預金の引き下ろし、選挙

② 対象とならないケース
．．．．

仕事、趣味や嗜好のための利用（習い事、ドライブ、旅行等 、理美）
容、冠婚葬祭、日用品以外の買い物（通常利用している生活圏外の店
舗での買い物 、転院の際の利用 等）
○額の算定基準の留意事項

自らの運転する車両への乗車又は降車の介助 のみを行った場合 通「 」 、「
院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定できるか？

算定できない。
「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて 「乗車前若、
しくは降車後の屋内外における移動等の介助」や「通院先若しくは外出先
での受診等の手続き、移動等の介助」を行う場合に算定対象となるもので
あり、これらの移動等の介助又は受診等の手続きを行わない場合には算定
対象とならない。
○額の算定基準の留意事項

車からの乗降時に車両内から見守るのみの場合 「通院等のための乗車、
又は降車の介助」の単位を算定できるか？

算定できない。
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当該単位を算定する際のサービス行為である「自らの運転する車両への
乗車又は降車の介助 「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の」、
介助」及び「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」
とは、それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。
例えば、利用者の日常生活動作能力などの向上のために、移動時、転倒
しないように側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常
に見守る場合は算定対象となる。
○額の算定基準の留意事項

「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する場合、通院等に伴い
これに関連して行われる居室内での「声かけ・説明 ・ 目的地（病院）」「
へ行くための準備」は 「身体介護中心型」として算定できるか？、

算定できない。
「通院等のための乗車又は降車の介助」は 「自らの運転する車両への、
乗車又は降車の介助 「乗車前若しくは降車後の屋外における移動等の介」、
助」及び「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」を
一連のサービス行為として含むものであり、それぞれの行為によって細か
く区分し「通院等のための乗車又は降車の介助」又は「身体介護中心型」
として算定できない。
○額の算定基準の留意事項

受診中の待ち時間は、別に身体介護中心型を算定してよいのか？

「通院等のための乗車又は降車の介助」は通院等のための外出に直接関
連する身体介護の一連のサービス行為を包括評価しているため、通院先で
の受診中の待ち時間については、待ち時間の長さや待ち時間における介護
の内容に関わらず 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定すること、
になり、別に「身体介護中心型」を算定できない。

．．．．

○介護報酬に係るＱ＆Ａについて
（平成15年５月30日厚生労働省老健局老人保健課：事務連絡）

１人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して「通院等のための
乗車又は降車の介助」を行った場合、どのように算定するのか？

１回の「通院等のための乗車又は降車の介助」として算定し、訪問介護
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員等ごとに細かく区分して算定できない。
○額の算定基準の留意事項

通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所
要時間を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合にも 「身体介護中、
心型」の所定単位数は算定できないか？

要介護４又は要介護５の利用者に対して、通院等のための乗車・降車の
介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間( ～ 分程度以上)を20 30

要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には その所要時間に応じた 身、 「
体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には 「通院等のた、
めの乗車又は降車の介助」の所定単位数は算定できない。
この場合、その所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算
定できるが、これは「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事

、 、業者を前提としていることから 当該所定単位数を算定するに当たっては
市町意見書を添付し「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を所
管の県民局に提出する。

(例)(乗車の介助の前に連続して)寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介
助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車
へ移動介助する場合。

【標準的な事例】
家 病 院 家

乗車前介 乗 運転中 降 車 受 診 薬 の 乗 運転中 降 降 車 後
助 車 ※３ 介助 等 手 受 取 車 ※３ 車 介 助
※１ 介 続 等 介 介 ※１

助 助 助

分～ 分程度以上 分～ 分程度以上20 30 20 30

身体介護中心型を算定（運転時間を除く） 身体介護中心型を算定（運転時

間を除く）

家 病 院 家

乗車前介 乗 運転中 降 車 受 診 院内介 薬 の 乗 運転中 降 降 車 後
助 車 ※３ 介助 等 手 助※２ 受 取 車 ※３ 車 介 助
※１ 介 続 等 介 介 ※１

助 助 助

分～ 分程度以上 分～ 分程度以上20 30 20 30

身体介護中心型を算定（運転時間を除く）
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※１ 「乗車前介助」及び「降車後介助」とは、乗車・降車の介助を行うことの
前後に連続して行われる外出に直接関連する身体介護をいう。

※２ 院内の移動等の介助は基本的に院内のスタッフにより対応されるべきであ
るが場合により算定対象（内科から眼科への移動介助やトイレ介助等が対象

、 ） 。となり 単に付き添っている時間については算定の対象とならない となる
．．．．

※３ 運転中、訪問介護員等は運転に専念するため介護を行い得ず、また、移送
（運転）の行為は訪問介護サービスには含まれないことから、運転中の時間
は介護報酬の算定対象とはならない（別途、運賃を徴収する 。）

○額の算定基準の留意事項

要介護４又は要介護５の利用者に対して、通院等のための乗車・降車96

の介助を 行うことの前後に連続して相当の所要時間（ ～ 分程度20 30

以上）を要しかつ手間 のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間
に応じた「身体介護中心型」の所 定単位数を算定できる 」にいう「前。
後の所要時間」とは？

要介護４又は要介護５の利用者に対して 「身体介護中心型」を算定す、
るためには、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前または後に
連続して行われる手間のかかる、外出に直接関連する身体介護の所要時間
は ～ 分程度以上を要する。このとき、前後の所要時間を通算できな20 30

い。
なお 「身体介護中心型」を算定する場合の算定対象時間は運転時間を、
控除して前後の所要時間を通算する。

（例）
例①は乗車前に 分の「外出に直接関連する身体介護」を行ってい20

るため、身体介護中心型として算定できる。乗車前及び降車後の所要時
間を通算して 分の身体介護として身体介護中心型（所要時間30分未25

満）を算定する。
例②は乗車前又は降車後に ～ 分程度以上の「外出に直接関連す20 30

る身体介護」を行っていないため、身体介護中心型として算定できず、
「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する。

移乗・移動介助 乗車介助 運転 降車介助 移乗・移動介助
身体介護中心型を算定① 分 ５分20
可

通院等乗降介助を算定② 分 分10 10

○介護報酬に係るＱ＆Ａについて
（平成15年５月30日厚生労働省老健局老人保健課：事務連絡）
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通院等のための乗降介助の前後に連続して行われる外出に直接関連し97

ない身体 介護（入浴介助・食事介助等）や生活援助（調理・清掃等）は
別に算定できるのか？

「通院等のための乗車又は降車の介助」の前後に連続して行われる行為
のうち、外出に直接関連しない身体介護（入浴介助・食事介助等）につい
ては、その所要時間が 分～１時間程度以上を要しかつ身体介護が中心30

である場合に限り、外出に直接関連しない身体介護及び通院・外出介助を
通算した所要時間（運転時間を控除する）に応じた「身体介護中心型」の
所定単位数を算定できる。この場合には 「通院等のための乗車又は降車、
の介助」の所定単位数は算定できない。
また、生活援助については、当該生活援助の所要時間が所定の要件を満
たす場合に限り、その所要時間に応じた「生活援助中心型」の所定単位数
を算定できる。この場合には 「通院等のための乗車又は降車の介助」の、
所定単位数は算定できる。
なお、この場合、その所要時間に応じた「身体介護中心型」又は「生活
援助中心型」の所定単位数を算定できるが、これは「通院等のための乗車
又は降車の介助」を算定する事業者を前提としていることから、当該所定
単位数を算定するに当たっては、市町意見書を添付し「介護給付費算定に
係る体制等に関する届出書」を所管の県民局に提出する必要がある。

【標準的な事例】
家 病 院 家

身体介 乗 車 乗 運転中 降 受 診 薬 の 乗 運 転 降 降 車 身 体
護 前 介 車 ※３ 車 等 手 受 取 車 中 車 後 介 介護

助 介 介 続 等 介 ※３ 介 助
※１ 助 助 助 助 ※１

分～１時間程度以上 分～１時間程度以上30 30

身体介護中心型を算定（運転時間を除く） 身体介護中心型を算定（運転時

間を除く）

家 病 院 家
身体介 乗 車 乗 運転中 降 受 診 院 内 薬 の 乗 運 転 降 降 車 身 体
護 前 介 車 ※３ 車 等 手 介 助 受 取 車 中 車 後 介 介護

助 介 介 続 ※２ 等 介 ※３ 介 助
※１ 助 助 助 助 ※１

分～１時間程度以上 分～１時間程度以上30 30

身体介護中心型を算定（運転時間を除く）

※１ 「乗車前介助」及び「降車後介助」とは、乗車・降車の介助を行うことの
前後に連続して行われる外出に直接関連する身体介護をいう。

※２ 院内の移動等の介助は基本的に院内のスタッフにより対応されるべきであ
るが場合により算定対象（内科から眼科への移動介助やトイレ介助等が対象

、 ） 。となり 単に付き添っている時間については算定の対象とならない となる
．．．．

※３ 運転中、訪問介護員等は運転に専念するため介護を行い得ず、また、移送
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（運転）の行為は訪問介護サービスには含まれないことから、運転中の時間
は介護報酬の算定対象とはならない（別途、運賃を徴収する 。）

○介護報酬に係るＱ＆Ａについて
（平成15年５月30日厚生労働省老健局老人保健課：事務連絡）

通院・外出介助において、利用者の状況等により、２人の訪問介護員等
によるサービス提供が必要となった場合の取扱いはどうするのか？

通院・外出介助において、１人の訪問介護員等が車両に同乗して気分の
確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場合は、当該訪問介護員等
は「身体介護中心型」を算定するが、このとき、当該車両を運転するもう
１人の訪問介護員等は、サービス行為の所要時間や内容に関わらず、別に
「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできない。
ただし、例えば、重度の要介護者であって、①体重が重い利用者に重介

護を内容とする訪問介護を提供する場合や②エレべータのない建物の２階
以上の居室から外出をさせる場合など、利用者の状況等によりやむを得ず
に２人の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合に限り、２
人の訪問介護員等によるサービス提供時間に応じた「身体介護中心型」の
100分の200に相当する単位数を算定できる。
また、上記の場合において、例えば、２人の訪問介護員等が移動介助・

乗車介助を行い、その後、１人の訪問介護員等が移送中の介護も含めた介
護行為を行う場合は、２人の訪問介護員等によるサービス提供時間が全体
のサービス提供時間に占める割合が小さいため、それぞれの訪問介護員等
のサービス提供時間に応じて訪問介護員等ごとに「身体介護中心型」を算
定できる。
○介護報酬に係るＱ＆Ａについて

（平成15年５月30日厚生労働省老健局老人保健課：事務連絡）

別に同乗する訪問介護員等が「通院等のための乗車又は降車の介助」の
みを行い、移送中に介護を全く行わない場合の取扱いはどうなるか？

車両を運転する訪問介護員等とは別に訪問介護員等が同乗する場合であ
っても、当該同乗する訪問介護員等が「通院等のための乗車又は降車の介
助」のみを行い、移送中の気分の確認など移送中に介護を全く行わない場
合については 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することと、
し 「身体介護中心型」は算定できない。、
○介護報酬に係るＱ＆Ａについて
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（平成15年５月30日厚生労働省老健局老人保健課：事務連絡）

「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに当たって、
あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられている必要があるのか？

「 」 、通院等のための乗車又は降車の介助 の単位を算定するに当たっては
適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々
なサービス内容の１つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅
サービス計画に位置付けられている必要があり、居宅サービス計画におい
て、
① 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由
② 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨
③ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均
衡していること
を明確に記載する必要がある。こうしたアセスメントが行われていない
場合 「通院等のための乗車又は降車の介助」は不適正な給付として返還、
を求め得るものである。
○額の算定基準の留意事項

通所サービス又は短期入所サービスにおいて利用者の居宅と当該事業所
との間の送迎を行う場合、通所サービス又は短期入所サービスの送迎加
算ではなく 「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定する、
ことはできるか？

当該利用者の心身の状況により当該事業所の送迎車を利用することがで
きないなど特別な事情のない限り、短期入所サービスの送迎加算を算定す
ることとし（通所サービスは基本単位に包括されている 「通院等のた。）、
めの乗車又は降車の介助」は算定できない。
○額の算定基準の留意事項

前問の「特別な事情」として認められる場合とは？

短期入所サービスにおいて送迎を行っている(送迎加算算定)場合は、当
該事業者の責任において送迎を実施することが原則である。しかし、①利
用者の心身の状況により当該事業所の送迎車を利用することが困難で、②
他の事業所でも対応できず、③家族等での送迎も不可能である場合などは
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「特別な事情」があるものと認められる （通所サービスは、送迎部分が。
基本報酬に包括されており算定できない ）。
送迎を行っていない短期入所生活介護事業所を利用する場合は、①利用
者が心身の状況により送迎が必要であり、②送迎サービスを行っている他
の事業所も利用できず ③家族等での送迎も不可能である場合などは 特、 、「
別な事情」があるものと認められる。
いずれの場合も、事前に保険者である市町と協議を行っておく必要があ

る。
なお、身体介護中心型の通院・外出介助を適用する場合も、同様に「特

別な事情」が必要であり、事前に保険者である市町と協議を行う。
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